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   対馬市告示第36号 

    平成26年第２回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       平成26年５月30日 

                               対馬市長 財部 能成 

   １ 期 日  平成26年６月10日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

春田 新一君          小島 德重君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

渕上  清君          脇本 啓喜君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

長  信義君          波田 政和君 

上野洋次郎君          齋藤 久光君 

堀江 政武君          小宮 教義君 

初村 久藏君          大浦 孝司君 

小川 廣康君          大部 初幸君 

兵頭  栄君          山本 輝昭君 

作元 義文君                 

 

   ○６月11日に応招した議員 

 

 

   ○６月12日に応招した議員 

 

 

   ○６月19日に応招した議員 

 

 

 

   ○６月19日に応招しなかった議員 

初村 久藏君                 
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平成26年 第２回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           平成26年６月10日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       平成26年６月10日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    追加日程第１ 議長の辞職について 

    追加日程第２ 議長の選挙について 

    追加日程第３ 総務文教常任委員の選任 

    追加日程第４ 国境離島活性化対策特別委員会委員の選任 

    追加日程第５ 国県道路等整備促進特別委員会委員の選任 

    追加日程第６ 議席の一部変更 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ 国県道路等整備促進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市一般会計補正予算（第８号）） 

    日程第12 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市診療所特別会計補正予算(第４号）） 

    日程第13 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第14 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号）） 

    日程第15 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）） 
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    日程第16 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例等の

一部を改正する条例） 

    日程第17 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第18 報告第１号 平成２５年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

    日程第19 報告第２号 平成２５年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計繰越明許

費繰越計算書について 

    日程第20 報告第３号 平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について 

    日程第21 報告第４号 平成２５年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第22 議案第56号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 

    日程第23 議案第57号 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算

（第１号） 

    日程第24 議案第58号 対馬市火災予防条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第59号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（犬ヶ浦地区） 

    日程第26 議案第60号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（竹敷地区） 

    日程第27 議案第61号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（佐賀地区） 

    日程第28 議案第62号 海岸保全区域内公有水面の埋立てについて（貝鮒海岸） 

    日程第29 議案第63号 工事請負契約の締結について 

    日程第30 議案第64号 財産取得契約の締結について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    追加日程第１ 議長の辞職について 

    追加日程第２ 議長の選挙について 
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    追加日程第３ 総務文教常任委員の選任 

    追加日程第４ 国境離島活性化対策特別委員会委員の選任 

    追加日程第５ 国県道路等整備促進特別委員会委員の選任 

    追加日程第６ 議席の一部変更 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第９ 国県道路等整備促進特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市一般会計補正予算（第８号）） 

    日程第12 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市診療所特別会計補正予算(第４号）） 

    日程第13 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第14 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号）） 

    日程第15 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬

市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）） 

    日程第16 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例等の

一部を改正する条例） 

    日程第17 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例） 

    日程第18 報告第１号 平成２５年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

    日程第19 報告第２号 平成２５年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計繰越明許

費繰越計算書について 

    日程第20 報告第３号 平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について 

    日程第21 報告第４号 平成２５年度対馬市水道事業会計繰越計算書について 

    日程第22 議案第56号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号） 
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    日程第23 議案第57号 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算

（第１号） 

    日程第24 議案第58号 対馬市火災予防条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第59号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（犬ヶ浦地区） 

    日程第26 議案第60号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（竹敷地区） 

    日程第27 議案第61号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（佐賀地区） 

    日程第28 議案第62号 海岸保全区域内公有水面の埋立てについて（貝鮒海岸） 

    日程第29 議案第63号 工事請負契約の締結について 

    日程第30 議案第64号 財産取得契約の締結について 

 

出席議員（21名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       10番 波田 政和君 

11番 上野洋次郎君       12番 齋藤 久光君 

13番 堀江 政武君       14番 小宮 教義君 

15番 初村 久藏君       16番 大浦 孝司君 

17番 小川 廣康君       18番 大部 初幸君 

19番 兵頭  栄君       20番 山本 輝昭君 

21番 作元 義文君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     松本 政美君 
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課長補佐    國分 幸和君  主任     洲川 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  財部 能成君 

副市長  髙屋 雅生君 

副市長  比田勝尚喜君 

教育長  梅野 正博君 

しまづくり戦略本部長  平山 秀樹君 

総務部長  桐谷 雅宣君 

総務課長  根〆 英夫君 

総合政策部長  平間 壽郎君 

市民生活部長  俵  輝孝君 

福祉部長  仁位 孝良君 

保健部長  福井 順一君 

農林水産部長  阿比留勝也君 

建設部長  西村 圭司君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  豊田  充君 

中対馬振興部長  多田 満國君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  中村 三喜君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  永野 清利君 

消防長  竹中 英文君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  糸瀬 美也君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開会 

○議長（作元 義文君）  おはようございます。 

 報告します。 

 本日は、桂宮宜仁殿下の薨去に対し弔意をあらわすため、庁舎前の国旗は半旗といたしており
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ますが、議場内の国旗については、この対応が困難な掲揚の方法がとってありますので、その点

について議員皆様の御理解をいただきますように、お願いをいたします。 

 また、前もってお伝えをいたしておきます。 

 上対馬振興部長、園田君が、病気により定期的に水を必要としており、時々、水を飲むことに

ついて議長が許可をしております。 

 ただいまから、平成２６年第２回対馬市議会定例会を開会いたします。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（作元 義文君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、大部初幸君及び兵頭栄君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（作元 義文君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付いたしております会期日程案のとおり、本日

から６月１９日までの１０日間とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（作元 義文君）  異議なしと認めます。会期は、本日から６月１９日までの１０日間に決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（作元 義文君）  日程第３、議長の諸般の報告を行います。 

 議長の庶務報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、先月２８日、東京で開催されました全国市議会議長会定期総会において、各種表彰が行

われ、本市議会から議員歴１０年以上議員表彰で小宮教義議員、議長・副議長４年以上表彰で島

居元副議長と私が表彰を受けております。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（作元 義文君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。本日、ここに、平成２６年第２回対馬市議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、御健勝にて御出席を賜り、衷心より御礼申し上
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げます。 

 初めに、先般、４月１６日に、隣国韓国で発生しました、セウォル号沈没事故につきまして、

衷心より追悼の意を表するものであります。 

 死者、不明者が３００人を超える大参事で、テレビ中継された惨状に大きな衝撃を受けました。

事故の報道を受け、韓国の苦難に対して、対馬市として何か支援ができないものかと、対馬市の

国際諮問大使であります鄭永鎬先生、姜南周先生に連絡をとり、関係各所に対馬市の意向を打診

していただきました。 

 しかしながら、韓国側からは、対馬市の申し出には感謝するものの、現状では支援の必要はな

く、当面は状況を見守っていただきたいとの意向が伝えられました。 

 このため、事態を静観しておりましたが、５月２日から韓国出張の機会があり、釜山広域市庁

舎で犠牲者の冥福を祈り献花し、対馬市長名で記帳をしてまいりました。 

 改めまして、犠牲になった方々の御冥福を心よりお祈りしたいと思います。 

 次に、職員の処分についてでございます。 

 新聞等での報道で御承知のことと思いますが、５月８日付で、飲酒運転をして自損事故を起こ

した消防職員を懲戒免職処分に、また、同日付で管理監督責任として上司３名に減給の懲戒処分

を行っております。 

 さらに、飲酒の上、真夜中に市民を呼び出し、けんかをしたとして、保健部勤務の職員を停職

１カ月の懲戒処分を行っております。 

 いずれも飲酒にかかわる事案でありますが、かねてから、職員には市民の手本となる行動、そ

して交通安全を率先して推進するよう厳命していたにもかかわらず、命を守るべき立場にある消

防職員が飲酒運転を行うなどの事態を招いたことは、市政の最高責任者として遺憾の極みであり

ます。 

 市民皆様の市政に対する信頼と期待を大きく裏切ることとなったことにつきまして、改めて心

からおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

 今後、私が先頭に立ち、全職員が全体の奉仕者としての自覚を再認識の上、交通事故の撲滅は

もとより法令遵守を徹底し、再発防止と信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。議員を

はじめ市民皆様の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 次に、３月定例会以降、今日までの主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、しまづくり戦略本部関連でございますが、分散型エネルギーインフラプロジェクト事業

についてであります。 

 島内での分散型エネルギーインフラ整備に向けた構想を検討するため、昨年度に引き続き、総

務省が募集を行っておりますマスタープラン策定事業へ、長崎県との共同提案により応募してお
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ります。 

 この事業につきましては、昨年度設置いたしました、対馬環境エネルギーコンソーシアムを中

心に、島内外の複数の企業にもオブザーバーとして参画いただき、２６年度中に島のエネルギー

に関するマスタープランの策定を行う予定です。 

 事業概要につきましては、配付させていただいております資料をご覧願います。 

 なお、この事業につきましては、総務省の採択後に、改めて御審議をいただきたいと考えてお

ります。 

 次に、総務部関連でございます。 

 部署間の連携強化についてでありますが、４月１日付で組織改正を行ったところですが、循環

システムや域学連携、６次産業化など複数の部署に関連する新たな業務の取り組みが必要となっ

ていることから、部署間の連携強化と限られた職員数での円滑な業務遂行を目的として、５月

１日付で、管理職２名を含む６４名の職員に兼務・併任辞令を交付いたしました。 

 兼務・併任については、職員の本来業務に支障が生じないよう２部署を限定にしておりますが、

今回の辞令交付は、全職員の約１割の職員に対するものであり、今後も、兼務・併任の必要があ

る業務については、兼務辞令により部署間の連携を進めていくこととしております。 

 次に、総合政策部関連でございます。 

 国境離島の新法制定に向けては、３月１１日には北海道礼文町を、５月９日には島根県隠岐の

島町を訪れ、国境離島の立場について協議を行い、新法制定の必要性を訴えてまいりました。 

 県内では、５月１９日に五島市において、離島の３市２町で国境離島新法の制定に向け、マス

コミ等を利用した全国キャンペーンの実施を提案し、予算措置も含め了承されたところです。 

 これを受け、５月２２日と２８日に、九州民法キー局及び県離島振興協議会と番組制作に向け

て協議を重ねたところであり、今議会におきまして、県離島振興協議会へ番組制作等にかかる負

担金の追加を計上させていただいております。 

 今後は、議会の国境離島活性化対策特別委員会をはじめ、県内自治体、全国の国境離島自治体

と連携し、新法の早期制定に向け、さらに取り組みを推進していきたいと考えております。 

 次に、環境大臣表彰受賞についてであります。 

 ４月２３日、上対馬町の舟志の森づくり推進委員会が、環境省の「みどりの日」自然環境功労

者環境大臣表彰を受賞されました。 

 今回の受賞は、ツシマヤマネコ保護のため、住友大阪セメントが保有する舟志の森を基盤とし

た長年の森づくり活動が評価されております。 

 同委員会は、生物多様性保全活動を市、県とともに推進しており、今後のさらなる活躍が期待

をされております。 
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 次に、しまとく通貨の取り組みについてであります。 

 平成２５年４月からスタートした、しまとく通貨制度の販売状況は、県全体で４５万５,７６６セ

ットで、目標の６０万セットに対し７６％の実績でした。 

 実際に利用された換金実績ベースにおいては、県全体で２１億６００万円で、対馬市の実績額

７億２,２００万円は、全体の３４.３％を占めており、加盟市町の中で一番多い換金額になって

おります。 

 なお、加盟店数は、県全体で１,１１７店舗で、対馬市では２０９店舗が加盟いただいており

ます。 

 平成２６年度は、長崎市高島が新規加入し５市２町となり、エリアが拡大することから、先ほ

ど御報告いたしました国境離島新法制定の全国キャンペーンにあわせて、テレビ・ラジオ、誌面

等でのＰＲ、さらには、利用促進キャンペーンの実施や旅行社等への旅行商品造成の働きかけな

ど積極的な広報活動を行い、加盟店の更なる加入促進とあわせて、６０万セットの売り上げを目

指して取り組むことにしております。 

 次に、市民生活部関連でございます。 

 郵便局証明事務事業の開始についてでありますが、４月１日より、市内の５つの郵便局で、住

民票や税証明などを交付する郵便局証明事務事業を開始し、２カ月が経過いたしました。郵便局

長さんからは、地域の皆様から大変好評を得ていると伺っているところです。 

 この郵便局証明事務事業につきましては、今後も交付できる証明の種類や申請手続の方法につ

いて、市民の皆様に広く周知を行い、利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、仮称でありますが、対馬中部汚泥再生処理センターの完成についてであります。 

 平成２４年度より、豊玉町志多浦に整備を進めてまいりました、（仮称）対馬中部汚泥再生処

理センターの処理棟が完成し、５月１５日に施工業者より施設の一部引き渡しを受け、５月

１６日より運用を開始いたしました。 

 当施設は、１日当たり、し尿１２キロリットル、浄化槽汚泥１１キロリットル、計２３キロリ

ットルの処理能力を有しており、今後の対馬市のし尿・浄化槽汚泥の安定した処理に、効果を発

揮するものと期待をしております。 

 次に、福祉部関連でございます。 

 ゲートボールの県大会優勝についてです。 

 ５月１０日、長崎市総合運動公園を主会場に、第１１回長崎県ねんりんピックが開催され、対

馬市からは７種目に６０名の高齢者の皆様が参加されました。 

 各種目で熱戦が繰り広げられましたが、ゲートボール種目に出場した豊玉卯麦チームが見事優

勝し、１０月に栃木で開催される、第２７回全国健康福祉祭・ねんりんピック栃木大会の出場権
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を獲得しました。 

 卯麦チームの皆様、誠におめでとうございます。全国大会での活躍を祈っております。 

 次に、保健部関連でございます。 

 対馬市救急医療搬送体制検討委員会報告書についてです。 

 対馬市において、迅速・適切な救急医療を効率的に提供する体制を確保するため、ヘリコプ

ターの活用も含めた救急医療搬送体制のあり方について、昨年１２月より検討していただいてお

りました、対馬市救急医療搬送体制検討委員会により、対馬市救急医療搬送体制検討委員会報告

書が取りまとめられ、３月３１日に委員長より報告書が提出されました。今後は、この報告書を

もとに対馬市の救急体制の検討を進めてまいります。 

 次に、農林水産部関連でございます。 

 大阪府立大学との協定についてでありますが、３月２６日、公立大学法人大阪府立大学と有害

鳥獣対策により捕獲した鹿及びイノシシの有効活用を推進するため連携協定を締結しました。 

 この協定により、市は有害鳥獣捕獲で捕獲した鹿・イノシシ肉を同大学に提供し、大学は病理

学的安全性や栄養価を分析するほか、衛生管理や加工方法等を研究し、市にフィードバックする

ことにより食肉としての安全性を高め、食肉衛生管理ガイドラインを作成し、資源として有効活

用を推進していこうとするものです。 

 次に、長崎県乾しいたけ品評会についてでございます。 

 ５月２４日、第５４回長崎県乾しいたけ品評会が、対馬市交流センターで開催されました。 

 品評会には、グラム物１５５点、箱物３３点が出品され、最高賞の農林水産大臣賞は、上県町

中山の緒方公洋さんが、「花どんこ」箱物の部で受賞されました。 

 また、今回から、当品評会において農林水産大臣賞を通算で１０回以上獲得した生産者を表彰

する制度として、特別賞の「名人位」が設定され、初代名人位を厳原町豆酘の永尾賢一さんが受

賞されました。 

 今年度は、価格低迷や２月、３月にかけて降水量が多かったため、出品点数が大きく減少しま

したが、青年就農給付金受給者の２０代、３０代の生産者が入賞するなど、後継者育成の成果が

見えた品評会でした。 

 次に、消防本部関連でございます。 

 対馬市消防ポンプ操法大会の開催について、６月１日、シャインドームみね奥の消防訓練場で、

第６回対馬市消防ポンプ操法大会を開催しました。 

 今回から、全国消防操法大会にならって実際に放水を行う競技方法で行いましたが、ポンプ自

動車の部では豊玉第１分団が、小型ポンプの部では豊玉第７分団が優勝しました。現在、両分団

は、８月３日に大村市で開催される第３２回長崎県消防ポンプ操法大会の出場に向け、２カ月間
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の訓練に入っているところです。 

 以上が、行政報告でございます。 

 最後に、本定例会において御審議願います案件でございますが、平成２５年度一般会計補正予

算等専決処分の承認案件７件、平成２５年度一般会計繰越明許費繰越計算書ほか報告４件、平成

２６年度一般会計補正予算案件等２件、条例の一部改正１件、あらたに生じた土地の確認及び字

の区域変更３件、公有水面の埋立て１件、契約の締結２件、合わせて２０件について御審議をお

願いするものでございます。 

 内容につきましては、後ほど担当部長に説明させたいと思いますので、慎重に御審議の上、適

正なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上、開会にあたっての挨拶といたします。 

○議長（作元 義文君）  以上で行政報告を終わります。 

 次に、４月１日付をもって市職員の人事異動があっておりますので、異動された幹部職員

１３名に、自席から自己紹介をさせます。 

 まず、しまづくり戦略本部長、平山秀樹君。 

○しまづくり戦略本部長（平山 秀樹君）  おはようございます。しまづくり戦略本部の本部長を

承っております平山でございます。以前に引き続きましてよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  総合政策部長の平間でございます。どうかよろしくお願いしま

す。 

○議長（作元 義文君）  次に、市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵  輝孝君）  おはようございます。４月１日付、市民生活部長を拝命してお

ります俵といいます。よろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  おはようございます。４月より福祉部長を拝命しております仁位と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ４月１日付で保健部長を拝命いたしました福井と申します。よろし

くお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、建設部長、西村圭司君。 

○建設部長（西村 圭司君）  ４月１日付で建設部長を拝任しております西村といいます。よろし

くお願いします。 

○議長（作元 義文君）  水道局長、増田敬一君。 
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○水道局長（増田 敬一君）  おはようございます。４月１日より水道局長を拝命いたしました増

田でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（作元 義文君）  会計管理者、阿比留保君。 

○会計管理者（阿比留 保君）  おはようございます。会計管理者の阿比留でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ４月１日付で中対馬振興部長を拝命いたしました多田満國で

ございます。中対馬振興部は御案内のとおり、美津島町の区域の一部、豊玉町、峰町、上県の区

域の一部、合わせまして５２の行政区の地域振興を担当する部署でございます。精いっぱい務め

たいと思います。前職在任中同様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  おはようございます。上対馬振興部長を拝命しております、

園田と申します。一昨年の手術の影響で言葉が若干わかりづらいかと思いますけれども、御理解

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（作元 義文君）  上県行政サービスセンター所長、永野清利君。 

○上県行政サービスセンター所長（永野 清利君）  おはようございます。４月１日より上県行政

サービスセンター所長を拝命しております、永野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  峰行政サービスセンター所長、三宅一郎君。 

○峰行政サービスセンター所長（三宅 一郎君）  おはようございます。中対馬振興部の配下にな

ります、峰行政サービスセンター所長、三宅でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  次に、美津島行政サービスセンター所長、中村三喜君。 

○美津島行政サービスセンター所長（中村 三喜君）  おはようございます。美津島行政サービス

センター所長の中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（作元 義文君）  これで自己紹介を終わります。 

 議事の都合により暫時休憩します。 

午前10時28分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時30分再開 

○副議長（山本 輝昭君）  再開します。 

 議長から、辞職願が提出されております。よって、副議長の私が議長の職務を行います。 

 お諮りします。お手元に配付のとおり、議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程第１と

して日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山本 輝昭君）  異議なしと認めます。議長の辞職についてを日程に追加し、追加日程

第１として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．議長の辞職について 

○副議長（山本 輝昭君）  追加日程第１、議長の辞職についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、作元義文君の退場を求めます。 

〔議長 作元 義文君 退場〕 

○副議長（山本 輝昭君）  事務局に辞職願を朗読させます。 

○事務局長（神宮 満也君）  それでは、辞職願を朗読いたします。 

 平成２６年６月１０日、対馬市議会副議長山本輝昭様。対馬市議会議長作元義文。 

 辞職願。このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されますよう願い出ます。 

 以上でございます。 

○副議長（山本 輝昭君）  お諮りします。作元義文君の議長の辞職を許可することに御異議はあ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山本 輝昭君）  異議なしと認めます。よって、作元義文君の議長の辞職を許可するこ

とに決定しました。 

 作元義文の入場を求めます。 

〔21番 作元 義文君 入場〕 

○副議長（山本 輝昭君）  作元義文君に申し上げます。議長の辞職については許可されました。 

 ここで、作元義文君より発言の申し出があっておりますので、これを許可します。 

○議員（２１番 作元 義文君）  ただいま私、一身上の都合をもちまして議長の職を辞したいと

お願いを申し上げましたところ、皆さん方から快く御承認をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 過去５年間、一部議会の変動はありましたけれども、この長きにわたりまして、この私に対し

まして議員各位の心からの御支援と御協力をいただきまして、無事、議長職を全うすることがで

きましたことに対しまして、改めまして心からお礼を申し上げます。 

 また、市長をはじめ市幹部の皆さん方に対しましても、私に対しまして、いろんな場面で御指

導、御助言を賜りましたことに対しましても、重ねてお礼を申し上げます。 

 また、特に議会事務局の皆さん方には、よくわからないところもたくさんありましたけれども、

議会運営がスムーズにいくように、私に対していろんな助言をいただき、この会をスムーズに進
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めてきたことに対しまして、改めまして厚くお礼を申し上げます。 

 また、全島の市民の皆様方にも、いろんな場面で、いろんなところで、この私、議長に対しま

して、切磋琢磨、頑張れよという御助言をいただき、また、御指導をいただきましたことに対し

まして、この場を借りまして、改めて心から厚くお礼を申し上げます。 

 対馬市も、まだまだ厳しい財政運営の状況にありますけれども、この議会と市が一緒になって、

この難局を乗り切っていくように、お互いに頑張っていただきたいというふうに思います。 

 私も、一議員として地域に帰り、いろんなところをまた見て、その自分の力をできるだけ発揮

できるように頑張ってまいりたいというふうに思います。 

 私も、ばかの一つ覚えで、この国境離島の特別措置法制定に向けて邁進をしてまいりました。

まだ途中半ばでございますけれども、市長をはじめ議会が一緒になって、１日も早く、この国境

離島特別措置法が制定を見、そして日本全国の国境離島が活性化できますように、早い制定をお

願いし続けていきたいというふうに思っています。 

 今後におきましては、新しい議長が誕生いたしますと、また一致協力して、この対馬市議会が、

ほかの議会に負けないすばらしい議会ができますように、皆さん方の御協力をよろしくお願いを

いたしたいと思います。 

 最後になりましたが、対馬市議会、対馬市、そして皆さん方の御健勝と御多幸を祈念を申し上

げまして、私の退任の挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（山本 輝昭君）  作元議員におかれましては、これまでの議長職、大変御苦労さまでご

ざいました。これからも、議員活動を通して、市政の発展と議会運営に御尽力賜りますようお願

い申し上げます。 

 暫時休憩します。 

午前10時38分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時39分再開 

○副議長（山本 輝昭君）  再開します。 

 お諮りします。ただいま議長が欠けましたので、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２と

して日程の順序を変更し、直ちに選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山本 輝昭君）  異議なしと認めます。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２とし

て日程の順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．議長の選挙について 
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○副議長（山本 輝昭君）  追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。１４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  副議長の推薦でお願いしたいと思います。 

○副議長（山本 輝昭君）  お諮りします。ただいま議長の選挙につきましては、副議長推薦とい

う発言があっております。これについて御異議ございませんか。（発言する者あり） 

 異議ありの言葉ですので、選挙を行いたいと思います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○副議長（山本 輝昭君）  ただいまの出席議員数は２１人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３１条第２項の規定によって、立会人に春田新一君及

び小島德重君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長（山本 輝昭君）  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山本 輝昭君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○副議長（山本 輝昭君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番議員から順番に事務局長が氏名を呼び上げますので、議長席に向かって右側から登壇し、

左側へ降壇願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 １番 春田 新一議員       ２番 小島 德重議員 

 ３番 入江 有紀議員       ４番 船越 洋一議員 

 ５番 渕上  清議員       ６番 脇本 啓喜議員 

 ７番 黒田 昭雄議員       ８番 小田 昭人議員 

 ９番 長  信義議員      １０番 波田 政和議員 

１１番 上野洋次郎議員      １２番 齋藤 久光議員 

１３番 堀江 政武議員      １４番 小宮 教義議員 
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１５番 初村 久藏議員      １６番 大浦 孝司議員 

１７番 小川 廣康議員      １８番 大部 初幸議員 

１９番 兵頭  栄議員      ２１番 作元 義文議員 

２０番 山本 輝昭議員                 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○副議長（山本 輝昭君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（山本 輝昭君）  投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。 

 これから開票を行います。春田新一君及び小島德重君、開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票〕 

○副議長（山本 輝昭君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数２１票、有効投票２０票、無効投票１票。有効投票のうち、堀江政武君１６票、船越

洋一君４票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は５票です。したがって、堀江政武君が議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長（山本 輝昭君）  ただいま議長に当選された堀江政武君が議場におられます。会議規則

第３２条第２項の規定によって当選の告知をします。 

 １３番、堀江政武君、登壇して挨拶をお願いします。 

○議員（１３番 堀江 政武君）  一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま皆様方に温かい御推挙をいただきまして、議長を務めさせていただくことになりまし

た。大変ありがたく思いますし、また、責任の重さも痛感をしているところでございます。 

 もとより浅学非才ではございますが、皆様方に御協力をいただきまして、市民の方々のために

力いっぱい頑張ってまいりたいと思います。 

 また、公正無私の立場を堅持し、執行権を持つ理事者、議決権を持つ議会、それぞれの権限を

尊重いたしまして、でき得る限りの御協力をいただき、また、前議長、作元氏が頑張ってこられ

ましたことを継承し、対馬市の発展のため、また、市民の方々の福祉の向上に向けて、一生懸命

頑張ってまいりたいと思います。 

 どうか皆様方の御指導と御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございまし

た。（拍手） 

○副議長（山本 輝昭君）  新しい議長が決まりましたので、議長を交代します。 

〔副議長退席、議長着席〕 
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 暫時休憩します。 

午前11時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時01分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 全員協議会を議員控室で開催しますので、お集まりください。 

 暫時休憩します。 

午前11時02分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時39分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告いたします。 

 ただいまの議長選挙により議長に就任しましたので、議長は総務文教常任委員及び国県道路等

整備促進特別委員会委員を辞任いたします。 

 お諮りします。配付しております議事日程第１号の追加３のとおり、常任委員の選任から議席

の一部変更についてまでの４件を日程に追加し、追加日程第３から追加日程第６として日程の順

序を変更し、直ちに議題としたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。よって、常任委員の選任から議席の一部変更の

４件を日程に追加し、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第３．総務文教常任委員の選任 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第３、総務文教常任委員の選任を行います。 

 委員会条例第２条第１項及び第８条第１項の規定により、作元義文君を総務文教常任委員に指

名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第４．国境離島活性化対策特別委員会委員の選任 

追加日程第５．国県道路等整備促進特別委員会委員の選任 

○議長（堀江 政武君）  次に、追加日程第４、国境離島活性化対策特別委員会委員の選任及び追
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加日程第５、国県道路等整備促進特別委員会委員の選任を一括して行います。 

 上野洋次郎君から国境離島活性化対策特別委員会委員の辞任の申し出がありましたので、議長

がこれを許可いたしております。 

 また、国県道路等整備促進特別委員会委員が欠けておりますので、これより欠員となったそれ

ぞれの委員を選任します。 

 特別委員会委員の選任は、委員会条例第８条第１項の規定により、議長の指名によると定めら

れております。よって、作元義文君を国境離島活性化対策特別委員会委員に、上野洋次郎君を国

県道路等整備促進特別委員会委員に指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第６．議席の一部変更 

○議長（堀江 政武君）  追加日程第６、議席の一部変更についてを議題とします。 

 お手元に配付しております議席表のとおり、議席の一部を変更したいと思います。御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。配付しました議席表のとおり変更することに決定

しました。 

 あすの会議より変更後の議席に着席願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１７番 小川 廣康君）  それでは、総務文教常任委員会の所管事務調査の報告を申し上

げます。 

 平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告をいたします。 

 当委員会は、平成２６年５月１５日、指定文化財等の保存整備状況について、今回は、お船江

跡、清水山城跡、金石城跡、旧金石城庭園、対馬藩主宗家墓所を全委員出席のもと、教育委員会

より豊田教育部長、小島文化財課長、尾上係長の出席を求め、現地調査いたしました。 

 まず、お船江跡は、石垣で積んでつくった４基の突堤と５つの船渠、今でいうドックのことで、

船の建造、修理等を行う設備でありますが、そういった遺構が当時の原形を保ち保存されていま

すが、これほど原状をよく遺存しているところは、ほかに例がないと言われています。 
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 平成１１年度から平成１５年度にかけて、船渠の一部を含め、突堤の石積みの修復はされてい

ましたが、周囲の雑木の巨木化が原因と見られる石垣の崩落が散見されました。 

 説明によりますと、今年度、県と所有者との協議を行いながら整備計画を策定し、平成２７年

度から修復に向けて取り組んでいく予定であるとのことであります。計画の策定に当たっては、

東側の石塀を含め、所有者の理解を求めながら、全体的な保存に努められるよう望みます。 

 清水山城跡についても、これまで石垣修復をはじめ、遊歩道の整備、サイン設置等が施工され

てきましたが、現地確認によって、特に三の丸までの遊歩道は狭く、改修が必要と思われました。

今後、平成２８年度までに石垣の修復、サイン設置、案内板の設置、園路整備が計画されていま

すが、多くの市民または観光客が、この史跡を体感できる環境づくりに努めてほしいものであり

ます。 

 金石城跡は、現在、城内において、旧厳原幼稚園舎の解体工事中でありましたが、今後、跡地

整備を含め、地形測量と解説板の設置、城壁、城門についても、地形測量、修理復元の計画が予

定されています。 

 旧金石城庭園は、国の名所に指定後、平成２０年５月から一般公開され、観光客の入園者も増

加傾向であります。 

 園内は、管理も行き届き、歴史を探索しながら心が癒される空間であります。ぜひ市民の方々

にも足を運んでいただき、我が郷土の歴史を体感してほしいものであります。 

 次に、対馬藩主宗家墓所ですが、今後、裏御霊屋の修景、保存整備をはじめ地形測量を実施し、

平成２９年度から第２期の保存整備事業につなげていく計画であり、今年度は、墓所入り口前の

園路広場の舗装、案内板の改修等が予定されています。しかし、補助事業の関係から、受益者負

担が生じることが一つの課題でもあります。 

 最後に、委員からの要望を申し添えますので、今後の保存と活用に生かされることを望みます。 

 市内には、国指定、県指定文化財が多数存在し、それらの後世への継承は大きな使命でありま

す。他地域にはあまり見られない独特の遺跡を交流人口拡大のために活用すべきであり、そのた

めには、その文化財、遺跡を体感できるルートの改善が急務と思われますので、それらの環境整

備に努めていただきたい。 

 今回の調査箇所以外の文化財についても、保存のため早急に着手しなければならない遺跡等が

あるものと思慮されます。そのためには学芸員をはじめとする職員の補充が必要と思われます。 

 また、今回の調査過程で休憩所、トイレの不備を感じました。現存する清水が丘多目的広場横

のトイレは狭く、非常に不便であります。抜本的な改善を望みます。 

 以上で、総務文教常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
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１０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それでは、委員長に１点だけお伺いしたいと思いますが、先ほ

どから説明の中で、金石城庭園についての２０年から一般公開されておるということで、私も何

回となく行くわけですが、入園料といいますか、これを徴収していると思うんですが、この辺に

ついて何か調査なさったのかお聞きしたいわけであります。 

 というのも、なぜあそこはいつまでも入園料を取るのか、外周から、入園料を取らなくても、

ぐるっと回れるんですね、あそこは、万松院のほうからでも。だから、あまり意味がないんじゃ

ないかな、私なりに思っているわけですから、報告の中で市民の方にも足を運んでもらいたいと、

こう報告があっていますので、もう少し気軽に行けるような体制になるような、無料化なんか考

えられた発言は、調査はなかったのかだけお伺いします。 

○議長（堀江 政武君）  総務文教委員長、小川廣康君。 

○議員（１７番 小川 廣康君）  波田議員の質問にお答えしたいと思います。 

 この庭園の入園料につきましては、市内の在住者は１００円、市外の入園料は３００円という

設定がされています。 

 この料金設定についても、以前の議会でいろいろ議論されましたけど、やはりそれ相当のやっ

ぱし入園料を取るべきじゃないかということで、こういう料金が設定されたということを記憶い

たしておりますが、このときの説明によりますと、先ほど報告で申し上げましたように、徐々に

ではありますが入園者が増えつつある。もちろん、島内、島外、同じような割合で増加傾向にあ

るというようなことで、２５年度については、約９９０名、約１,０００人弱ですかね、そうい

うこの後に、そういう説明を受けました。 

 この中には、特に学校教育関係にかかわる児童生徒については免除がありますので、その分に

ついては把握をいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  これで質疑を終わります。 

 これで昼食休憩といたします。再開は午後１時からにします。暫時休憩します。 

午前11時54分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。 
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 休憩中に、国境離島活性化対策特別委員会及び国県道路等整備促進特別委員会が開催をされ、

両特別委員会の副委員長の交代があっております。 

 国境離島活性化対策特別委員会の副委員長に作元義文君、国県道路等整備促進特別委員会の副

委員長に上野洋次郎君が、それぞれ就任をされておりますので、報告をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。

６番、厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  平成２６年第１回対馬市議会定例議会において、会議規則第

１０５条の規定により、閉会中の所管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査内容とそ

の概要を、同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 御案内のとおり、対馬地区３公立病院は、離島医療圏組合の解散に伴い、平成２１年度より経

営主体が長崎県病院企業団に移行されました。対馬市が経営主体ではなくなったとはいえ、多く

の市民の生命と健康を支える対馬地区３企業団病院の現状と将来像は、市民の大きな関心事です。 

 また、新統合病院開院を１年後に控えており、３病院の現状と、新統合病院開院後の対馬地域

の医療体制やその整備の進捗状況を調査研究すべく、対馬地区３企業団病院に意見交換会の開催

を申し入れましたところ、御多忙にもかかわらず、３病院とも快く御了承いただきました。 

 ５月２０日は初村委員、入江委員は欠席でしたが、上対馬病院会議室において同病院幹部と、

５月２３日は全委員出席のもと、対馬いづはら病院会議室において同病院、中対馬病院の幹部及

び長崎県病院企業団本部からも御出席いただき、いずれも１６時から約２時間の熱心かつ有意義

な意見交換会を実施できました。関係各位に改めて厚く御礼申し上げます。 

 意見交換会は、当委員会からあらかじめ送付させていただいた質問項目に沿って質疑応答を進

めました。その概要は配付資料のとおりです。時間の都合上、質疑が集中した点を中心に報告し

ます。 

 なお、詳細版は、後日、対馬市のホームページに掲載しますので、御参照くださいませ。 

 現状について、医師や医療従事者の確保の状況、看護師不足の現状と対策（学校への求人の働

きかけ修学資金貸与制度等の現状についても含む）。 

 上対馬病院においては、常勤医師４名に加えて、毎日１名、対馬いづはら病院から派遣されて

います。厳しい勤務条件下の中に、新たに、ながさき地域医療人材支援センターを通じて、関西

で面接を行った医師が、ことし９月から勤務いただける予定です。看護師、准看護師は合計

４４名在籍しています。医療技術修学資金貸与制度利用者はほぼ全員が、義務年限までは定着し

ています。 
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 次に、中対馬病院においては、常勤医師８名、看護師８３名、対馬いづはら病院においては、

常勤医師２６名、看護師１３４名です。うち各種派遣看護師は２病院合計で１４名在籍いただい

ています。 

 ３病院に看護師が集まりにくい共通した原因の一つは、患者対看護師比率７対１の大病院に流

れていること、高度医療現場に在籍してスキルアップを希望するなどが挙げられます。 

 離島で深刻な看護師不足の現状を打開するため、県病院企業団は、看護師資格がある都会のシ

ングルマザーを呼び込む、しまの病院ワーキングママサポート事業に本腰を入れます。 

 具体的には、６月中旬に首都圏の山手線等６路線の車輌内で、１５秒の誘致ＣＭを流すなど、

自然の中で子育てをしたい看護師の誘致を目指しています。 

 現在、対馬出身で医療技術修学資金貸与制度活用者は、看護師１４名、薬剤師３名で、今年度

末には４名の受給看護師が卒業予定です。 

 企業団病院間、特に対馬地区の病院間で活発な人事交流を進めていき、対馬地区の医療人材の

有効活用に努めたいとのことです。 

 今後とも、企業団と対馬市は連携をより一層図り、医療従事者を目指す生徒の増加を図るよう

ますます努められたい。また、潜在看護師の把握と、掘り起こしや再雇用を積極的に進められた

い。 

 医師・看護師の夜勤体制の現状と改善策。 

 上対馬病院では、病棟看護師の夜勤体制を平成２５年度までの３名体制から、今年度より１名

減の２名体制となりました。新生児がいなくなったこと、入院患者数が減少したことを勘案し、

外来当直１名の応援を受けながら、２名体制で対応可能と判断したとのことです。 

 看取りやターミナルケアへの市民の理解を深める方法について。 

 国は在宅医療の充実に向けた診療報酬制度改正等を推進していますが、全国的に在宅医療への

移行は思うように進んでいません。対馬市においても、老々介護や独居高齢者の増加等、家族の

介護力不足、集落の点在に起因する医療・介護サービス提供の非効率性、２４時間対応型のヘル

パー支援体制の未整備、訪問医不足をはじめとする在宅医療提供体制の脆弱性等が、在宅看取り

の普及が進展しない大きな要因となっていると思われます。 

 最期まで自宅で過ごすことは困難であっても、本人が在宅を希望すれば、少しでも長く在宅が

可能となる支援体制を整備すること、在宅医療・介護の経験者の実体験を拝聴する機会を頻繁に

設けるなど、看取りやターミナルケアへの市民の理解を深めることも重要だと思われます。 

 在宅医療・訪問看護の現状と今後の充実に向けた取り組み。 

 上対馬病院において、最近３年間、亡くなった訪問看護サービス受給者５６名のうち、在宅で

看取った方は６名にとどまっているそうです。 
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 対馬いづはら病院においては、主にがんで在宅ターミナルケアを希望する方を中心に支援して

います。同支援者のうち、昨年は１２名が亡くなられ、在宅看取りが８名、病院で看取りは４名

でした。 

 健診活動の充実について、地域保健活動・地域包括ケアの充実に向けての取り組み。 

 過去３年間の受診者数の比較をしたところ、対馬市の健診勧奨の成果が徐々に現れているもの

と思われます。 

 今後の医療改革の重点項目は、前述の在宅医療の充実と予防医療の普及による医療費削減とも

言われています。定期健診受診率向上による病気の早期発見・早期治療は、市民の生命・健康を

守り、ひいては医療費の削減に繋げられるなどの予防医療の有益性を広く市民に周知することを、

これまで以上に対馬市と連携し推進されたい。 

 上対馬病院の産科・外科の復活見込み。 

 平成２４年度から上対馬病院で分娩取り扱いを中止した主な要因は、常勤外科医が不在となり、

帝王切開等不測の事態に対応できなくなったことです。医師不足、中でも外科医不足は全国的に

深刻であり、特に若い外科医は手術の症例・件数が少ない過疎地の小規模医療機関に勤務するこ

とを望まない傾向が強いのが現実です。 

 たとえ常勤外科医を１名確保できたとしても、手術に十分対応できない等リスクが大きいため、

分娩取り扱いの再開は極めて困難であると思われるとのことです。 

 上対馬病院の特別診療科目の充実に向けた取り組み。 

 特別診療回数を増加させ、過密診療緩和の要望が出されました。 

 新統合病院開院後について、長期療養患者への対応（患者の退院に向けての調整）、人工呼吸

器等装着等の慢性患者の受け入れ先対策。 

 中対馬病院においては、療養型病床３７床を徐々に空室化していき、秋までには６、７名に減

少する予定です。 

 対馬いづはら病院においては、入院初期から介護保険制度等を活用したスムーズな退院に向け

た相談を実施しています。しかし、新統合病院の病床数は、下地区２病院の合計病床数より約

６０床も削減されるため、開院当初に病床不足となることが心配されます。そのような事態を回

避できるよう、月２回退院調整協議会を開催し各病棟で情報を共有する等、計画的に入院患者を

徐々に減少させるよう努めているとのことです。 

 安心安全出産事業の充実に向けた取り組み（付き添い者の宿泊室等）。 

 上対馬病院で分娩ができなくなったことに対する対馬市の出産支援事業の利用件数は、平成

２４年度が３６件（うち、里帰り出産９件）、平成２５年度も３６件（うち、里帰り出産７件）

です。 
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 現在、対馬いづはら病院には付き添い者宿泊室が３室あり、稼働率は５９％です。新統合病院

では４室設置するため、充分対応できるであろうとのことです。しかし、付き添い者宿泊室は当

該事業の対象者以外も利用するため、一時的には不足が生じる可能性もあり、事業主体である対

馬市は、そのような場合には対応できるよう、今のうちから新病院と連携を図るよう要望しまし

た。 

 へき地医療の支援で各地域診療所へ派遣をお願いしているが、新病院開院後も継続可能な体制

なのか。 

 新病院においても医師の充足が不可欠ですが、全診療所で変わらず継続できるよう最大限努力

するとの回答でした。 

 電子カルテ化後の市内診療所や老人福祉施設との連携のあり方。 

 上対馬病院においては、今年度より電子カルテの運用が始動しており、新病院においては、開

院と同時に電子カルテ化されます。ネットワークに加入もしくは構築することに関する評価は、

積極的な評価と慎重に検討すべきとの両論あるようです。 

 既存ネットワークの場合、主に長崎県の医療機関が加入しているあじさいネットへの加入が候

補として挙げられています。上五島病院は既に加入しており、佐世保市や長崎市の大病院との連

携による多大なメリットを享受してします。しかし、対馬市民は福岡の病院を多く利用するため、

新上五島町民ほどメリットを享受できません。対馬地区独自のネットワークを構築するよりも、

あじさいネットに加入する方がコスト削減可能ですが、あじさいネット加入料や維持負担金を島

内の診療所や民間医療・介護施設に御負担いただけるのか、そのほかの予算措置を探るのか、不

確定とのことです。 

 対馬市民の医療にかかわる利便性向上を図るネットワークの構築、または加入を関係機関同士

や行政で充分に検討されたい。 

 ドクターカー（ラピッドレスポンスカー）の導入について（対馬市と企業団のどちらが主体

か）。 

 はじめに、対馬市における救急車搬送による３０分以内搬送率は、全国水準を上回っているこ

とが紹介されました。これは、市内各地に救急車が配備され、公立病院は基本的に受け入れ拒否

を行わないことから、都会で問題となっている、いわゆる救急患者のたらい回しがないことによ

るものです。 

 しかし、基幹病院が人口密集地域の厳原地区から移転することなどを踏まえ、新病院建設計画

にも、サイレン、赤色回転灯を装備した医師等の搬送のみを行う、乗用車ベースのラピッドレス

ポンスカーの導入検討の必要性が明記されていました。 

 また、平成２５年１２月から平成２６年３月にかけて対馬市救急医療搬送体制検討委員会が開
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催され、島内救急搬送ヘリコプター導入も検討されましたが、それに先行させてドクターカーの

整備を進めるべきではないかと提言されました。現実的で比較的容易に配備可能なラピッドレス

ポンスカーの導入に向けて、行政と県病院企業団間で早急な検討を要望しました。 

 以上で、厚生常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。

８番、産業建設常任委員長、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  それでは、産業建設常任委員会所管事務調査報告をいたします。 

 平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告いたします。 

 当委員会は、平成２６年５月２２日、一般財団法人豊玉町振興公社との意見交換、島山農地及

び佐須坂トンネルの視察を実施いたしました。 

 当日は全委員出席のもと、まず、対馬市役所豊玉庁舎３階会議室において、豊玉町振興公社、

原田理事長、同平山総括責任者、多田中対馬振興部長、阿比留農林水産部長ほか関係職員の出席

を求め、意見交換を行いました。 

 公益財団法人豊玉町振興公社は、平成３年に成立されましたが、平成２０年１２月の法律改正

により、一般財団法人化に向けた取り組みが必要であるとのことから、平成２６年１月３０日に、

議員全員協議会を議場で開催し、説明を受け、平成２６年４月１日から、一般財団法人豊玉町振

興公社として新たなスタートをいたしました。 

 その間、平成２６年第１回対馬市議会定例会、３月において、平成２５年度対馬市一般会計補

正予算（第６号）で、同公社の平成２５年度決算見込み損益９５０万円を補助金として予算計上

し、議会の議決を得たのであります。 

 また、議案第５２号、権利の放棄についてにおいて、対馬市が同公社に貸し付けている貸付金

残高９７０万円も、権利を放棄することで議会の議決を得たところであります。 

 よって、まさしくゼロからのスタートでありましたが、２カ月も経過しない中で、早くも経営

が危ぶまれる状況であります。経営資金５００万円はありましたが、月々の必要経費は、職員

８名分の人件費約２００万円、光熱水費等を合わせて、１カ月、最低４００万円が必要との説明
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を受けました。 

 借入限度額は資金の９割が限度であり、既に３００万円を借り入れていることから、今後、借

り入れできる金額は１５０万円が限度であります。 

 経営危機に陥った主な要因は、主な取り扱い魚種のアジ、サバの漁獲量の減少及び仕入れ資金

不足によるものであります。 

 また、総括責任者及び魚の加工部門の島おこし協働隊員を、４月１日から派遣する旨の説明を

市長部局から受けましたが、総括責任者は５月１日に着任、島おこし協働隊員は内定しておりま

したが、辞退があったため、５月２８日に再募集する旨の報告がありました。 

 当委員会としては、公社内において、一刻も早く協議の場を持ち、善後策を講じるよう要請し、

意見交換を終了しました。 

 次に、島山農地の視察を阿比留農林水産部長、神宮農林・しいたけ課長、多田中対馬振興部長

ほか関係職員の出席を求め、現地で行いました。 

 島山は有人離島で、地区の人たちの生活は、通学や買い物など全て船に頼っていましたが、農

林地一体開発整備パイロット事業により、昭和６３年度より農道工事に着手、平成６年度に、現

在のパールブリッジが完成、その後、農地造成工事に着手し、平成１２年度に、受益面積１７ヘ

クタールの農地が完成し、現在に至っております。 

 農地の利用状況は対馬市農業振興公社が、平成２５年度から５年間、借地契約を締結し、借地

面積は１３ヘクタールで、借地料は無料との説明がありました。４ヘクタールは個人利用地であ

ります。 

 主な作物は、ソバが６.２ヘクタール、ブルーベリーが０.１８ヘクタール、その他野菜、梅、

イタリアンなどであります。農地の約２分の１が遊休地でありますが、耕作するには新たな農地

造成が必要で、イノシシ、鹿対策として防護柵の設置も不可欠であり、そのままの状況である旨

の説明を受けました。 

 しかしながら、ソバの需要は島内でも多く、地産地消は不可欠であり、対馬の名産としての耕

作面積の拡大が必要と思われます。 

 農地の適当な場所には、散水用の水道管が埋設されており、雨に対する不安はないことに鑑み、

今後の遊休地の利用を期待するところであります。 

 次に、佐須坂トンネルの視察でありますが、西村建設部長、伊賀建設課長の出席を求め、現地

で説明を受けました。 

 トンネルの延長は１,８６７メートル、道路幅員５.５メートル、全幅員８メートルであり、平

成２７年度の完成を目標に工事を行っております。 

 工事が完了すると、延長で約８キロメートル、時間で約１７分の短縮が図られ、救急医療、産
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業、観光などに大きく貢献するものと期待されております。 

 当日は、視察時間帯のタイミングがよく、１,３９０メートルまで掘削している場所に工事関

係者の案内により、車で移動することができました。残りの約５００メートルについては、９月

の貫通を目標に工事を進めている旨の説明を工事関係者から受けました。 

 なお、このトンネル工事は長崎県が発注者であり、主要地方道桟原小茂田線道路改良工事でも

あり、国県道路等整備促進特別委員会の所管事務と重複することに鑑み、当委員会の齋藤委員長

に事前に連絡をとり、視察したことを申し添えます。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第８、国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。９番、委員長、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  国境離島活性化対策特別委員会の調査状況、会議規則第４５条の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

 本委員会は、平成２６年４月１６日午前１０時より、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室におい

て、小宮委員は欠席でありましたが、委員７名と作元議長にも同席いただき、行政側より財部市

長、平間総合政策部長、小島次長の出席を求め、第６回特別委員会を開催いたしました。 

 調査の内容は、１、全国離島振興市町村議会議長会の国境離島に関する要請活動の報告につい

て。２、国境離島特別措置法（仮称）の制定にかかわる国への陳情要望活動報告についてを協議

いたしましたので、その概要を報告いたします。 

 国境離島に関する要請活動につきましては、３月２７日、全国離島振興市町村議会議長会の

７離島で行われた国境離島に関する要請活動について、作元議長より報告を受け、特別委員会と

して情報共有を行いました。 

 国境離島特別措置法（仮称）の制定にかかわる国への陳情要望活動については、今国会会期中

の状況を谷川代議士事務所等より情報収集を行い、議長とも協議をし、日程等については、委員

長一任といたしました。 

 本委員会での委員からの主な意見は、全国離島振興市町村議会議長会は、７離島で要請活動が

行われたが、その後の市長会の活動について財部市長に質疑が集中いたしました。 

 その内容は、全国離島振興協議会でのさまざまな問題があることは理解できるが、市長サイド
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で、この問題に対する意気込みが見えてこないなど、市長会に比べて議長会が先行して要請活動

が行われていることに対し、市長会の状況についての質疑が集中し、市長より動きを加速させる

旨の発言があり確認いたしました。 

 また、今後の本委員会の活動の一環として、県下３離島が一体となって活動を行うことが重要

であり、本委員会で、壱岐市、五島市の市長、議長と意見交換会を行ってはどうかとの意見が出

され、意見交換会を行うことに決定いたしました。 

 日程については、５月１９日に、五島市において開催される三市二町の市長・町長・議長会議

の前に意見交換会を行うこととし、派遣委員等については委員長に一任することにいたしました。 

 次に、第６回開催の本特別委員会の折、決定されました国境離島特別措置法（仮称）にかかわ

る壱岐市、五島市との意見交換会の概要について報告いたします。 

 １、日程、平成２６年５月１２日から１３日。２、派遣委員、国境離島活性化対策特別委員会、

長委員長、山本委員、船越委員、上野委員、同行者、議会事務局、松本次長、派遣先、壱岐市、

五島市。 

 ５月１２日午前１０時より、壱岐市役所会議室において意見交換会を行いました。壱岐市側出

席者は、白川市長、中原副市長、町田議長、鵜瀬副議長、常任委員長２名ほか担当職員３名であ

ります。 

 概要については、白川壱岐市長の発言内容を中心に報告いたします。 

 １、白川市長は、全国離島振興協議会の会長である立場上、国境離島のことが声高に言えない

状況である。 

 ２、離島振興法の附則に明記されている特に重要な離島については、離島振興法予算は国土交

通省関連であるため、中国・四国地方の内海離島５件は、離島振興予算に影響が出るのではない

かと考えており、理解が得られない大きな理由である。 

 しかしながら、奄美、沖縄、小笠原は、全国離島振興協議会に所属しており、国境離島関係自

治体も、全離振を脱会するのではなく、国境離島関係予算は、内閣府の予算で検討されているこ

との認識を深めていく。 

 ３、５月２０日に開催される、長崎県離島振興協議会総会において、特に重要な離島について

特別決議を行い、５月２８日から２９日の全国離島振興協議会総会においても、特別決議を行う

予定である。 

 ４、白川市長自身は、全国離島振興協議会の会長である前に、壱岐市の市長であることを強調

された。また、特別措置法が制定されることにより、航路運賃の低廉化の窓口になるのではない

かと期待している。 

 ５、佐藤正久参議院議員が提案されているのは、国防を優先したもので、壱岐と対馬を比較す
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ると、重要視されるのは対馬ではないか。それよりも振興にシフトした法案が重要ではないか。 

 ６、谷川代議士も、新法制定については力を入れていただいており、３島協力してこの問題に

対処しなければならない。全国離島振興協議会副会長の松田隠岐の島町長とも話を進めていきた

い。 

 また、町田議長からは、７、対馬市、五島市が特別委員会を設置されており、壱岐市も６月定

例会で設置する方向で検討したい旨の話があり、それぞれの件について意見交換会をいたしまし

た。 

 ５月１３日午前１０時より、五島市役所会議室において意見交換会を行いました。五島市側出

席者は、中野副市長、荒尾議長、清川副議長、国境離島活性化推進特別委員会林委員長ほか７名、

久保秘書公室長及び事務局の２名であります。 

 意見交換会の概要について報告いたします。 

 １、五島市は、国境離島活性化推進特別委員会を３月に立ち上げましたが、まだ活動していな

い状況であり、今後の活動の参考にしていきたい。当面は、国境離島特別措置法の制定に向け、

対馬市が陳情活動を行っているのであれば、五島市も声をかけていただき、一緒に行動していき

たい。 

 ２、要望書、提言書については対馬市独自のものであり、五島市の要望については、五島市で

取りまとめて作成していきたい。 

 ３、領土保全と国境地域の無人化防止にかかわる特別措置の２本立ての中で、領土保全につい

ては理解が深まっているものの、無人化防止にかかわる特別措置については、雇用の場の確保と

航路の低廉化に向けて、谷川代議士が力を入れていただいており、３島で後押しをできるよう陳

情、要望を行っていることで認識したい。 

 ４、対馬市の提言書の中で、国際避難港についての課題が記述されていないが、中国漁船は近

代化が進み、状況が変わっているので、五島市としては、提言書の中で記載していくべきか検討

したい。 

 ５、五島市では、自衛隊増強問題が検討されており、対馬市の過去の活動状況の概要を説明し、

自衛隊増強は長期になると思われるので、新法制定を優先していくことで一致した。 

 今回の意見交換会では、３島議会が特別委員会を設置することで足並みがそろう予定であり、

連携を取り合い、活動をしていくことで一致した。市長側としても、連携を深めた動きをお願い

して意見交換会を終了いたしました。 

 平成２６年６月２日午後１時３０分より、対馬市役所別館第２会議室において、初村委員は欠

席でありましたが、委員７名と作元議長にも同席いただき、行政側より財部市長、平間総合政策

部長、小島次長の出席を求め、第７回特別委員会を開催いたしました。 
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 調査の内容は、国境離島特別措置法（仮称）にかかわる意見交換会報告について、壱岐市、五

島市を協議いたしましたので、その概要を報告いたします。 

 ５月１２日、１３日の国境離島特別措置法（仮称）の制定にかかわる壱岐市、五島市との意見

交換会の概要について委員長より報告を行い、特別委員会として情報の共有を行いました。 

 また、５月１９日の三市二町の市長、町長、議長会議で、財部市長が提案された、国境離島の

重要性を訴えるキャンペーン及びしまとく通貨との関連について、市長の考え方、５月２０日に

開催された、長崎県離島振興協議会での協議概要について等、第６回委員会以降の市長の行動に

ついて報告を受け、国境離島特別措置法（仮称）制定に向けた県下及び国内情勢についても、特

別委員会としての情報共有を行いました。 

 特筆すべき事項として、５月２８日、２９日開催の全国離島振興協議会総会において、特に重

要な離島についての特別決議が、全離振理事会において要請へと繰り下げられ、全国離島振興協

議会の現状が改めて浮き彫りとされたところであります。 

 市長からの報告の中で、国境離島としまとく通貨をあわせた１時間番組を作成し、１０月、

１１月に東京を主体に全国キャンペーンを行っていきたい。５月２０日の県離振総会の中でもキ

ャンペーンを行っていくことに決定しているとのことであります。 

 また、６月１４日に、太田国土交通大臣が長崎においでになりますので、その折に、県離振、

市町長会で時間をとっているので、議長会としても今後の共同活動をどのようにするのか、三市

二町で協議する場を持てないか、検討していただきたいとのことであります。 

 作元議長からの報告では、関係７離島の議長会としては、隠岐の島町をはじめ、積極的にこの

問題に取り組んでいくことを確認している。法案については、国防と振興で別々の法案提出で進

んでいたが、谷川代議士と佐藤正久先生との話し合いの中で、１つの法案としてまとめ、国境離

島新法は、内閣府からの予算を獲得する方向で検討されており、今会期中の成立は難しい状況で

あるが、秋の臨時国会に向け、周辺整備も含めて、谷川代議士が主体的に準備を進められている

旨の報告を受けました。 

 また、委員からの主な意見として、１、６月定例議会で壱岐市が特別委員会を設置する予定で

あるので、３市の特別委員会として会議のみでなく、中身のあるものとして連携をどうするのか。

２、３島合同の要望書を作成し、秋の臨時国会前に、再度、上京して陳情すべきではないか。３、

国境離島のキャンペーンについては、秋の臨時国会前に早くできないかなどの意見が出され、次

のとおり決定されました。 

 １、壱岐市の特別委員会が設置された後、３市の特別委員会の委員長で合同会議を行う方向で

調整する。 

 ２、７月２７日開催される佐藤正久先生の「国境を守るために」をテーマとした対馬市での講
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演会については、特別委員会としても積極的に参加していく。 

 ３、東京陳情については、秋の臨時国会に合わせて、谷川代議士、並びに市長、議長と相談し

ながら、日程等については、委員長一任とすることに決定しました。 

 以上で、国境離島活性化対策特別委員会の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  ちょっと勉強不足で私もわからんとですが、関係７島、この全

国レベルの中で、国境という言葉の離島の線引きを７島ほど考えている中での協議を進行中。

７島についての島の名称を教えてください。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午後１時45分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時45分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ７島についての御質問でありますが、北海道が利尻富士町、奥尻町、新潟県の佐渡市、島根県

の隠岐の島町、それから対馬市、壱岐市、それから五島市であります。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、大浦孝司君。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  長崎県の３島の中で、よく事情はわかるんですが、国境という

定義の中で、対馬が外洋にある中で、壱岐は、それから内海に、内海といいますが、外洋上です

が、そのラインは、本土並みですか、寄りですが、そこらに他の地域からそういうふうな線引き

に苦言というか、いろいろな議論というのはございませんか。 

 ちょっと私は、その辺、長崎県を中心に先行された中で、そこらが全国のレベルの中で疑問と

いうか、ないかなというふうなちょっと思ったもんですから、さきの７島の意味はそういう意味

で申し上げたわけですが、その辺、もしあれば、ちょっと心配をしております。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  お答えいたします。 

 まず、壱岐市の件ですけども、先ほどの報告の中でもちょっと触れましたが、壱岐市の白川市

長の発言の中でも、やはり壱岐市と対馬市のその立場の違いといいますか、どうしても、この国

境離島ということに関しては、対馬市がある程度、優先されて考えられているんじゃないのかと

いうふうなことで、国防だけを考えますと、非常に壱岐市はそれに対して該当するのか。振興の
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ほうにも、シフトして考えてもらいたいというようなことが、壱岐市のほうからの話がありまし

た。 

 それから、もう一点のいわゆる内海離島、外海離島、国境離島の関係ですけども、報告の中で

も一部触れましたけれども、四国・中国地方の５県は、いわゆる瀬戸内海ですけども、内海離島

に属しておるというふうな関係で、特に全国離島振興協議会の一員でもありますので、そのあた

りがどうしても、一部、反対の声が出てくるということであります。 

 その主な原因としましては、やはり離島振興法予算の関係が少し絡んでくると。離島振興予算、

先ほど申しましたように、離島振興予算は、国土交通省関係の予算ですけども、その予算が、い

わゆる国境離島の特別措置法が制定されることによって、離島振興予算に影響が出るのではない

かと。 

 いわゆる削減は、いや分配といいますか、そのようなことになるんではないかというふうなこ

とで、内海離島からの一部、やはり抵抗があるということは事実でございます。 

 これは、県選出の谷川代議士も非常にそこを一番心配なさり、内海離島の国会議員の方にも、

先生方にも、そのあたりの旨を十分お話をされているというふうな状況でございます。 

 以上です。 

○議員（１６番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．国県道路等整備促進特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第９、国県道路等整備促進特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。 

 １２番、委員長、齋藤久光君。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  それでは、国県道路等整備促進特別委員会の調査内容について、

会議規則第４５条の規定により報告をいたします。 

 本委員会は、国道・県道の未改良区間の整備促進と、比田勝～博多航路の改善に伴うフェリー

の新船建造の推進について、対馬振興局長及び長崎県知事への陳情・要望活動を実施いたしまし

た。 

 まず、平成２６年５月１６日午後１時より、対馬振興局応接室において、野嶋振興局長をはじ

め、吉富管理部長、馬場建設部長、ほか担当職員の出席をいただき、財部市長とともに作元議長

並びに本特別委員会７名により、陳情・要望活動並びに意見交換会を行いました。 
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 財部市長より今回の要望事項に係る対馬市の現状とこれまでの市の取り組みについて、要望書

の提出とともに、知事に対しても陳情・要望を行うことについて報告をいたしました。 

 本年４月に着任されました野嶋振興局長、馬場建設部長から、それぞれ県の取り組みについて

説明がありました。 

 また、今回の県知事への陳情・要望について、野嶋振興局長より、私からも知事へしっかりお

願いをしておきますと力強い言葉をいただきました。 

 対馬市の地域・産業・経済の低迷に伴う人口減少の影響は大きく、対馬市の発展のためには、

道路整備、海上航路の改善こそ最も重要な社会基盤であります。特段の御高配を賜りますようお

願い申し上げ、振興局長への要望活動といたしました。 

 次に、長崎県知事への要望活動について報告をいたします。 

 平成２６年５月２７日午後３時より、長崎県庁３階特別応接室において、財部市長とともに本

特別委員会６名で、中村知事をはじめ、新井企画振興部政策監、浅野土木部長に対し、陳情・要

望を行いました。 

 財部市長より、挨拶と市政に対する県へのお礼、陳情に関する対馬市のこれまでの経緯の説明、

さらなる振興の推進について要望をいたしました。 

 委員長より、要望書の提出にあわせて、対馬市における道路整備事業の実施について、県当局

に対し、鋭意御尽力を賜りましたことに感謝の意を申し上げました。 

 人口減少に伴い、小学校、中学校の統合による安全な通学バス路線の改良・確保と、観光客の

増加に伴う大型観光バスの増加、産業トラックの大型化による未改良道路の危険性等々、課題は

山積している状況を鑑み、更なる道路改良の必要性について、特段の御高配を賜りますよう要望

をいたしました。 

 中村知事は、対馬市の道路環境については御理解いただいている様子で、課題は財源確保であ

り、優先順位をもって整備にあたっていきたいとのことでございました。 

 比田勝～博多航路のフェリーの更新については、大変難しい問題であり、リプレイス事業によ

る更新は現実的に厳しく、県としても、今後、知恵を出し、よりよい方向性を見出していくよう

検討していきたいとのことでございました。 

 離島対馬と本土との格差是正につながる海上航路改善こそ、最重要な施策であります。比田勝

～博多航路は、対馬島民の北の玄関口として、流通、観光、進学、就職等々、島の経済を担う重

要な航路として親しまれてきました。安全で人に優しい新船フェリーの就航は、北部住民の長年

の念願であります。県当局の特段の御高配を賜りますことをお願いし、知事への要望を終わりま

した。 

 今回、委員会の総意であった長崎県知事への陳情活動でありましたが、意見交換もでき、意義
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ある活動でございました。今後に期待し、状況を見ていきたいと思っています。 

 以上で、国県道路等整備促進特別委員会の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 暫時休憩します。２時１０分より再開いたします。 

午後１時56分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．長崎県病院企業団議会議員の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第１０、長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。１１番、上

野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  長崎県病院企業団議会議員の活動及び審議内容について、次の

とおり報告いたします。 

 平成２６年第１回長崎県病院企業団議会定例会は、平成２６年３月２８日長崎市出島町県農協

会館において、午後１時３０分から議員１１名の出席により開会され、対馬地区は大浦孝司議員

と私、２名の出席です。 

 会期は１日間と決定され、会議録署名議員に種村繁徳議員、前田あおい議員が指名され、議事

に入りました。 

 まず、米倉企業長より開会の挨拶があり、前定例会以降の重要事項についての報告と、本定例

会に提出された議案についての説明がありました。その内容について、簡潔に報告いたします。 

 まず、次の各項目についての説明がありました。 

 地域医療の現状と課題について、診療報酬改定について、企業団病院の経営状況について、医

師確保の取り組みについて、看護師等確保の取り組みについて、対馬病院建設工事の進捗等につ

いて、奈留医療センターの開設について、壱岐市民病院の企業団への加入要望等について、医療

訴訟について。 

 以上の項目についての説明がありましたが、そのうち、診療報酬改定について、医師確保の取

り組みについて、企業団病院の経営状況について、対馬病院建設工事の進捗等について報告をい

たします。 

 まず、診療報酬改定については、平成２６年度の診療報酬改定につきましては、診療報酬本体
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部分でプラス０.７％、薬価、材料部分でマイナス０.６３％、全体としてプラス０.１％の改定

となりました。３改定連続してのプラス改定となり、新たに９００億円の基金が創設されること

とあわせますと、一定の評価ができるとの説明でありました。 

 次に、医師確保の取り組みについては、平成２６年度の医師配置につきましては、県の養成医

師、長崎大学等からの派遣医師や公募医師等により、昨年度同数の１４０名を配置できる見込み

との説明がありました。 

 また、医師確保対策については、募集活動の充実、強化を図るため、昨年１月に開設したホー

ムページ「長崎メディカルネット」の活用のほか、ながさき地域医療人材支援センターが実施す

る県外での医師募集活動に参加し、企業団病院をアピールするなど、引き続き積極的に取り組ん

でいくとのことです。 

 企業団病院の経営状況については、平成２５年度の経営状況は前年度に比べ、入院患者数の減

少や地方交付税の減等による減収が見込まれておりますが、外来患者数は堅調に推移し、外来収

益は増収見込みであること、入院患者数が回復基調にある病院もあること等から、最終的には

４年連続して経常収支の黒字が確保できるものとの説明がありました。 

 最後に、対馬病院建設工事の進捗等についてであります。 

 対馬病院（仮称）建設工事につきましては、杭工事の際の地中障害物の処理に不測の日数を要

し、これまであらゆる手段で工期短縮に努めたが、職人の確保難等もあり、建設工期を３カ月程

度延長せざるを得ないと判断し、これに伴い、工事竣工が平成２６年１２月となりますが、平成

２７年春の開院を目指して、入院患者の安全な移転や２病院からの円滑な医療継続など、着実に

事業を進めてまいりたいとの説明がありました。 

 以上４項目について報告いたします。 

 次に、本来の議案であります条例議案２件、予算議案１件、人事議案１件、計４件の提案があ

りました。第１号議案、長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、

第２号議案、長崎県病院企業団退職手当引当金条例の一部を改正する条例、第３号議案、平成

２６年度長崎県病院企業団病院事業会計予算、第４号議案、長崎県病院企業団監査委員の選任に

ついて議会の同意を求めることについて。 

 以上、４件であります。 

 第１号議案は、上五島病院の診療科目に循環器内科を追加するものであります。 

 第２号議案は、地方公営企業会計制度の見直しに伴い、新会計基準が平成２６年度の予算決算

から適用することとなっており、新会計基準におきましては退職手当の引き当てが義務化され、

名称につきましても「退職給付引当金」とされたことから、この条例の名称について「退職給付

引当金積立金条例」に改め、所要の見直しを行うものであります。いずれの条例も施行期日は平
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成２６年４月１日であります。 

 第３号議案、平成２６年度長崎県病院企業団病院事業会計については、収益的収支では総収益

が２５５億８,０００万円、総費用が２６６億６,０００万円、収支差では平成２６年度について

は１０億８,０００万円の赤字となっておりますが、経常収支差では２億５,６００万円の黒字で、

その点についてはほぼ前年度並みの予算ということで計上されており、新会計基準適用に伴う影

響は全て会計処理上のものであり、経常収支での黒字化を確保していけば、これまでと同様に安

定した経営が図られるという説明がありました。 

 次に、資本的収支では、収入総額が８８億円、支出総額が１１５億円、収入が支出に対しての

不足する額２７億円は過年度分損益勘定留保資金等で補痾するということであります。 

 対馬３病院の予算について説明をいたします。 

 新病院関連予算で、建設工事費が４８億４,６００万円、設計管理委託費が７,４００万円、職

員宿舎建設工事費が５億４,４００万円、これに伴う管理委託費が７００万円、電子カルテを含

む医療機器については１５億７,５００万円で、合計７０億４,６００万円であります。 

 平成２５年度の繰越額については、対馬市が財源として同意を受けている過疎対策事業債見合

いの事業費１０億５,０００万円まで減額し、繰り越しを行い、これにより平成２６年度の建設

改良費の執行予算は、合計で８１億１,６００万円となります。そのほかでは、中対馬病院に超

音波診断装置１,７５０万円、上対馬病院にセントラルモニタ一式１,３００万円購入予定であり

ます。また、上対馬病院にスプリンクラー設置工事９,２００万円を予算計上しております。 

 次に、第４号議案は、監査委員、津留崎義美議員の退任に伴い、新たな監査委員に葺本昭晴議

員を選任しようとするものであります。 

 第１号議案、第２号議案、第３号議案ともに慎重に審議し、３件とも原案のとおり可決されま

した。第４号議案も原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 なお、議案外として、平成２５年度長崎県病院企業団病院事業会計決算見込みについて、地域

医療再編等の状況について、壱岐市民病院の長崎県病院企業団への加入要望についての資料説明

がありました。 

 その後、荒尾正登議長から、一身上の都合により議長の職を辞職したい旨の辞職願が提出され、

議長の辞職を許可することに決定されました。後任の選出について、全員協議会において指名推

薦の方法をとることに決定し、その結果、議長に大浦孝司議員を推薦することとなり、本会議に

おいて、対馬市選出の大浦孝司議員を議長に選出することに決定いたしました。 

 以上で、長崎県病院企業団議会議員の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．承認第１号 

日程第１２．承認第２号 

日程第１３．承認第３号 

日程第１４．承認第４号 

日程第１５．承認第５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１１、承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平成

２５年度対馬市一般会計補正予算（第８号））から、日程第１５、承認第５号、専決処分の承認

を求めることについて（平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号））までの

５件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま議題となりました承認第１号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、その提案理由と内容について説明いたします。 

 本案は、平成２５年度対馬市一般会計補正予算（第８号）を去る３月３１日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、その

承認を求めるものでございます。 

 今回の補正は、地方消費税交付金、地方交付税などをはじめとする交付金の額の確定によるも

の、及び事務事業の決定による財源調整が主なものでございます。 

 それでは、予算の内容について説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。平成２５年度対馬市一般会計補正予算（第８号）は、

次に定めるところによることを規定をし、第１条第１項、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算

の総額から歳入歳出それぞれ４億８,７５０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ３６２億２７０万円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから７ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもので

ございます。 

 第２条、繰越明許費の補正は、８ページから１１ページにかけて記載をいたしております「第

２表繰越明許費補正」によるものとし、繰越明許費について追加、変更及び廃止をいたしており

ます。追加といたしましては、農道整備並びに消防団拠点施設整備の２件、また補正６号及び

７号にて議決いただきました繰越明許費のうち、特別養護老人ホーム繰出金をはじめとした

３８件につきまして、その繰越額を変更し、漁港施設機能保全事業外１件を廃止をいたしており
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ます。結果、翌年度へ繰り越す事業は、合わせまして８０件、５０億５,９７４万円となってご

ざいます。 

 第３条、地方債の補正は、１０ページから１１ページにかけて記載いたします「第３表地方債

補正」によるものとするものでございます。事業費の決定により追加及び変更し、起債限度額を

６５億１,５２０万円と定めております。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして、主なものを説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、予算書は１８ページをお願いいたします。２款地方譲与税から、

２２ページの１１款交通安全対策特別交付金までにつきましては、交付額の確定によりそれぞれ

増額をいたしております。 

 また、１０款地方交付税につきましては、普通交付税を２億４,７９０万４,０００円、特別交

付税を２億８,２８７万９,０００円それぞれ追加をし、交付額の合計は普通交付税１５５億

９,５８９万４,０００円、特別交付税１２億１,２８７万９,０００円となっております。 

 ２４ページをお願いいたします。１４款国庫支出金並びに２８ページからの１５款県支出金に

つきましては、事業費等の決定に伴い、負担金、補助金等の追加または増額でございます。 

 ３２ページをお願いいたします。１６款財産収入２項財産売払収入は、本年度作業の市有林整

備事業による立ち木の売払収入でございます。この売払収入は基金へ積み立て、後年度の事業に

備えるものでございます。 

 １７款寄附金２目指定寄附金１７９万８,０００円につきましては、ふるさと応援基金７４万

５,０００円、ツシマヤマネコ基金１０５万３,０００円となっております。この寄附金につきま

しても、それぞれ基金へ積み立てるものでございます。 

 １８款繰入金につきましては、財源調整の結果、さきに予定をいたしておりました基金からの

繰り入れの必要がなくなりましたので、それぞれ減額をいたしております。 

 ３４ページをお願いいたします。２０款諸収入５項雑入でございますが、３,２５５万

２,０００円を増額をいたしております。これは、県後期高齢者医療広域連合等へ派遣をいたし

ております派遣職員の人件費の負担相当額の歳入でございます。 

 ２１款市債につきましては、それぞれ事業費の決定により、１億４,１２０万円の減額となっ

ております。 

 次に歳出についてでございますが、４０ページをお願いいたします。２款総務費１項総務管理

費につきましては、７目企画費４,００６万７,０００円の減が主なものでございまして、今年度

尾崎地区、豊玉の唐洲地区に整備いたしましたケーブルテレビネットワーク整備事業の執行残に

よる工事請負費の２,４１８万５,０００円を含め、２,７０９万７,０００円の減。１９節負担金、

補助及び交付金で、対馬市地域公共交通活性化協議会負担金４５８万１,０００円、同じく航路
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運賃割引事業補助金７７８万８,０００円の減が主なものでございます。 

 ４２ページをお願いいたします。４項選挙費でございますが、長崎県知事選挙費並びに農業委

員会委員選挙費の事務費につきましては、それぞれ減額をするものでございます。 

 ４６ページをお願いいたします。３款民生費でございますが、２項児童福祉費、４８ページの

３項生活保護費につきましては、それぞれ扶助費の減額でございます。 

 ４款衛生費１項保健衛生費につきましては、１目保健衛生総務費、繰出金の診療所特別会計繰

出金６００万円、簡易水道特別会計繰出金５０３万５,０００円、それぞれ不用による減。

５０ページの４目環境衛生費の合併処理浄化槽設置事業補助金１,０１９万３,０００円は、事業

費の決定による執行残の減。２項清掃費１目清掃総務費につきましては、委託料の生ごみ・廃食

油資源再利用実証実験業務委託料６９６万円の減。２目塵芥処理費は、廃棄物等の処理に係る材

料費、処理委託料などの不用分でございます。 

 ６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費の４,１５０万５,０００円の減は、５２ページの

１３節鳥獣対策総合支援業務委託料７９８万６,０００円の減。１９節のイノシシ捕獲補助金

２,０１８万円の減。 

 ２項林業費２目林業振興費４,３４４万４,０００円の減は、１３節特用林産物担い手・選別作

業員育成事業委託料３６１万７,０００円、森林経営計画策定推進事業委託料２０３万４,０００円、

５４ページの１９節負担金、補助及び交付金の各事業補助金３,９０５万１,０００円の不用額の

減が主なものでございます。また、２５節積立金につきましては、市有林整備事業にて売り払っ

た立ち木売払収入を積み立てようとするものでございます。 

 ３項水産業費２目水産業振興費につきましては、各事業費の不用額減のほか、１９節負担金、

補助及び交付金の漁業用燃油高騰対策事業補助金で不足額１,７００万円を追加するものでござ

います。 

 また、４目漁港建設費は、市営、県営漁港の施設整備に係る工事請負費負担金等の減額または

追加でございます。 

 ５６ページをお願いいたします。７款商工費でございますが、２目商工振興費１,１８０万

３,０００円の減。５８ページの３目観光費１,３８９万円の減につきましては、それぞれ各事業

費の決定に係るものでございますが、３目観光費、工事請負費の韓国展望所、豊砲台跡観光ルー

ト整備工事９５万３,０００円の追加は、１７節公有財産購入費からの組み替えでございます。 

 ６０ページ、２５節の資金積立金は寄附金を積み立てようとするものでございます。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費につきましては、それぞれ事業費の決定などによる事業費の組

み替えでございます。 

 ６２ページをお願いいたします。５項都市計画費につきましても、事業費の決定による不用額
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の減でございます。 

 ９款消防費は、非常備消防の費用弁償の減など、事業費の決定による不用額を減額いたしてお

ります。 

 ６４ページをお願いいたします。１０款教育費の２項小学校費、３項中学校費につきましては、

２０節扶助費の就学援助費の不用額、及び小学校費で教職員住宅の解体工事、スクールバス購入

事業の不用額の減でございます。 

 ６６ページをお願いいたします。４項幼稚園費３５１万２,０００円の減は、旧厳原幼稚園と

旧久田幼稚園の統合に伴います通園バス購入、幼稚園備品購入の不用額等でございます。 

 ６８ページをお願いいたします。１１款災害復旧費につきましては、それぞれ事業費の決定に

よるところでございます。１３節諸支出金１９０万３,０００円の旅客定期航路事業特別会計繰

出金の追加につきましては、赤字航路事業補助金の減による財源調整によるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。御審議の上、御承認

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ただいま一括議題になりました承認第２号及び承認第３号につきま

して、その提案理由と内容について、続けて御説明申し上げます。 

 承認第２号、本案は平成２５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）を去る３月３１日

付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定

により報告し、承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、年度内事業費の確定により減額補正するものであります。 

 １ページをお願いいたします。平成２５年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号）は次に

定めるところによることを規定し、第１条第１項、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額

から歳入歳出それぞれ６００万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億

８,７９１万７,０００円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもので

あります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。８ページ、９ページをお願いい

たします。 

 まず、歳入でありますが、４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は６００万円を減

額し、一般会計からの繰入金を１億１,７９３万８,０００円とするものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 
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 １０ページ、１１ページをお願いいたします。２款医業費１項医業費２目医業用消耗機材費は、

主に注射器等の購入費でありますが、２月、３月の流行性疾病等に備えて予算を確保しておりま

したけれども、不測の事態を回避し、年度内業務が完了したため、３００万円を減額するもので

あります。 

 また、３目医業用衛生材料費は主に医薬品代等の予算でありますが、先ほどと同様の理由によ

り、３００万円を減額するものであります。 

 続きまして、承認第３号に移らせていただきます。 

 承認第３号、本案は、平成２５年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を去る

３月３１日付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第

３項の規定により報告し、議会の御承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、国県の支出金、交付金等の歳入の決定、及び事務事業費の決定等による増

額が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。平成２５年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ８,０４９万２,０００円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳

出それぞれ５８億８,３７１万５,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもの

であります。 

 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、３款国庫支出金１項国庫負担金は、療養給付費等負担金を事業費

総額の増減により８７１万７,０００円を増額しております。２項国庫補助金は、財政調整交付

金を１,１７６万９,０００円減額しております。 

 ４款１項療養給付費交付金は、退職被保険者療養給付費に係る交付金でございますが、拠出対

象額の減などにより、２,０１５万５,０００円を減額しております。 

 ６款県支出金２項県補助金は、県財政調整交付金を１億３６９万９,０００円増額しておりま

す。普通交付金が調整率の増によるもの、特別交付金が事業費の減によるものでございます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 次に、歳出でございますが、１款総務費から６款介護納付金までは国庫支出金、県支出金等の

確定による財源内訳の変更であります。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。８款保健事業費１項特定健康診査等事業費は

７万円を減額しております。 
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 ９款基金積立金は、剰余金の一部を財政調整基金に積み立てるもので、８,０５６万２,０００円

を追加しております。 

 以上、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認くださいますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（堀江 政武君）  中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ただいま一括議題となりました承認第４号、専決処分の承認

を求めることについて、提案理由とその内容を説明申し上げます。 

 本案は、平成２５年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第２号）を去る３月３１日

付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定に

より報告し、議会の御承認を求めるものでございます。 

 今回の補正予算は、事業費の確定による減額が主なものでございます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。平成２５年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補

正予算（第２号）は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項、歳入歳出予算の補

正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３,６８９万６,０００円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもので

あります。 

 次に、補正予算の内容について御説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、８ページ、９ページをお願いいたします。１款１項事業収入は、

利用客の減少等により、４８万２,０００円の減額。 

 ２款国庫支出金１項国庫補助金は、離島航路構造改革補助金の確定により、３万４,０００円

の減額。 

 ３款県支出金１項県補助金は、航路事業補助金の確定により、２０８万７,０００円減額して

おります。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、事業収入及び県補助金等の減額により、一般会計繰入金を

１９０万３,０００円追加をしております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １０ページ及び１１ページをお願いいたします。１款総務費１項総務管理費１目一般管理費は

県支出金等の減額による財源内訳の変更であります。 

 ２款１項施設費１目施設管理費は、燃料費及び修繕料の減により、合わせて７０万円減額して

おります。 
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 以上、簡単でございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  ただいま一括議題となりました承認第５号、専決処分の承認を求め

ることについて、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 本案は、平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を平成２６年３月

３１日付をもって、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定により、これを報告し、議会の承認を求めようとするものでございます。 

 今回の補正は、事業費の確定による減額が主なものでございます。 

 補正予算書の１ページをお願いをいたします。平成２５年度対馬市の簡易水道事業特別会計補

正予算（第４号）は、次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補

正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,４４４万３,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億４,４１６万６,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページ及び３ページの「第１表歳入歳出予算補正」によるものとするものであ

ります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、主なものを御説明いたします。 

 まず、歳入でございますが、６ページ、７ページをお願いをいたします。１款分担金及び負担

金１項負担金１目新設加入負担金は、２１０万円の増額補正で、３２１万３,０００円となりま

す。水道利用加入金の追加によるものでございます。 

 ２款使用料及び手数料２項手数料１目水道手数料は、２１万円の増額補正で、２６万５,０００円

になります。新設加入に伴う工事竣工検査手数料の増額によるものでございます。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金は、５０３万５,０００円の減額補正で、

２億６,５１０万円となります。主なものは、建設費の減額によるものであります。２項簡易水

道繰入金１目簡易水道基金繰入金は、１,３９１万２,０００円の減額補正で、３,１１９万円と

なります。主なものは、建設費の減額に伴う基金繰入金の減額によるものであります。 

 ８款諸収入１項雑入１目雑入は、２１９万４,０００円の増額補正で、９８９万４,０００円と

なります。主なものは、水道管移設補償の減と建物共済金による雑入の増によるものであります。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ８ページ、９ページをお願いをいたします。１款簡易水道費１項水道管理費１目一般管理費は、

８１万４,０００円の減額補正で、１億５,６９７万８,０００円となります。内訳といたしまし

ては、７節賃金、１３節委託料の減額によるものであります。２目施設管理費は、３４９万円の
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減額補正で、１億２,２３１万７,０００円となります。主なものといたしましては、１１節需用

費の光熱水費、修繕料等の減額と、１３節委託料の減額によるものでございます。２項水道建設

費１目水道建設費は、１,０１３万９,０００円の減額補正で、１億８,３７７万１,０００円とな

ります。１５節工事請負費の減額によるものであります。 

 以上で、提案理由の御説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いい

たします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、承認第１号に対する質疑はありませんか。１４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  承認第１号ですね。第１号関係で、この３款の民生費、この中

の老人福祉費の関係で、１点お尋ねをいたします。 

 これは、ことしの３月の１８日の長崎新聞です。ここにこのような記事がございます。対馬市

の社会福祉法人に対し、裁判長が約３３０万円の支払いを命じております。そして、控訴をする

というふうな記事がございます。既に、控訴はしてはいないということは、結審を既にしており

ます。このような社会福祉法人、対馬市は管理指定の委託の業務を結んでいるのか、いないのか、

あるのか、ないのか。 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。 

午後２時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時56分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 答弁は（「あるかないかだけ」と呼ぶ者あり） 

 福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  それでは、福祉部のほうから説明をさせていただきます。 

 この３月１８日付の長崎新聞の社福法人と、市が管理規定を結んでいるかどうかということで

ございますが、指定管理によりまして３つの事業を指定管理させております。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  そうですよね、指定管理をしてると思います。当然、指定管理

をするわけですから、お互いに契約書といいますか、そういうのを交わすわけですが、先ほど申

しましたように、結審をしてから約２カ月以上たってます。そして、この指定管理については管

理運営に関する基本協定書を作成いたします、これ手元にございますけども。 

 この中の業務状況報告ということで、第５条の３項ではこのように謳っております。「管理業



- 46 - 

務に関して必要に応じ報告を求め、実施に調査し、または必要な指示をすることができる」と。

先ほど申しましたように、既に結審をしてから２カ月以上を経過をしているわけでございますが、

このような状態が発生をしたということであれば、これに謳うように必要に応じ報告を求めたの

か、実施調査をしたのか、または必要な指示をしたのか、これはどうなんでございましょうか。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  私どもは１つ関連する業務を指定管理をしておりますが、その件に

ついて報告をさせていただきます。 

 社会福祉法の改正によりまして、平成２５年４月より同一市内で事業を実施している社会福祉

法人につきましては、法人の所管が県から市のほうへ権限移譲がなされました。なお、社会福祉

施設、施設そのものについてはこれまでどおり県の所管となっております。 

 対馬市といたしましては、施設を所管をしております県と連携を図りながら、社会福祉法に基

づく同法人の指導、監査を実施することといたしております。今、計画をしております。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  私が先ほど申し上げた件については、今後するということでい

いんですね。 

 それと、先ほど申しましたように管理をするわけですから、この基本協定書を結びます。これ

は、これから調査をするということだから、ちょっと頭に留めていただきたいと思うんですが、

この基本協定書の第１３条に指定の取り消し及び管理業務の停止についてという項目がございま

す、１３条です。１１条及び１２条の指示に従わないときと、そしてその他、乙というのは受け

るほうですが、乙の責めに帰すべき事由によりということです。これは、乙、すなわち管理を受

けたところの責任などによってという文面なんです。 

 既に結審をしたものについては、この責めに帰すべき事由の決定とみるべきことができると思

うんですが、この辺も踏まえてまた調査をするということですから、十分に調査をしていただき

たい。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  市長に専決処分、承認第１号に関連いたしまして、お伺いをいた

します。 

 市長の議会での発言の重みについて、市長はどのようにお考えなのかについてお聞かせいただ

きたいんです。というのは、一昨年、平成２４年の９月議会から定例議会ごとに質問いたしまし

て議論をしてまいりました、ごみの問題です。 

 市長は、昨年の１２月議会において「善処します」と発言をされました。先の３月議会では、
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その具体的な解決策の事務処理方法について議論をさせていただきました。そしてその積算につ

いて、事務方に「指示します」とまで議場で明言をされました。当然、市長の議会における約束

でございますから、この専決１号にその処理の状況が報告されているものと思っておりましたが、

この内容、精査しますと、全くその処理がなされておりません。 

 市長、議会での約束の発言は、その場限りの言葉遊びだったんですか。そして、もう、この件

に関しましては、３年の契約期間も終了し、既に専決処分も終わっておりまして、今からどんな

に論議しようとも正常化する方法は全く見当たりません。 

 そこで、市長にお伺いするのは、この神聖な議場において、市長が発言された約束は一体なん

だったのか、ということをお尋ねしたいわけです。まさか、議員に対して子供だましであったり、

言葉遊びだったりするはずがないと思いますが、どうも結果的にそのような形になってしまいま

した。市長、言葉が過ぎるかもしれませんけど、議会を愚弄するのもいい加減にしてください。

（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

 市長、対馬市の重要な市政の決議機関である議会における市長の発言、約束の重みについてど

のような考えでその場に座っておられるのか。しっかりとお聞かせいただきたい。このことは、

今後の議会運営に重大な意味を持つ、そのことをしっかりわきまえて、心して御答弁ください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  決して議会を愚弄するとかいう思いはありませんが、先ほどおっしゃら

れました１２月議会における善処するというお話し、発言ということがございました。渕上議員

さんも思い出していただきたいんですけども、この議会の中ではなく、別室において渕上議員の

ほうから語気を強めて（「議長」と呼ぶ者あり）この問題について（「ちょっと御静粛に、ま

だ」と呼ぶ者あり） 

○議員（５番 渕上  清君）  ちょっと済いません。私はそのいろいろな経過を聞いとるんじゃ

ないんです。議会での発言の重みについて聞いておるんです。 

○市長（財部 能成君）  その経過も必要だという思いで、今私は発言をさせていただいておりま

す。（「そうですか、しっかりやってください」と呼ぶ者あり） 

 前回も説明をさせていただいたと思いますが、私ども行政側が収集を委託をしております、事

業者の皆様方のお話を聞くということが、この１０年来少なかったという指摘がまずありました。

そのことを受けて善処をするべきではないかというお話しがあったと。私は、善処いたしますと

いうことで、その事業者の方と日付は忘れましたが、その後２回ほどお会いし、私ども事務方の

ほうも会って事務の改善等をやっていくということで話をそこで終わった次第であります。 

 また、この補正の問題でございますが、これにつきましては３月議会終了後の３月２０日の日

に渕上議員さんともお話合いをさせていただいたところでございますけども、２５年の２月です
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か、それぞれの収集事業者の皆様に集まっていただいて、方向性を出し、そして変更契約を結ば

せていただくということになった次第であります。私ども顧問弁護士とも相談をする中で（「何

を言ってるんですか、議会の議場での発言について問いよるんですよ」と呼ぶ者あり） 

○議長（堀江 政武君）  ちょっと御静粛に。ちょっと市長も簡単明瞭に答弁願います。質問者は

重みについての質問のようですので、重みについてを。（「重みは何か、弁護士のことや何が関

係あるんですか」と呼ぶ者あり）ちょっと御静粛にお願いします。 

○市長（財部 能成君）  そこの前段の部分がきちんと伝わらないとと思ってから言いましたが、

今そのような（「伝わらなくていいよ、重みについて答えてください」と呼ぶ者あり）私はその

前段のことがあっての発言を、ここでさせていただいたというふうに自分自身では思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  何を市長が言ってるのが全く理解できませんが。市長、うそをつ

いてはいけませんよ。私は、子供のころからうそつきは泥棒の始まりと両親から習い、先輩から

しっかり教え込まれて育ってきたんですが、市長はどうなんでしょうか。 

 市長がこの議会で堂々とうそをつかれては、市長本人が議会制民主主義をそのものを根底から

否定しているということになるんですが、どうなんでしょうか。議会を無視して、独裁者でも目

指そうかとしてるんでしょうか。 

 いずれにしましても、この対馬市の重要な施策については、議会において真剣な議論が尽くさ

れて、結果として市長の答弁によってその方向が示されて、それを議会が了としたときに市長が

その執行をしゃっとして、実施をしていくということになるんじゃないでしょうか。しかし、結

果として、結果はいろいろ言っても一緒ですが、結果として市長は発言とは全く逆の処理をなさ

ってしまいました。 

 いわゆる、私は市長の発言はうそだったというふうに捉えました。市長が議場で約束したこと

は、当然守るべきでありまして、約束を破るなんてもってのほか。そのことを市長自身がわきま

えていないなんて、市民の誰一人も考えもしないことでしょう。しかし、現実に専決予算では財

部市長はきれいに約束を破ってしまわれました。あきれてしまいました。言葉が過ぎるかもしれ

ませんが、市当局には市長、約束を破ってはいけませんよと、注意をするような人はいないんで

すか。それとも、トップがワンマン化してしまっては人の話など耳に入るもんではありませんよ

とおっしゃるんですか。 

 いずれにしましても、これでは議場でどんなに市長と真剣な議論をして、市長がしっかりした

発言をされても守ってもらえないようでは、全く信用することができません。これでは、議会の
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行政に対するチェック機関としての役割を果たすことができません。今一度、市長、途中の経過

は結構です。今後について、議会における市長の発言はどんなふうに思いながらなさるか、しっ

かりとお答えいただきたい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほどの発言の中で、うそつきは泥棒の始まりだと、どんな親の教えを

してるんだと、私の両親をなんとなく愚弄されたような気がしてなりません。（「そんなことは

言ってない」と呼ぶ者あり）私には聞こえました。（「御静粛に願います」と呼ぶ者あり）決し

て私自身はそのような教育も受けておりませんし、自分自身がこの場でうそをついてるという思

いはありません。 

 市民の皆さんに対しましても、その物事に対して真摯に取り組んでおるつもりでございます。

全ての事柄が１００％実現するとは私は言い難い部分ありますけれども、その途中経過のプロセ

スについてもしっかり取り組んでいくことが大切だと思っておりますし、それが市民の幸福につ

ながるものと思ってうそつくことなくやってるつもりでありますけども、そのように捉えられた

部分があるならば、私自身の現時点における勉強不足なのだろうというふうに反省をしておりま

す。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  言葉が過ぎたんでしょうか。何かお父さんのことまで私が言った

ように捉えてしまわれましたが、そんなことはありませんからご休心ください。 

 市長の今の発言、非常に大切に受けとめました。しかし、私は約束は破られたというふうに判

断してますから、この専決１号の補正予算（第８号）についてでございます。今後さらに、この

ような議会答弁と違う行政が執行されるには、心配多く思います。いわゆる、このまま承認すれ

ば、何でも発言してどうでもできるんだというような、議会軽視が何か危惧されるんです。それ

がやがては議会軽視じゃなくて議会無視になっていきはせんかと、この財部市長の市政運営を大

変危惧している者の一人でございます。 

 したがいまして、この専決処分については、もし不承認になっても専決処分の報告でございま

すから、市民生活には全く影響はございません。そういう意味合いから、財部市長、しっかりや

ってくださいという意味合いを込めて、猛省を促す意味合いにおいて、これは承認すべきもので

はないと私は思います。そういうことを、議長よろしくお取り計らいをいただきたいわけです。 

 それと、この約束が守られなかったことによって、幾つかの問題が派生してまいりますんで、

一応、私が気の付いた分だけを申し述べますんで、これは質問ではございません。こういう問題

が出てきますが、市長さんしっかり、あとさばいてくださいという意味でございますから、御回

答は結構でございます。 
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 それの１点目です。市長さん、あなたは２年間にわたってごみの収集を業者に指示してその収

集をさせていながら、その代価、私の積算ではおよそ２００万円ぐらいと思いますが、その支払

いを、精算を拒否されてしまいました。振り返りますと、その発端は単純な市当局のミスから始

まってるんです。それは結構です。言っても始まりません。 

 もう支払わないんですから、この御迷惑をかけた収集業者に本当に迷惑かけましたと、いや御

苦労さま、御苦労かけましたという言葉でも、一言もまだ聞いたことないんです。というのは、

支払うつもりがあるからおっしゃらないと思っていましたが、支払いようがないわけですから、

その辺はしっかり礼儀として、市当局の礼儀として処理をお願いします。人間としての処理をお

願いします。 

 ２点目です。対馬市は、廃棄物の処理及び清掃に関する条例によってやっておられますが、こ

の第１４条によって、処理の手数料をごみ袋の販売によって手数料を徴収しております。この条

例によりますと、市が行うごみ処理についてと限定して、手数料の徴収をごみ袋の販売で行って

おります。ところが、市が行ってないじゃないですか、支払いしてないから。市が行っていない

ごみの処理のごみ袋の手数料の収入は市のほうに入っているんですよね。この処理はどうします

か、周りのですよ。そのごみ袋の代金はどうされるんですか。それはしっかり後で処理してくだ

さい。 

 ３点目です。市長、この問題の議会でのやり取りの過程で、あなたは私の質問に対しまして、

ある時期約束した調査を９カ月間ほったらかしにしてしまって何の報告もなかったです。私がど

うなったんですかと責めたら、言葉に窮してしまいました。そして、私に対して、その責任とし

てしかるべき時期にその職を辞しますとおっしゃいました。もはや何のことだったかわかりませ

んが。 

 しかし、その後私はあなたと話して、善処するという言葉をいただいたんで、職を辞すことを

次の翌々日ですか、月曜日の開会日に撤回されましたとき、善処されるんですからそれは結構で

すと言いましたが、善処されないんですからその言葉は生きてくるんです。しっかりと後の処理

をしてください。ここでは要りません。市民の皆さんはこの議場の思いを聞いてますから。市の

市報でも何でも、記者会見でも結構です。しっかりとその辺のあなたの処理をされることを、さ

れるはずですからお待ちしておきましょう。 

 いずれにしましても、議長、私はこの専決処分案には承認するわけにはまいりません。しかる

べき、お取り計らいよろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑はないようでございますので、これで承認第１号に対する質疑は終
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わります。 

 次に承認第２号から承認第５号に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。５件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 暫時休憩します。再開は３５分から再開します。 

午後３時24分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時35分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 これから、各案ごとに討論採決を行います。承認第１号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成２５年度対馬市一般会計補正予算（第８号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。承認第１号は起立によって採決します。

本件は承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立少数です。承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（平

成２５年度対馬市一般会計補正予算（第８号））については、承認しないことに決定しました。 

 承認第２号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬市診療所特別会計補正

予算（第４号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第２号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。承認第２号は原案のとおり承認されました。 

 承認第３号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬市国民健康保険特別会

計補正予算（第４号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 



- 52 - 

 承認第３号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。承認第３号は原案のとおり承認されました。 

 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬市旅客定期航路事業特

別会計補正予算（第２号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第４号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。承認第４号は原案のとおり承認されました。 

 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会

計補正予算（第４号））について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第５号は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。承認第５号は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．承認第６号 

日程第１７．承認第７号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１６、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて（対馬

市税条例等の一部を改正する条例）及び日程第１７、承認第７号、専決処分の承認を求めること

について（対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）の２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵  輝孝君）  ただいま一括議題となりました承認第６号、対馬市税条例等の

一部を改正する条例、及び承認第７号、対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 まず、承認第６号、対馬市税条例等の一部を改正する条例につきましては、去る３月３１日付

で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定に

より報告し、御承認を求めるものであります。 

 議案書の１２ページから２１ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正は、平成２６年度税制改正による地方税法の一部を改正する法律等が平成



- 53 - 

２６年３月３１日に公布され、平成２６年４月１日から施行されたことに伴い、所要の改正を行

うものであります。 

 改正の主な内容は、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、国税であ

る地方法人税が創設されることに伴い、法人市民税の法人税割の制限税率を現行の１４.７％を

１２.１％に改正いたしております。 

 また、軽自動車税の見直しが行われ、原付、軽二輪及び小型二輪については、平成２７年度か

ら標準税率の約１.５倍に、軽四輪車等については平成２７年４月１日以降に最初の新規検査を

受けるものから、自家用乗用車等については標準税率の１.５倍に、その他の区分の車両につい

ては約１.２５倍に引き上げられ、なおかつ、平成２８年度からは最初の新規検査から１３年を

経過した軽四輪車等について、標準税率のおおむね２０％の重課が導入されることとなっており

ます。 

 今回の改正では、あわせて附則についても所要の改正が行われております。 

 なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日といたしておりますが、各号に上げる規定は当

該各号に定める施行期日を定めております。 

 続きまして、承認第７号、対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、去

る３月３１日付で地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条

第３項の規定により報告し、御承認を求めるものであります。 

 今回の条例改正は、平成２６年度税制改正により地方税法施行令の一部を改正する政令が平成

２６年３月３１日に公布され、平成２６年４月１日から施行されたことに伴い、所要の改正を行

うものであります。 

 議案書の２４ページをお願いいたします。 

 改正の主な内容は、国民健康保険税の後期高齢者等支援金課税額に係る課税限度額を現行の

「１４万円」から「１６万円」に、介護給付金課税額に係る課税限度額を現行の「１２万円」か

ら「１４万円」に引き上げられております。 

 また、国民健康保険税の軽減措置について、５割軽減の世帯となる世帯の軽減判定所得の算定

においては、被保険者の数に世帯主を含めること、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の

算定においては、被保険者の数に乗ずべき金額が現行の「３５万円」から「４５万円」に引き上

げられております。 

 なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日といたしております。 

 参考資料として配付いたしております、一部改正条例新旧対照表を御参照くださるようお願い

をいたします。 

 以上で、承認第６号及び承認第７号について提案理由と内容の説明を終わります。御審議の上、
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御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから２件に対する質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。２件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。２件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから２件に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 承認第６号及び承認第７号の２件を一括採決します。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市税条例等の一部を改正する条例）

及び承認第７号、専決処分の承認を求めることについて（対馬市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例）の２件は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。２件は原案のとおり承認されました。 

 あらかじめ申し上げます。本日の会議は議事の都合によって延長します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．報告第１号 

日程第１９．報告第２号 

日程第２０．報告第３号 

日程第２１．報告第４号 

○議長（堀江 政武君）  日程１８、報告第１号、平成２５年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計

算書についてから日程第２１、報告第４号、平成２５年度対馬市水道事業会計繰越計算書につい

てまでの４件を一括議題とします。 

 各案について報告を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  議案書の２５ページをお願いいたします。 

 ただいま議題となりました報告第１号、平成２５年度対馬市一般会計繰越明許費繰越計算書に

つきまして、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでご

ざいます。 
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 本案は、平成２５年度の一般会計予算で繰越明許費の議決をいただいておりました８０件の事

業につきまして、議案書の２６ページから２９ページに記載をいたします繰越計算書のとおり翌

年度に繰り越すものでございます。 

 以上、報告を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  ただいま一括議題となりました報告のうち、報告第２号、平成

２５年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計繰越明許費繰越計算書について御説明申し上げます。 

 議案書の３１ページをお願いします。 

 平成２５年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に

繰り越しましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

 施設の改修工事に係るものでありまして、施設側との協議により、冬の寒冷時を避けるなど工

程等の調整により翌年度へ繰り越すものであります。繰越額につきましては、さきに議決をいた

だきました範囲内で繰り越しをいたしております。 

 以上、簡単ではございますが報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  ただいま一括して議題となりました議題のうち、報告第３号と報告

第４号は、いずれも水道局所管でございますので、続けて御説明申し上げます。 

 まず、報告第３号、平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

御説明いたします。 

 議案書の３３ページをお願いをいたします。 

 平成２５年度対馬市簡易水道事業特別会計繰越明許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越しまし

たので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものであります。 

 繰り越しました事業は、１款簡易水道費２項水道建設費の９,５６９万８,０００円で、内訳と

いたしましては、仁田地区統合簡易水道整備事業６,１８６万１,０００円及び盒知地区簡易水道

整備事業３,３８３万７,０００円でございます。 

 繰り越し理由でございますが、仁田地区統合簡易水道整備事業につきましては、道路改良事業

等との兼ね合いから、工程調整に不測の日数を要したことによります。盒知地区簡易水道整備事

業につきましては、導水ポンプ所施設用地について採石権が設定されており、その解除に不測の

日数を要したためでございます。 

 続きまして、報告第４号、平成２５年度対馬市水道事業会計繰越計算書について御説明いたし

ます。 

 議案書３５ページをお願いいたします。 
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 平成２５年度対馬市水道事業会計の建設改良費を翌年度へ繰り越しましたので、地方公営企業

法第２６条第３項の規定により、議会に報告するものであります。 

 繰り越しました事業は、１款資本的支出１項建設改良費の８,２８２万１,０００円で、内訳と

いたしましては、３目簡易水道整備工事費の久和簡易水道基幹改良工事でございます。 

 繰り越し理由でございますが、久和簡易水道基幹改良工事につきましては、浄水場用地の取得

に不測の日数を要したため、翌年度へ繰り越すものであります。 

 以上、簡単でございますが、報告第３号、報告第４号について説明報告を終わります。よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから４件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１号から報告第４号までの報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２２．議案第５６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２２、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま議題となりました議案第５６号、平成２６年度対馬市一般

会計補正予算（第１号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、国が推進いたします社会保障税・番号制度、いわゆるマイナンバー制度と言っ

ておりますけども、それの導入に係るシステムの改修経費、国境の島を国内外に広くＰＲし、国

内外からの年間を通じた観光客の誘致及び北部振興につなげていくための対馬国境花火大会の開

催事業、シイタケの種駒や原木に補助するシイタケ生産推進補助金の追加のほか、比田勝港国際

ターミナル建設事業の継続費設定に伴う事業費の減、国の経済対策として、２５年度補正（第

７号）に前倒しして予算化をしました事業の減などが主なものでございます。 

 また、このたびの組織改正に伴い、中対馬振興部及び上対馬振興部を内部組織として立ち上げ、

本庁部署と同等の取り扱いとしたところでございますが、市民の要望により機動的に対応できる

よう、市道、農道をはじめ、河川、公園など施設整備の維持補修費として、両振興部へそれぞれ

１,０００万円ずつ予算化をしたところでもございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項、歳入歳出予算の補正でございますが、平成２６年度対馬市一般会計補正予算
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（第１号）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８,１５０万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３４３億６,５５０万円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから４ページにかけて記載をいたしております「第１表 歳入歳出予算補

正」とするものでございます。 

 第２条、継続費につきましては、その経費の総額及び年割額を、６ページ、７ページの「第

２表 継続費」によると定めております。これは、比田勝港国際ターミナル建設事業につきまし

て総額を５億３,７８０万円、その期間と年割額を、平成２６年度３億６３０万円、２７年度

２億３,１５０万円とするものでございます。当初におきまして、平成２６年度単年度での事業

予定で予算化をしておりましたが、国庫補助金の交付が平成２６、２７年度の２カ年で交付され

ることとなったために継続費を設定するものでございます。 

 第３条、地方債の補正でございますが、地方債の追加、変更、廃止を６ページ、７ページに記

載いたします「第３表 地方債補正」によることを定め、地方債の限度額を６５億３,３９０万

円としようとするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。 

 予算書の１２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１０款地方交付税は、普通交付税を４,０１３万２,０００円追加

いたしております。 

 １４款国庫支出金２項国庫補助金でございますが、１目総務費国庫補助金へ離島活性化交付金

５,１８４万４,０００円を追加、社会保障税・番号制度システム整備補助金といたしまして、徴

税費へ５９６万１,０００円、住民基本台帳費へ１,４４５万円を計上、６目土木費国庫補助金、

社会資本整備総合交付金といたしまして９,９９０万円の減、８目教育費国庫補助金で、学校施

設環境改善交付金、小学校費２,６４８万４,０００円、１４ページの中学校費１,５０４万

５,０００円をそれぞれ減額いたしております。このことは本年３月の定例会の折に説明いたし

ましたように、国の経済対策として平成２５年度補正予算（第７号）に前倒しして予算化したも

ので、今回減額するものでございます。 

 １５款県支出金２項県補助金でございますが、１目総務費県補助金へ緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業交付金３,０３１万１,０００円を追加、４目農林水産業費県補助金へ森林整備加速

化・林業再生事業補助金５,８１７万円が主なものでございます。 

 １８款繰入金２項基金繰入金でございますが、消防出張所移転事業の充当財源を当初予算の段

階では振興基金より４,２００万円繰り入れる予定でございましたが、離島活性化交付金を充当

することといたしたための財源調整でございます。 
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 １６ページをお願いいたします。 

 ２０款諸収入５項雑入でございますが、コミュニティ助成事業４３０万円、農地中間管理機構

委託金３１２万円などを含め、８３６万１,０００円を増額いたしております。 

 ２１款市債でございますが、それぞれ事業の増減により１億３,２９０万円を減額いたしてお

ります。 

 続きまして、歳出でございますが、なお、歳出につきましては別途参考資料をお届けをいたし

ておりますので、あわせてご覧くださいますようお願いいたします。 

 予算書の１８ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費７目企画費４,５８３万４,０００円でございますが、ＣＡＴＶ施設

の修繕料として、需用費に修繕料追加といたしまして１,７４７万２,０００円、資料は１ページ

の上段に概略を説明いたしておりますけれども、国境の島として、国内外からの観光客の増加を

図り、北部地域の振興につなげていくことを目的とした対馬国境花火大会開催事業に１３節の委

託料１,８０７万２,０００円を含め、事業費といたしまして１,９８０万３,０００円を計上いた

しております。 

 また、１９節負担金、補助及び交付金へ、長崎県離島振興協議会負担金３００万円を追加いた

しております。これは長崎県離島振興協議会がメディアを利用し、国境離島の現状などについて、

全国に情報発信するキャンペーン事業の一部を負担するものでございます。また、上対馬町太鼓

保存会並びに朝鮮通信使行列振興会の備品整備を図るため、コミュニティ助成事業補助金

４３０万円を計上いたしております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費、３項戸籍住民基本台帳費でございますが、マイナンバー制度対応システム整備委

託料をそれぞれ８９４万３,０００円、１,４４５万１,０００円を計上いたしております。資料

につきましては、１ページの下段並びに２ページの上段を御参照ください。 

 ３款民生費１項社会福祉費につきましては、臨時福祉給付金につきまして、１９節負担金、補

助及び交付金へ、２０節の扶助費から組み替えるものでございます。２項児童福祉費でございま

すが、１３節委託料、子ども・子育て支援新制度対応システム整備に５４８万１,０００円を計

上、資料は、２ページの中段でございます。子育て世帯臨時特例給付金につきましても、臨時福

祉給付金同様、１９節へ組み替えるものでございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費につきましては、７節賃金１７６万４,０００円

を含む農地中間管理事業委託業務の事業費といたしまして３１２万円が主なものでございます。

資料は、２ページの下段にございます。 
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 予算書の２４ページをお願いいたします。 

 ２項林業費でございますが、資料のほうは３ページに説明をいたしております。２目林業振興

費１３節委託料、森林施業プランナー養成事業に１,１０１万２,０００円、対馬しいたけ後継

者・選別作業員育成及び新商品開発事業に３,０４３万５,０００円、１９節にしいたけ生産推進

補助金４,４５０万円の追加などが主なものでございます。 

 ３項水産業費でございますが、２目水産業振興費、資料は、３ページの下段でございますが、

水産加工の対馬ブランド化推進を図るための島おこし協働隊の活動経費といたしまして、報酬を

はじめ４３２万２,０００円、次に資料の４ページ上段に説明いたします、「２０１４釜山国際

水産貿易ＥＸＰＯ」に対馬産水産物を出展する水産物流通拡大事業に３５０万円、２６ページ、

３目漁港管理費につきましては、漁港内照明灯のＬＥＤ化を図るため、１５節の工事請負費に

２００万円、１９節の負担金、補助及び交付金に３００万円、４目漁港建設費１,３００万円の

減につきましては、漁港施設整備事業の内容変更によるものでございます。 

 ７款商工費３目観光費につきましては、１１節需用費に施設修繕料２９２万６,０００円、

２８ページ、１８節の備品購入費に機械器具の購入１１８万２,０００円などの追加でございま

す。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費、３項河川費につきましては、それぞれ市道、河川等施設の維

持補修工事として、１５節工事請負費にそれぞれ１,３６５万円並びに４５０万円追加をいたし

ております。４項港湾費２目港湾建設費につきましては、比田勝港国際ターミナル建設事業につ

きまして、先ほど説明いたしましたとおり、継続費として設定をし、２カ年で実施をするため、

１５節の工事請負費２億１,７２０万円減額をいたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。６項の住宅費でございますが、資料は４ページの下段にござ

います。 

 県の事業を受け、住宅のバリアフリー化、省エネ、防災化など、住宅性能向上のためのリフ

ォームを行おうとするものに対し、その一部を助成しようとするもので、事務費を含めまして

８３８万円、それに市営住宅の施設整備に修繕料４３０万円を追加をいたしております。 

 ９款消防費につきましては、災害時の避難者用の備蓄毛布購入費といたしまして３５６万

４,０００円を計上いたしております。 

 １０款教育費２項小学校費並びに３２ページの３項中学校費の校舎耐震化工事等でございます

が、歳入の項でも説明いたしましたとおり、国の経済対策として平成２５年度補正第７号に前倒

しをして予算化したものでございまして、今回減額をするものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議をくださいます

ようお願いいたします。 
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○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  １点、国際の花火大会についてお伺いをしたいと思います。 

 この件については、市民の皆様、新聞でご覧になりましたので、いろいろ私もお話を聞いてま

いりましたが、あまり芳しいお返事はいただけませんでした。というのも、一つは、島内の交流

というか、島内のためのその花火という認識を持っていらっしゃる市民の方が多くて、この点に

ついてはちょっと誤解があったのではないのかなとは思ってますけれども、その点について、本

来、島内の花火大会であれば、市民の多くの方は、美津島であれば、いさり火まつりに２,０００万

円も投入するんだったら５０万円でも配ってもらえればいいなという、そういう話は各町で聞か

れたと思いますけども、国際交流ということで、当初実証実験のときには、大型クルーズ船です

か、豪華客船、これが、当時花火のときにタイアップするという、こういう国際交流、かなりの

大きな人的交流ということで議会も実証実験にオーケーをしたわけですけども、今回、大型ク

ルーズ船につきましては日程が間に合わないということで、非常に残念なことではありますけど

も、ただ、私、今まで旅行に携わってた経験から、資料にもあります花火見学ツアーです。大型

クルーズ船では日程は間に合わないんでしょうけども、主催旅行、不特定多数を募集する。これ

について、島内と韓国の人を不特定多数に募集して集めると。または、手配旅行です。定期便、

または臨時便と通してお客様を集めて旅行すると。この点については、今まで携わった経験で、

その旅行の内容によってはかなりの需要があるんじゃないかなと、私は、期待はこの点はしてお

りますけども、ただ、今回、この１,９８０万３,０００円の予算を組んで、現在のところ、そん

な詳しい行程も何も決まっていない。花火が１０月２４、２５で、国際、釜山のほうであります

が、一応その次の２６日の予定で対馬は鰐浦で予定していると。実際、実証実験でこちらで花火

を行って韓国から見えなかったわけですけども、そういったお互いに国外から花火を見ようとし

ているのかって、そういったコンセプトがはっきりしない中で、今現在は決まってないんですけ

ども、総務文教委員会にかけられてはっきりしているのかどうかはわかりませんけども、こうい

った危惧しているところは、現在のところ、旅行社とか航路会社にやっぱり旅行をセットしても

らうのは、市のほうで、こういったことでというイメージを訴えかけないと、決して旅行社も航

路会社も、そういった旅行ツアーをセットしてくれないとは思うんですが、そういったところ、

会社が飛びつくような案は今持ち合わせているんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  ただいまの議員の御質問でございますが、旅行社とは、昨年

１２月ぐらいに２社程度と協議をいたしまして、当初予算で議決された場合、その議決後に会社

としては、そういう旅行商品をつくっていきたいということで、予算が可決されていない状態で
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は何とも組みがたいということの話はあっています。今のところは、さっきも話しましたように、

クルーズ船については、ちょっと実施が遅いということで、今のところはクルーズ船については

計画がされておりません。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  この２,０００万円近くの予算を組んだ割には、もうちょっと精

査をして取り組んでいただきたかったなとは思っております。総務文教委員会で慎重に審査され

ると思うんですが、旅行社とか航路会社に丸投げというか、おんぶにだっこという形じゃなくて、

どうか、どんなすばらしい旅行にセットできるかというのを訴えられるような、そういった流れ、

導線を決めてもらえば、必ずすごいお客さんは集まってこれるものと期待しておりますので、中

身をしっかり煮詰めていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  答弁はいいですね。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  予算書２１ページ、それから、資料の２ページ、子ども・子育て

支援新制度対応システム整備事業、ここに５４８万１,０００円ですか予算化されておりますが、

この資料を見るだけでは、この事業の内容がどういう内容かということがよくわかりにくいんで

すが、よかったらもう少し詳しく説明をお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  お答えいたします。資料の２ページの中段に書かれているような改

修委託料でございますが、支給認定、それから、給付費請求に対する審査支払い等、保育料を計

算するためのシステムでもございます。一応私が調べているところは、そういうふうなシステム

ということでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ここ見ただけでは、改定するというふうに書いてあるんですが、

システム全くないものから、今度新制度になるから新しく取り入れるんですか、それとも、従来

あったものが制度が変わるから改定するんですか、そのあたりどうですか。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  従来あったものを改定をいたします。 

○議員（２番 小島 德重君）  そうですか。わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  黒田議員の関連でこの花火大会の件なんですが、金額にして約
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２,０００万、非常に大きな金額なんですが、まず、３点ぐらい、まず、第１点ですけれども、

この花火大会をやろうというのはどこから声が挙がったのかということです。それと、実証事業

関係でもこの資料にもありますように、このメンバーはどのようなメンバーかということです。

それと、３点目ですけども、このいただいた資料に、北部対馬の振興策ということでうたってあ

ります。そして、大きいポイントは２つで、まず、韓国から見える花火大会をするということで

す。これについては、実証事業でも実験でもあったように非常に見えないです。見える条件が非

常に限られておる。特に、今ＰＭ２.５関係で非常に見えづらくなっております。まず、韓国か

ら見える花火大会ということはできないと思ってもいい。断言できると言えます。それと、この

下のほうに、韓国及び国内からの年間を通じた観光客の増加を図ると、年間を通じて、この花火

大会で国内の観光客の増加を図るということです。 

 これは、先ほど黒田議員も言ってありましたように、これでいくとただ単なる島内の花火に終

わるわけです。この年間を通じる観光客の増加、花火だけでは一時的な増加になるけれども、じ

ゃあ年間を通してこの花火大会でどのような増加を図るお考えなんでしょうか、その３点。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  まずもって誰の発案なのかということでございますが、当然ながら私市

長という立場で、私のこれは発案だと申し上げさせていただきます。 

 それと検証メンバーっていうお話がありました。見える見えないの時の検証メンバーですか、

それとも実行委員会の（「実行委員会の、ごめんなさい」と呼ぶ者あり）実行委員会のことです

か。わかりました。それらにつきましては、鰐浦の区の方、それから漁協の組合長、鰐浦のです

ね。それから上対馬の漁協の参事さんとか、とんちゃん部隊の人とか、以前からあります北の玄

関口上対馬推進委員会ですかね、これらの方たち、漁協青壮年部の方、それから観光物産協会の

上対馬部会、そしてあとは消防団の方、商工会の方、あと警察、海上保安部等々公的な役所の方

たち、２３名で構成をされております。 

 それと、３点目の通年というお話がございました。これを通年ずっと打ち上げるとかいう意味

ではなくて、私ども１０月に例年釜山のほうで上がっております花火を見るにつけ、釜山ってい

うところがあれだけの近い距離にあるということを僕らは感じてきたわけでありまして、逆に年

に一回でもこちらで上げることによって対馬の近さを韓国の方たちが感じていただくことで、通

年観光客の増につながっていくんではないかというふうな思いの通年的な観光増というふうな表

現だというふうに理解していただければと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  発案者は市長ということですよね。これは北部地区の花火とい

うことであれば、市長が発案をされてそして当然のごとく北部地区、上対馬などについていろい
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ろな組織がございますが、そことの会合をもってそして皆さんで決定をしてするのが普通の流れ

なんですが、そのようなプロセスは踏まれたのかというのをですね。 

 それともう一点なんですけど、今特に北部地区のほうは衰退をしております。やはり地元が元

気を出すということは、地元に活力がいるんですよ。そしてこの祭り一つとったとしても、今ま

では舟志にあそこにもみじ街道がございます、そしてもみじ祭りも何十年にわたってしておりま

す。これはもう既に中止をしております。そして、ことしは、これも１０年以上続いた鰐浦のひ

とつばたご祭り、これも本年度は中止になっております。 

 まず、地元の北部の振興を図るということであれば、まず地元が元気にならなきゃいけない。

そのためには先ほど申しましたひとつばたご祭り、そしてもみじ祭り、これにもっと力を入れて、

まず地元を元気にする、２,０００万も使うんだから、もみじ祭りもまた再開をできるわけ、そ

れだけのお金があれば。そういうところで地元から、足元から元気をつけるということが大事じ

ゃないんでしょうかね。その２点を。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  申しわけございません。１点目の決定までのプロセスはどうなっている

のかということで、あくまで発案でございまして、私のほうは、それを先ほど言いました二十数

名の方にこういうのはいかがなものかということで投げ込んで、そして鰐浦地区の方たちをはじ

め、やろうというふうなことになったということでございまして、あくまでアイデアの提案者と

いうことで、まずもって理解をしていただければと思います。 

 それと、地元の活力を高めていくためには、既存のイベントに力を入れていったがいいんでは

ないかという２点目のお話でございました。北部の観光の問題でいきますと、いつまでこのお客

さんが続くんだろうかというふうな危惧されている部分もよく聞くところであります。そういう

意味において、北部における通年的な観光客が落ち込まずに来ていただけるようなイベントを打

ち込んでいくことを考えたところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  市長が発案者だから、それを投げかけてその２３名の方にお話

をしたということですよね。ということは、上対馬地域の方、特に商店街がございますが、そう

いう方との協議の中で、市長も交えて、発案者だから当然市長が入らんといかんわけですが、そ

ういう各団体の中で、先ほどの説明ですと、主な組織というのは漁協関係ですよね。もっと商工

会のという話もございましたが、地元の組織関係で組織を立ち上げて、そしてその中で承認をい

ただいて地域の声を聞いてやるというのが行政だと思いますよ。ただ単に発案者がこれをやれと

いうことでの提案のようにありますけども。 

 それと、そういう予算ですから、まずこういうものは使うべきじゃない、２,０００万もあれ
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ばほかにもいっぱい困っているところございますよ。そういうところに振りわけるべきだと思い

ます。特に、離島活性化交付金ですから、そういった意味でも意味が大きいと思います。 

 それと、わざわざ答弁要りませんが、それと３点目ですけど、この花火を仮に打ち上げても、

さっき言ったようにまず見えないんですよ。釜山から見えないんです。こういう状況からすると。

特に１０月ですから見えない。でも、見えるところは海上ならば見えるんですよ。海上であれば。

排他的水域癩癩ＥＥＺラインがございますが、あの辺まで行けば、真ん中まで行けば花火は見え

ると思います。特にこの日韓関係は非常に冷え込んでおります。もしこういうものをするとすれ

ば、もっと案を持ってやるべきだと思います。 

 例えば、この冷え込みを、日韓の冷え込みをどう和らげるのかということであれば、政治的な

問題になるわけですけれども、各政府機関を、担当者を、例えばＥＥＺラインで花火を見せると

か、それによって小売りをして、そして日韓の融和を図るということもできるわけですよ。対馬

はその役目を担っておるわけですから、歴史の内からすると。そういうことをやはり考えてやる

べきだったと思います。これは非常に無駄遣い。 

 以上。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小宮議員のほうから見えないんだからとおっしゃられました。この件に

つきましては、実証実験の予算を上げた際に、予算を逆に見えるか見えないかを確かめたいから

ということで私ども上げたとき、１４番議員は「見えるんだからそんなの上げる必要ないじゃな

いか」というふうな意見をそこで言われたのを私は今思い出したんですけども、そういう意味に

おいて、確かに秋と今回３月については雨が降りました。それで、望遠のレンズでかすかに見え

る程度であったというふうに報告は聞いておりますが、秋ですので、ＰＭ２.５の問題、どんな

になるかわかりませんけども、今まで釜山のほうに対しては私どもは見てたわけですし、できれ

ば向こうのほうからも見てほしいですし、今おっしゃられたように、さまざまな日韓の問題にか

かわる国の官僚の方たちが洋上から見てもらうということは、それは一つの案だというふうに思

って今拝聴しておりました。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  最後いいですか。申しわけない。 

○議長（堀江 政武君）  最後にもう一回でお願いします。１４番、小宮教義君。 

○議員（１４番 小宮 教義君）  私は見えると言った記憶はないんですけれどね。ただ、立証す

るということは、こういうこと申し上げたと思いますよ。立証するということはこちらから見え

るとき、そういう話したと思います。対馬から釜山の花火が見えるときには、向こうの打ち上げ

る花火の号級も決まっておるんだから、科学的に分析すると、向こうの土地から対馬を見たとき

に同様な大きい花火を打ち上げれば、地理的条件が、環境的条件が揃えば見えるんだとお話した
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と思いますよ。そういった意味での見えるということをしたと思います。だから、実証実験は要

らないんじゃないかという記憶でございますよ。 

 それと、市長の案ということだからそれでいいけども、しかし、その案を広く生かすためには

やはり地域にもっと根を落として説明をするということを始めなければ、５番議員の渕上議員も

言っていたように、やはり勝手な、何とかまでは言いませんけども、そういうふうな形に取られ

がちになるんじゃないですか。そういうところを考えてやっていただきたいと思います。 

 以上。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。ございませんか。５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  予算書１９ページの、小さいことかもしれませんが委託料、各種

イベントの開催の委託料はありますが、１,７００万、そのほかいろいろな企画に対する朝鮮通

信使等のいろいろなことを先ほど説明ありましたが、この委託料の主なもので結構ですから。ち

ょっと説明。（発言する者あり）この花火だけですか。（発言する者あり）ああ、そうですか、

失礼しました。 

 それじゃあ、関連しまして、この朝鮮通信使の昨年中止をいたしましたね。いろいろ仏像問題

等ありまして。そこでちょっと私は気になるのは、予算を計上してそれを各種団体に委託する場

合もありましょう。あるいはそのまんま流してしまってお任せの場合もありましょうけども、気

になるというのは、委託先というかその事業主体の思いのままに先般の朝鮮通信使行列は中止を

してしまいまして、やむなく市の方向として中止の形になってしまった。予算を使うっていうん

ですか、各種団体に補助なりする場面において、市のほうとこの大きな外交的な問題等がある場

合も含めて、しっかりと中止等の大きな問題については協議をして決定をいただくようなそうい

うものを前もって私はお話をしておくべきだと思うし、もう一点は対馬市全体のいろいろなビジ

ョンの中でそういう行事はもう少し各種団体が相寄って、私の団体はこういう対馬市の目指す方

向のこの部分を一生懸命やります、私は朝鮮通信使のほうで頑張りますというような形の中のも

っと大きなそういう団体の組織の中でそれぞれの団体の外交的なものについての先般の朝鮮通信

使の中止とかそういうものについては、みんなで協議した中で決めていかんと、一団体の決定が

対馬市の決定になってしまっては、方向性が全く揺らいでしまうように感じるんですが、その辺

について何か市長、お考えがあったら聞かしてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私どもが大きな方向性の中で考え方を、これでお願いしたいというふう

な案件もあるでしょうし、またその団体のやはり意向というのも汲まざるを得ないような案件も

あるんではないかなというふうに、今聞いてて思いました。 

 また、外交にかかわるというふうな表現がありました。そういうものについては市の意向とい
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うものをもっと反映すればいいんじゃないかというふうに理解をしましたが、外交ゆえに国の意

向というのも当然そこには関係してくるし、それらを十分に見極めてことし以降判断をしていき

たいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  よろしゅうございますか。５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  判断は結構なんですよ。だから、その時点で判断するにしやすい

状況を補助金等なり交付する時点で、そんな話し合いをして決めていきましょうよという前もっ

ての話し合いが必要だと思うんで、その辺についてどうでしょうかということを言っているんで

すが。それは判断するのは当然なんです。しかし、その判断がこの間みたいに朝鮮通信使行列振

興会ですか、港まつりか知りません。振興会の判断の結果をもって対馬市の判断になってしまっ

ては、ちょっと市の方向として後手後手に回ってしまうんじゃないかという気がしたもんですか

ら、その辺について心配して言ってるんですが。 

○議長（堀江 政武君）  答弁は要りますか。 

○議員（５番 渕上  清君）  何かあれば。なければどうぞ切り捨てて結構です。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ２点。３ページの、まず島の水産加工マネージャー事業、これは

先ほど産業建設常任委員会の委員長報告の中であったものだと思うんですが、島おこし協働隊の

辞退があったということですが、このことについて経過、それから３月議会前にこの組織を変え

なきゃいけないという形でいろいろ説明もあってました。その中で、理事長に組合長になってい

ただいて、その下に強力な人を連れてくるんだという話があってました。その経過も議会のほう

には説明があってません。どういった形の方を呼んで、これから豊玉振興公社、旧公社ですね、

が再生していくんだというような形になっているのか。債権も放棄したわけですから、その辺に

ついて、この委員長報告ではあまりその後いい方向に行ってないということもありますので、そ

のあたりの説明をしていただきたい。 

 それから、当初資本金５００万円では足りないんではないかと、もっと積み増さなきゃいけな

いんではないかという意見も出たと思います。しかし、そのまま５００万円の資本金で出発して

今こういう状況に陥ってるということですので、そのあたりの今後どういう形にしようと思って

いるのか。これは委員会の中には市長は来ませんので、市長の判断ではないと答えられない部分

だと思いますので、このあたりを市長のほうから答弁をお願いします。 

 それから、４ページ、水産物流拡大事業、私はずっと対馬が生き残っていくには貿易が必要だ

ということを言い続けてきてますが、こういう形を進めていくことはいいことだと思います。た

だ、その後どういうふうにして輸出を図っていこうとしているのか、厳原からなのか、それとも

比田勝港、国際港にしていくための動きがどういうふうに今進めていこうとしているのか、その
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あたりも、市長じゃないと、委員会のほうでは部長では答えにくいことだと思いますので、市長

のほうから答弁をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  島の水産加工マネージャー事業に関連しまして、以前豊玉振興公社のほ

うに外部からの人を入れるというふうに話をしておりました。実際、面接まで終わって、そして

いろんな加工で全国でやってあった、そして役職、専務でしたか常務でしたか忘れましたが、ど

っかの会社のそれをやってた方だったんですけども、その方の決定までいったんですけど、最終

的にその方が、恐らくいろいろあったのかもしれませんが、最終的に、こちらにお断りをしてこ

られたという経過がございます。それと、しかし私どもはこの部分についてはどうしても私ども

が持たない部分だというふうに認識をしておりますので、しっかりと求めていきたいということ

で、再募集を今かけてます。かけてる途中でございます。そういうふうなことでやってるという

ふうに理解ください。 

 もう一点は、運営費のお話がございました。これらにつきましては、公社のほうがつくってあ

りました新年度の事業計画等々を眺める中で、私どもも翌年度以降といいますか、４月に変わっ

てからそのまま流れていくものだというふうに理解をしておりましたが、５月１日から私どもの

職員をそこに入れて中の精査を再度しております。そういう中、本当で大丈夫なんだろうかとい

う思いは私の中にもよぎって、今脇本議員がおっしゃられるように、以前の議会において議会の

ほうから御提案いただいてたわけですが、公社のほうから当面自分らの頑張りでここを乗り切っ

ていきたいというふうな申し出があっておることを伝えていきたいと思います。 

 それと、輸出のお話がありました。これらにつきましては、７月に釜山のほうで水産貿易ＥＸ

ＰＯというのがあるということで、そこでの私ども可能性というのを探ってこないといけないと

いうふうに思ってます。 

 どの地において貿易高を図っていくのかというふうな部分でございますが、先だって釜山のほ

うで話した貿易業者の方の話によりますと、下関経由でこちらに寄ることが可能だと。そして下

関において専門用語ちょっと忘れましたが、在地、（「他所蔵置ね」と呼ぶ者あり）はい、のや

り方で、別の場所で、下関のほうで届けをしておくことによってそれも可能だということになり

ますと、今おっしゃられるように比田勝なりで物事がいくのが最も向こうの輸送する方にとって

もコストが抑えられる方法だというふうに思っておりますので、それらも含めさまざまな可能性

というのを私どもは探ってこないといけないというふうに思っております。よろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まず島おこし協働隊の件についてなんですが、説明を受けたとき

にも申し上げましたが、通常のこの島おこし協働隊、若年層を対象としたこの島おこし協働隊だ
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けではなく、総務省のほうはシニア世代の島おこし協働隊も考えてるということでした。ですか

ら、そういう形で本当に会社の重要ポストにいらっしゃる、４０代ぐらいですね。今まで２０代、

３０代の島おこし協働隊でしたが、そういう人は呼べないのかと、そういう場合には、シニアの

場合には報酬も上がるんだということを聞いてました。そして、その際それでも十分な人が雇え

ない場合、国の予算である報酬プラス対馬市から幾らかでも出してでも優秀な人を雇ってこれな

いのかという話も私は提案してました。そのことについては検討されたのかどうかお聞かせくだ

さい。 

 ５月に入って精査した結果、こういうことがわかったと言いますが、今現理事長は豊玉の組合

長ですが、それまでは豊玉の地域活性化センター部長が理事長であったはずですよね。それをそ

の後、精査した結果というのは、それはちょっと話がいくらなんでも違うんじゃないかと思いま

すよ。その前の段階から、やはり理事長が市出身の人であったわけですから、そこでこういう話

を出すのはどうかと思います。 

 それからもう一つ、この輸出、確かに今開港であるところからしか輸出ができないのではなく

て、輸出に限っては、輸入は開港しか入れませんが、輸出は開港からあるところによるという手

続、他所蔵置の手続を取ればできます。ただ、その際にもやはり税関職員ときちっと配置してい

ただくようなそういう準備が必要です。今現在、ヌタウナギを北部のほうから出そうとしてもな

かなか税関職員が不足しているということで、わざわざ厳原までバックして持って行って出さな

きゃいけないという状況が起こっているということも市幹部の方々にお伝えしているはずです。

まずそういうところから市が動いて、少しでも他所蔵置の許可が取りやすくして鮮度の高い魚が

出せる、そういう状況をつくり上げていくことがまず大事だと思います。 

 この釜山国際ＥＸＰＯといいますが、３年前ですか、よそで万博があったときにこういうこと

をまずやってくださいという話もしてました。そのとき全くそういう動きがありませんでした。

今回はこういう形で重い腰を上げてやっていただけるようです。しっかりと取り組んでください。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  答弁はいいですね。 

 ほかに。９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  大分質問も出尽くしたようですから、多分最後になろうかと思い

ますが、１点だけ市長のほうに、ちょっとこれは非常に納得し難い案件ですので質問したいと思

いますけども、今回の予算の中でこの花火大会の件ですけども、こういった大きな事業、予算が

伴う事業については、従来から全員協議会、あるいはまたいろんな場でもって協議をなされてお

るという中で、今月の５日の日に議会運営委員会が開かれております。その翌日には、早速地元

誌の長崎新聞にはあたかも決定したかのごとく、これは市民はそう捉えます。確かに内容、その
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中には６月定例議会で２,０００万円程度の、私は今ここに新聞は持っておりませんけれども、

２,０００万円程度の予算計上がされると、活性化交付金を活用するという内容です。しかし、

中身は非常に詳しく掲載をされております。市民のあの新聞の見ようによっては、もう既に鰐浦

で花火大会があるんだというふうに理解をされている方が少なくありません。ましてや、今この

花火については非常に市民からも賛否があります。議会の中での賛否があります。ましてや、こ

の事業は１０月２５日から２７日ですか、そういったまだ１０月の事業です、これは。もちろん、

それは予算が通れば花火の購入もありましょうけども、議会が終わるのは１９日の予定です。議

会が終わってからでも遅くない。ましてや、これは総務委員会に今からは付託をされる案件です。

どうなるかわからない。確かにそれは報道機関は早く、目玉事業ですから掲載をしたいいうのも

わかります。しかし、市の基本的な考え方が、議会運営委員会が終われば報道機関にそれをお知

らせするという姿勢では、一般通常的な分についてはそこまでは言いませんけども、今回のこの

花火についてはいろんな議論があるということは、市長、あなたも十分わかっているはずです。

あなたはやりたいでしょうけども、いろんな意見が出ていることも事実です。市長自身も、これ

は市民からのいろんな反応というのも、私どもに聞こえるわけですから、あなたに聞こえないは

ずがない。市長がやりたいがために、何か前にだけ進んでおる。いうふうな気がしてなりません。 

 今回、私が質問をするのは、今後もこのような大きな、特に予算が伴う賛否両論出るような事

業についても、同じように議会運営委員会が終了すれば記者発表をするという方針をとられるの

か。そうすると、議会運営委員会の後に議会が開かれるわけですから、予算がどうなるかわから

ない、しかし市民には出てしまっていると、非常に矛盾を感じます。それは中身、その紙面の中

身は一応６月定例議会で提案をするという中身にはなってますけども、あの中身を見るとそれは

ほんの数行です。先ほど言いました、交付金を活用するまでの間というのは、ただの数行ですよ。

それ以外は具体的に中身が書いてあります。だから、私が言いたいのは、やはり議会運営委員会

が終わってすぐさま記者発表をするんではなくて、これは議会運営委員会の中には当然委員長に

報道機関のほうから中に入って傍聴していいかという相談もあります。それは委員長の判断でさ

れるわけですけども、いずれにしても予算を伴うこのような市民の賛否が出るような事業につい

ては、やはり私は記者発表すべきではない。もう少し慎重にやられるべきだというふうに思いま

すが、市長は今後もこのようなことを継承していくつもりなのか、お尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  マスコミへ予算等を流すということにつきましては、今まで全ての予算

において議運の終了後にマスコミの皆様方に流してきたわけでございまして、それが不文律とな

って今までやってきました。このことで改めて記者発表をしているというわけでは、取り立てて

それをやっているわけではありません。俗に言うぶら下がり的な取材の中で私のほうにコメント
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を求められたところであります。 

 今後もそうするのかということでありますが、それにつきましては議会の皆様が予算について

は初日まで出すなとおっしゃられれば私どもは出しませんが、しかし恐らくマスコミのほうから

またいろいろあろうかとも思います。それらもじっくり考えて判断が必要なんではないかと思い

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  非常に何か歯切れの悪い答弁ですけども、いずれにしましても、

これ悪く考えると、何か予算が通る前に市民にこれを先に公表してしまってそして市民に先に理

解を求める、そうとられても仕方ないわけですよ。この花火大会は１０月の話ですから、だから

議会が１９日に終わってから後でも遅くはない。そして少なくとも今回も新聞記事の中では「き

ちっとした担当部局の話によると」、と明記までされておる。だから、それがそこまで内容を詳

しくということになると、それは市民は当然のことながらもうこれを実施されるもんと思い込ん

でもしようがないと。それは市民の立場に立てばそういうふうにとりますよ。ですから、もうこ

れ以上言いませんけれども、再考できるものなら、特にこのような重要な議案については、予算

が伴う議案については、今後は十分検討して慎重に対処されることをお願いをして、質問を終わ

ります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 議案第５６号は、配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

 暫時休憩します。開会は５時１０分からします。 

午後４時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後５時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．議案第５７号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２３、議案第５７号、平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。中対馬振興部長、多田満

國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ただいま議題となりました、議案第５７号、平成２６年度対

馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由とその内容について御説
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明を申し上げます。 

 今回の補正は、対馬市市営樽ケ浜仁位航路の主要船舶ニューとよたまに替わります船舶の建造

に係るプロポーザル評価委員会の経費の補正が主なものでございます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ることを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条、第１項歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ５９万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,２４２万

３,０００円とするものであります。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、２ページ及び３ページの第１表「歳入歳出予算補正による」とするものであります。 

 まず、歳入について御説明申し上げます。８ページ、９ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を５９万７,０００円追加しておりま

す。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。１０ページ、１１ページをお願いします。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、評価委員会委員報酬及び費用弁償等で５６万

２,０００円追加、２款１項施設費１目施設管理費は、通信用の機械器具費の購入費として３万

５,０００円を追加するものであります。 

 １２ページ、１３ページに補正予算給与費明細書を添付いたしております。 

 以上、簡単でありますが、説明を終わります。御審議の上御決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。質疑を行います、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。議案第５７号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．議案第５８号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２４、議案第５８号、対馬市火災予防条例の一部を改正する条例

を議題とします。提案理由の説明を求めます。消防長、竹中英文君。 

○消防長（竹中 英文君）  ただいま議題となりました、議案第５８号、対馬市火災予防条例の一

部を改正する条例につきまして、提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集３７ページをお願いいたします。 

 このたびの改正は、昨年８月に京都福知山の花火大会で発生いたしました出店での爆発事故を

受け、平成２５年１２月に消防法施行令で定める火気器具等の取扱いに係る条例制定基準が見直

されたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。 

 条例改正の主な内容でございますが、祭りや花火大会など、多数の市民が集まる催しで火気器

具を取り扱う出店の場合はそれぞれ消火器を準備することとし、催しが一定規模を超える大規模

なものである場合は、主催者の義務として消火・通報・避難に係る計画を策定し届け出ることを

定め、届け出義務に違反した場合の罰則を設けるものでございます。 

 なお、大規模な催しの出店につきましては、出店が１００店舗以上などの指定要件を別に定め

運用する予定でございます。 

 近年の本市における催しでは、最大規模の出店数がおよそ５０から６０件でございますが、届

け出義務規定につきましては、将来的変化に備えて条例改正をお願いするものであります。 

 附則に、施行期日を定め、参考資料として新旧対照表を添えております。 

 大変簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上御決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。議案第５８号について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異
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議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．議案第５９号 

日程第２６．議案第６０号 

日程第２７．議案第６１号 

日程第２８．議案第６２号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２５、議案第５９号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について（犬ヶ浦地区）から、日程第２８、議案第６２号、海岸保全区域内公有水面の埋め

立てについて（貝鮒海岸）までの４件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。上対馬

振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  ただいま、一括議題となりました議案第５９号につきまして、

提案理由とその内容について御説明いたします。 

 議案集の４１ページをお願いいたします。 

 議案第５９号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（犬ヶ浦地区）でござい

ますが、地方自治法第９条の５第１項の規定により、あらたに生じた土地を確認し、同法第

２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するものでございます。 

 本件は、長崎県が整備をいたしました仁田港改修工事に伴い、港湾施設用地として公有水面の

埋め立てを行ったもので、この土地があらたに生じた土地であることを確認するとともに、その

区域を、上県町犬ヶ浦字在家及び下在家に編入しようとするものでございます。土地の位置につ

きましては、位置図、字図を添付し黒塗りで表示をしている部分でございますが、上県町犬ヶ浦

字在家２、２０１の１７、２０１の２０及び２０１の２１地先並びに犬ヶ浦下在家３２９の

１２地先で、面積は４,０３９.６５平方メートルの土地でございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上御決定いただきますようお願いい

たします。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、西村圭司君。 

○建設部長（西村 圭司君）  ただいま一括議題となりました議案第６０号及び６２号の２議案に

つきましては、建設部所管となりますので、その提案理由とその内容について説明申し上げます。 

 はじめに、議案第６０号あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、竹敷地区で

ございますが、議案書の４７ページをお願いします。 

 本議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、あらたに生じた土地を確認し、同法
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２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するために議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 本件は、長崎県が事業主体で施工しました竹敷港改修事業に伴い、港湾施設用地として公有水

面の埋め立てを行ったもので、その土地があらたに生じた土地であることを確認するとともに、

その区域を美津島町竹敷字赤崎に編入しようとするものでございます。土地の位置につきまして

は、添付しております議案書４８ページの位置図、５０ページの字図の黒塗りで表示している部

分でございますが、美津島町竹敷字赤崎４の２１８番、４の２１９番、４の２２９番及び４の

３４０番の地先で、面積１５７３.９４平方メートルの土地でございます。 

 続きまして、議案第６２号海岸保全区域内公有水面の埋立てについて、貝鮒海岸の提案理由の

説明を申し上げます。 

 追加で配付させていただいております議案書の１ページをお願いします。 

 本議案は、長崎県が事業主体で整備を進めております貝鮒海岸、防災安全海岸老朽化対策事業

に伴う公有水面埋立免許出願に係る意見について、異議のない旨長崎県知事に答申するため、公

有水面埋立法第３条第４項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 埋め立ての必要性については、追加配付議案書４ページの埋立必要理由書のとおり、貝鮒集落

地全面の既設護岸は、昭和５６年から５８年に整備された鋼管杭式護岸で鋼管杭の腐食と老朽化

により損壊の危険性が高いことから、今回重力式護岸に改良するため、埋立申請の出願をするも

ので、埋め立て面積は、追加配付議案書６ページの位置図、７ページの実測平面図の黒く塗りつ

ぶしている部分、９８８.５７平方メートルでございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第６０号及び６２号の提案理由について説明を終わります。

御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、阿比留勝也君。 

○農林水産部長（阿比留勝也君）  ただいま一括議題となりました、議案のうち、議案第６１号、

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（佐賀地区）につきまして、提案理由を

御説明いたします。 

 議案書５３ページをお願いいたします。 

 本議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、あらたに生じた土地を確認し、同法

２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するものでございます。 

 本件は、長崎県が施工いたしました佐賀漁港整備事業におきまして、岸壁敷、護岸敷、船揚げ

場敷、道路敷及び施設用地として公有水面の埋め立てを行ったもので、この土地があらたに生じ

た土地であることを確認するとともに、この区域を峰町佐賀字白江に編入するものでございます。

土地の位置につきましては、位置図、地図を添付し塗りで表示をしている部分でございます。峰
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町佐賀字白江７３９の７、７４５の４及び７４５の６並びに７４５の６に隣接する道路地先で、

面積１１,８５８.１８平方メートルの土地でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。御審議の上御決定賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから４件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題となっております４件は、委員会への付託を省略したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。４件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、討論、採決を行います。４件に対する討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第５９号から議案第６２号までの

４件を一括採決します。議案第５９号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について

（犬ヶ浦地区）、議案第６０号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（竹敷

地区）、議案第６１号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（佐賀地区）、

議案第６２号、海岸保全区域内公有水面の埋立てについて（貝鮒海岸）この４件は、原案のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。４件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２９．議案第６３号 

日程第３０．議案第６４号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２９、議案第６３号、工事請負契約の締結について及び日程第

３０、議案第６４号、財産取得契約の締結についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。消防長、竹中英文君。 

○消防長（竹中 英文君）  ただいま一括して議題となりました議案第６３及び第６４号の２案に

つきましては、消防本部の所管でございますので、その提案理由と内容を続けて御説明申し上げ

ます。 
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 追加配布の議案集９ページをお願いいたします。 

 まず、議案第６３号、工事請負契約の締結についてでございますが、本案は消防本部が整備を

進めております高機能消防指令センター整備工事に係る工事請負契約を締結いたしたく、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 入札につきましては、５社を指名いたしておりましたが、１社の辞退がありましたので、去る

５月２７日、残り４社によります制限付き一般競争入札を執行いたしました結果、扶桑電通株式

会社九州支店、執行役員支店長、佐藤昭氏が、２億６,５５０万円で落札されましたので、消費

税相当額を加算した２億８,６７４万円で、６月２日に同市を相手方とした工事請負仮契約を締

結いたしております。ここに、本契約を締結いたしたく、議会の議決を求めるものでございます。 

 このたびの工事概要でございますが、現在、消防で使っております１１９受信設備と出動に係

る指令管制装置等全般をデジタル対応化させた上で更新するとともに、記憶媒体等を拡充し

１１９の発信位置を補足できる装置を導入するなどの工事で、これにより指令業務の高度化を図

り消防活動の確実性を高めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、議案第６４号、財産取得契約の締結についてでございます。 

 追加配付の議案集１３ページのほうをお願いいたします。 

 本案は、消防本部が導入いたします泡消火薬剤を積載した車両である化学車の取得契約の締結

であります。 

 入札につきましては、去る６月３日に、５社によります指名競争入札を執行いたしました結果、

（株）ヤナセファイテック、代表取締役、梁瀬義行氏が、４,１５０万円で落札いたしましたの

で、消費税相当額を加算した４,４８２万円で６月６日に同市を相手方とした財産取得仮契約を

締結いたしております。ここに、本契約を締結いたしたく、議会の議決を求めるものでございま

す。 

 今回購入いたします化学車は、危険物火災に対応するものでありますが、船舶火災、車両火災

のほか、積載水による建物火災等にも対応可能であり、火災現場における化学車への継続的給水

については消防団と合同訓練を重ね、より高度な活用を図りたいと考えております。 

 大変簡単でございますが、議案第６３号及び６４号の提案理由の説明を終わります。御審議の

上御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから２件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 お諮りします。ただいま一括議題となっております２件は、委員会への付託を省略したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。２件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、各案ごとに討論、採決を行います。議案第６３号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第６３号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６４号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第６４号は、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日は、定刻より本会議を開き市政一般質問を行います。本日はこれで散会とします。お疲れ

さまでした。 

午後５時33分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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19番 作元 義文君       20番 山本 輝昭君 

21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     松本 政美君 
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市長  財部 能成君 

副市長  髙屋 雅生君 

副市長  比田勝尚喜君 
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総務部長  桐谷 雅宣君 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。大部初幸君より遅刻の申し出があっ

ております。 

 ただいまから議事日程第２号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 
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○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定しております。それでは、届け出順に発言を許します。２番、小島

德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  皆さん、おはようございます。会派つしまの小島德重でございま

す。本定例会一般質問のトップバッターとして登壇させていただく機会を得ましたことに感謝申

し上げます。 

 質問に先立ち、昨日就任されました堀江議長にお祝いの言葉を申し上げます。議長御就任おめ

でとうございます。 

○議長（堀江 政武君）  ありがとうございます。 

○議員（２番 小島 德重君）  市民基本条例１０条にうたわれていますよう、議会が市政の意思

決定機関、市政運営の監視機関としての役割を果たせるよう、存分にリーダーシップを発揮なさ

ってください。 

 退任なされた前作元議長におかれましては、長年にわたり対馬市議会の長として、円滑な議会

運営、諸課題の解決に御尽力なされました。その御労苦に敬意を表しますとともに、今後とも、

議長経験者としての豊富な経験をもとに御指導賜りますよう、お願い申し上げます。 

 さて、私、この１年間、「聞きます市民の声、届けます市議会へ、生かします市政に」をモッ

トーに議員活動を行ってきました。市民の皆さんの声は多様であり、市民の思いを議会に十分に

伝えることができたか、また、市政に反映することができたか自問し、初心に返り、この場に立

っています。 

 それでは、通告に従い、３項目お尋ねいたします。 

 １項目め、戦争遺跡の調査、保存、活用についてお尋ねいたします。 

 対馬には、明治以降、国策として築造された砲台群等、戦争遺跡、あるいは軍事遺跡と呼ばれ

ることもありますが、戦争遺跡が数多く存在します。 

 これらの戦争遺跡は、対馬が東シナ海と日本海を結ぶ海防上の要に位置することから、日清・

日露戦争に備え、明治政府が島全体を要塞化したことに始まります。対馬要塞群は、我が国の近

代史において、国防上、重要な役割を果たした戦跡であるとともに、土木工学上の価値が高い近

代化遺産でもあり、対馬にとって貴重な文化財であります。 

 昨日、国境離島特別委員会の報告の中で、長委員長が強調されたとおり、対馬市が目指す国境

離島特別措置法の制定に向けた取り組みを強力に推進する上でも、対馬要塞が果たした歴史的役

割に焦点を当て、対馬の存在を大いにアピールすべきだと思います。 

 遺跡の多くは１００年以上の長年の風化で損傷し、中には公共事業等の影響で破損したものも

あります。早急に調査し、文化財に指定の上、保存し、観光資源としても大いに活用すべきであ
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ると思います。教育委員会並びに必要によっては市長の見解を求めます。 

 ２項目め、対馬市の人口減少対策についてお尋ねいたします。 

 対馬市の人口は、昭和３５年の６万９,５５６人をピークに減少の一途をたどり、平成２２年

の国勢調査では、３万４,４０７人。本年５月末の住民基本台帳上は３万３,０００人余りとなっ

ています。５０年間で半減し、合併後１０年間でも、８,０００人程度減少しています。推計調

査によると、今後も減少に歯止めがかからないとの予測がなされています。 

 日本創成会議が５月に発表した推計によると、２０４０年の対馬市の人口は１万４,０７６人

と、これまでの人口問題研究所の２０３５年時点での推計２万２,７３０人をさらに下回るショ

ッキングな数字が出されています。日本創成会議の推計は、特に２０歳代、３０歳代の子供を生

む中心となる若年女性にスポットを当てたもので、その年齢層の減少率が顕著で、現在、対馬市

で２,７９２人いる若年女性が約４分の１の６９１人にまで減少することが推計されています。

若年女性の急激な減少は、人口の再生産力の低下となり、経済活動が縮小し、将来の対馬での地

域社会の展望が開けないという厳しい現実に直面することになります。創成会議は、若年女性の

減少率が５０％を超える８９６自治体を消滅可能性都市と名づけ、地域が崩壊するおそれがある

と指摘しています。減少率が７５.２％の対馬市も、残念なことに、その中に入っています。対

馬市の人口減少の現在の大きな要因として、若者を中心に島外流出に歯止めがかからないこと、

島内に残った若者に未婚者が多いことの２点が上げられます。 

 対馬市は、新市計画の中で、減少傾向が続く中で、あえて平成３１年の総人口の目標を３万

６,０００人と設定というか、定めて目標とされております。その実現に向けて、どのような対

策が実施されているか、特に、若者の定住策、結婚支援策について具体的な答弁をお願いします。 

 ３項目めは、厳原港停泊中の韓国高速客船による環境汚染についてお尋ねします。 

 韓国からのある定期高速客船が厳原港に停泊中、長時間にわたりエンジンを作動させっ放しで、

海面の汚染、大気汚染、騒音による環境悪化を引き起こしているのではないかと疑われます。こ

のことについては、県環境部自然環境課が２月３日に厳原で開催した「長崎県生物多様性保全戦

略」見直しの意見交換会において、市民からも指摘がなされています。意見交換会の新聞報道を

受けて、３月７日の対馬新聞に読者の声として、「対馬の環境破壊を憂う」との厳原地区住民か

らの投書が掲載されています。その中で、官公庁の見解をお尋ねしたい旨の記載がなされていま

した。 

 また、県議会３月定例会においても取り上げられていますが、５月末現在、私が知り得るとこ

ろ、状況が改善された様子は見当たりません。早急な対応が必要であると思いますが、対馬市、

長崎県は実態をどのように捉え、どのような政策をとられているか、お尋ねします。 

 以上３点、市長はじめ執行機関の皆様には、簡潔明瞭で、市民が納得いく御答弁をお願いいた
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します。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  おはようございます。小島議員の御質問にお答えを、私のほうから、

まずさせていただきます。 

 議員御指摘のとおり、対馬は国境の島として国防上重要な役割を果たしてまいりました。遠く

飛鳥時代の西暦６６７年に朝鮮式山城である金田城が築かれ、また明治に入って東京湾に次いで、

日本で２番目となる芋崎砲台ほか４つの砲台が対馬で築造されるなど、時代は移っても、防衛上

の対馬の重要性は変わらないどころか、昨今の国際情勢を考えれば、ますます重要性を増してい

るとも言われております。 

 さて、御質問の軍事遺跡の調査、保存、活用についてでありますが、軍事遺跡の代表的なもの

として砲台跡があります。先ほど申し上げましたように、日本で２番目に砲台が４カ所設置され

たのをはじめ、その後、第２期、第３期とあわせて３１カ所に築造され、弾薬庫などの附属施設

とともに、その多くが残っております。 

 砲台跡のほかにも、美津島町の竹敷に旧海軍要港部跡がございます。これらの遺跡は築造時期

が明治以降でありますが、県内において、明治以降につくられたもので、文化財指定を受けてい

るものは、長崎市の旧香港上海銀行長崎支店、佐世保市の旧佐世保無線電信所等、歴史上、学術

上、価値が高く、希少なもの数例であります。 

 本市の砲台跡遺跡については、歴史上、学術上の価値は認められるものの、現時点においては

戦争遺跡という側面や埋蔵文化財の範囲基準も考慮すると、軍事遺産を文化財として扱い指定す

るには、時間をかけた十分な熟慮が必要ではないかと考えております。 

 ただ、竹敷の旧海軍要港部跡については、社団法人土木学会の日本の近代土木遺産においてＡ

ランクに指定されているほか、長崎県教育委員会が発行しております長崎県の近代化遺産にも掲

載されるなど、その価値は広く知られているところであり、平成２１年度の対馬市文化財保護審

議会においても議題に上がり、当時の委員による現地視察も行われております。その時点では、

所有者の意向と条件整備が整っていないこともあり、継続して議論していくことを申し合わせ、

現在に至っているところであります。 

 近年、市観光物産協会の観光パンフレットで砲台群が紹介され、また、砲台跡をメインとした

ウオーキングイベントが開催されるなど、市民や観光客の関心も高まってきております。 

 いずれにいたしましても、これらの遺跡は貴重な近代化遺産であり、市民や観光客が安心して

見学できる施設については、本市の観光資源として有効なものではないかと考えています。また、

子供たちへの平和学習等の場としての活用も考えられるのではないかと思っています。今後は、

地権者や地域の意向及び文化財保護審議会の委員の方々などの御意見等を伺いながら、検討して
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いきたいと考えております。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。小島議員さんの質問に答えさせていただきます。 

 １点目の軍事遺跡のある意味、活用の分野になるわけですけども、これら遺跡に対しましては、

市及び観光物産協会では、平成２３年度に緊急雇用創出支援事業というものを活用し、若干であ

りますが、手を入れれば、安全に見学等ができる上見坂、姫神、郷山の３カ所につきまして立木

の伐採や除草作業を行い、さらに、「対馬要塞まるわかりガイドブック」を３,０００部作成し、

マニア向けに発信するとともに、観光物産協会ホームページのほうにも、掲載をし、観光客の

方々に御利用いただいているところであります。 

 なお、今年度に入り、福岡の旅行社が６月から８月のウオーキングツアーとして、上見坂と姫

神をめぐる対馬要塞ウオーキングを企画していただき、６月１２日から７月２７日の間、全

１１回のツアーが行われる予定でございます。しかしながら、所有権の問題、それから施設周辺

の除草、清掃など、維持管理の面での課題もあり、地権者や地区との調整を図っていきたいと考

えております。 

 なお、これ以外にも、眺望や雰囲気のよいところもございますが、道路の未整備、老朽化等に

よる危険物件、それから所有権の問題など、さまざまでございますので、比較的安全に見学でき

るところを中心に観光資源として活用していきたいと思っているところでございます。 

 次に、２点目の人口減少対策についてでございますが、若者の、特に定住対策の件がございま

した。これにつきましては、先ほど、日本創成会議の報道を通しての数値のお話がありました。

現在、地方自治体が１,７１８自治体ございますが、そのうち８９６の市町村で、先ほどおっし

ゃられましたように、２０代から３０代の女性が５割以上減ることによって、１万人未満の人口

になるのが、そのうち５２３市町村があるというふうな、とてもショッキングな内容ですし、さ

らには、その報道の中には、消滅するおそれさえもあるみたいな表現がございました。この報道

は報道としまして、私ども、そこに向かって政策をどう打ち込んでいくのかということが、すご

く重要なことだろうというふうに思っております。 

 本市の人口減少のこの要因という部分につきましては、合併後の厳しい財政状況から公共事業

の抑制により、水産業や農業などとの兼業世帯が多い現状で、新たな雇用の場を創出できなかっ

たことが原因の一つと捉えております。加えて、水産業における燃油の高騰、魚価の低迷、林業

においては材価の低迷と、厳しい状況と相まって若者の大学や専門学校への進学率も高まり、第

１次産業への就業離れというものが大きな要因と考えております。 

 本市におきましては、このような状況の中、平成２１年度から公共事業等の拡大、さらに緊急

雇用創出事業等による雇用の場の確保など、一定の効果は見られたものの、若者をはじめとした
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労働力の島外流出には、歯止めをかけることには至っておりません。 

 また、２３年度から始めました島おこし協働隊による地域おこし、地域の資源を活用した起業

化に向けた取り組みで、１期生５名のうち４名が現時点において定住をしております。 

 また、平成２５年度からの域学連携による地域づくり事業において、外部から目線による新た

な魅力の発見、地域課題の解決、地域の活性化のための基盤づくりを進めております。 

 今後の取り組みとしましては、第１次産業である水産業、林業、農業のそれぞれの強い基盤づ

くりや、新しい担い手を生み出す環境づくりのための支援の強化を継続して行っていきたいと考

えます。 

 次に、観光産業においては、韓国人観光客は、対馬独自の観光産業にとって、雇用の場をつく

り出す機会創出のシーズであります。さきに申しました域学連携による都市部からの交流人口の

拡大を図るため、今年度、域学連携地域づくり推進計画を策定し、都市部大学の研究フィールド

として、さらなる受け入れ強化を図り、元気な地域を維持していくとともに、対馬ファンとなっ

てもらうことで、その後の定住を促していきたいと考えます。 

 また、先ほど申しました島おこし協働隊制度におきましても、継続して行い、２期生、３期生

の定住を促す環境づくりを行ってまいりたいと考えます。 

 また、本年度より第２次対馬市総合計画の策定に取り組んでおりますが、地域マネージャー、

外部及び内部の集落支援員を中心とし、地域の魅力や宝の発掘をはじめ地域の大切な資源の活用

方法、地域としてのかかわり、地域の将来ビジョンを網羅した地域づくり計画を策定し、総合計

画へ反映させ、実行していくことで、各集落が維持できる仕組みを構築していくこととしており

ます。各地域の資源や魅力を生かした地域間連携によるなりわい、産業づくりについても、取り

まとめ、総合計画に反映させ、実行していくことで、雇用機会の拡大による定住促進を図ってい

くことと考えておるところであります。 

 また、政府におきましては、この人口減少や高齢化で厳しい財政状況が続く地方に対し今国会

で成長戦略プランが発表されることとなっており、その大きな柱である「地方の元気創造プラン

事業」が拡充される見込みであります。先ほどから申し上げております、地域資源を活用して、

そして地域密着型企業を多く立ち上げ、多くの雇用を生み、地域経済を活性化させる施策であり

ます。そして来年度からは、これらの事業によって実績を上げた自治体に交付税の加算規模の拡

充が検討をされており、今月下旬発表予定の骨太方針に盛り込まれる予定であります。現在、関

係部局へ、制度の流し込み、説明会等を実施をしており、対馬市として早期に取り組みが始めら

れるようにしていきたいと考えております。 

 最後に、地理的不利条件により、要因の是正につきましては、国境離島である対馬市において、

さきに述べましたが、みずからの創意工夫による努力のみでは到底解決できないものであること
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から、国土保全の観点及び国境離島の振興策について、皆様方と国境離島特別措置法の制定に向

かって働きかけを行っているというふうに御理解いただければと思います。 

 次に、この人口減少における結婚支援策のお話がございました。対馬市では社会福祉協議会が

主体となり、平成２２年度より長崎県の制度を活用し、独身男女の出会いの場を提供するイベン

トを毎年数回、対馬会場及び福岡会場などで実施をしております。 

 なお、平成２６年度から、県の補助対象外事業に対し市の補助金を支出するよう予算化してお

ります。 

 また、県においては、離島過疎地域での出会いの場の提供のためのイベント補助や婚活サポー

ターの養成、婚活講座や結婚支援フォーラムの開催などに取り組んでおります。今後も対馬市社

会福祉協議会を中心に、晩婚化や未婚率の上昇に歯止めをかけるため、結婚を希望する独身男女

に対し、イベントの開催などを継続して実施をしていきます。若者の出会いと結婚を支援してい

きたいと考えます。また、島おこし協働隊制度を活用し、縁結びのブライダルコーディネーター

業務を構築するのも、一つの方法なんではないかというふうにも考えておりますので、今後検討

をしていきたいと思います。 

 次に、大項目の３点目でございますが、厳原港接岸中の韓国高速船による環境悪化の問題でご

ざいます。 

 これにつきましては、高速船が接岸後、停泊中に船内の電気機器を稼働するために必要な電源

供給用の補う補機、発電機を稼働中に発生する騒音等の問題であると理解をしております。この

韓国高速船のうち、株式会社大亜高速海運所有の「オーシャンフラワー」につきましては、停泊

中に電源供給用の補機、発電機の排気口を沖側といいますか、のほうに向けるため、騒音等の問

題は発生をしていないものと判断をしております。 

 また、未来高速株式会社所有の「コビー」については、停泊中に電源供給用の補機、発電機の

排気口を逆に陸側、国内ターミナル側に向けるために、このような問題が発生しているんではな

いかと認識をしております。この問題につきましては、コビーは毎週火曜のみを運休し、週６回、

９時５５分に入港をし、１６時３０分に出航しますので、約６時間３０分の間、厳原港へ停泊を

します。週６日間のうち、コビーはオーシャンフラワーよりも先に入港するため、オーシャンフ

ラワー入港時には対岸の久田の岸壁のほうに移動しますので、騒音は発生はしておりますけども、

（発言する者あり）どのように、これを。 

 今の騒音の話、それから海洋汚染の話、大気汚染の話等もございます。これらにつきましては、

それぞれ私どもも調べてるのもあります。県も調査をしてるのもあります。そして、県も調査が

されてない部分もございます。大気汚染等についてはですね。これから、県より、厳原港湾の管

理というものは、当然市が委託をされております関係上、振興局のほうに確認をしましたところ、
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このような問題については把握をしており、現在検討中であるとのことでございます。市といた

しましては、コビーに関しまして、週３日間の停泊中、騒音等の問題が発生している状況を会社

のほうに御理解いただき、厳原港に入港する際、全便を久田岸壁のほうに移動の協力をお願いし

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  まず、戦争遺跡についての取り扱いについてですけれども、教育

長お答えいただいたとおりで、内容的に十分遺跡の重要性を把握していただいてるわけですけど

も、それで、その遺跡の存在、重要性は認識してあるけれども、今のところ、文化財には指定す

るのには、ちょっと時期的に尚早というか、そういうお考えだというふうに基本的に受け取りま

したけど、そういうことでよろしいですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  時期尚早ということも少しはあるかもしれませんが、私としては、先

ほど申しましたような幾つかの理由で、慎重に文化財審議委員会のメンバーの方々と検討してい

くということで、考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ぜひ、その検討を重ねていただきたいと。なぜ、私がこのことを

取り上げたかと申しますと、文化財に指定をされていたり、あるいは、行政がもっとしっかり把

握をしてあれば、遺跡の破壊とかが起こらないんじゃないかという事例を一つ挙げたいと思いま

す。 

 教育長には、資料、写真を別に渡していますけど、この写真は、いわゆる美津島町緒方地区の

ほうにある三浦湾の防御をするためにつくられた折瀬鼻砲台です。この写真を見ていただいてわ

かりますように、これは、もともとの砲台は、ここをぐるっと岸壁が取り囲んで砲台があったん

ですね。ところが、これが、平成８年から１８年に防波堤が内側に築かれたんです。この遺跡よ

りも内側です。その防波堤というのは、この写真では、ここに写っています。薄くですね。つま

り、この位置関係を示すと、こういうふうになるんですよ。これが、いわゆる対馬海峡側、東水

道ですね。ここに防波堤が築かれたために、反射波がはね返って、ここの砲台がもう崩壊寸前で

す。この防波堤の工事そのものは、国の事業で進められた。このようなことが、まだほかにもあ

っています。美津島の盒知、昼ケ浦線のところに大平砲台というのがあるんですが、ここは美津

島町時代に町道を築いたときに、文化財だというか、遺跡だということに気がつかないのか、つ

いてたのか、わかりませんけども、そこの間を、砲台の間を道路がつくられています。それで、

教育長おっしゃったように、東京湾を防御するために、明治の初期、２０年前後に砲台がつくら
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れた。その次に対馬が２番目につくられたんですね。それぐらい対馬がやはり国防上重要な位置

だということを示しているのが、これらの３１の砲台群やあるいは竹敷の要港部の施設ですね。

万関水道もそうですね。その一環です。それらのものが文化財に指定するかしないかは、それぞ

れの自治体の考えがあるんですけども、早くされておけば、こういうことは起きてないわけです。 

 それで、今県内では、長崎と佐世保の１件ずつということでおっしゃいました。全国的な数字

を申し上げておきます。戦争文化財の指定が平成１２年時点で、国指定が２１件、県指定が

１５件、市の指定が８８件、合計１２４件あります。それから、国の登録文化財と言われるのが

６３件、市町の登録が１３、北海道が３件、道としてやっています。北海道の登録されたのは何

かというと、函館砲台です。函館、津軽海峡を通る船を対馬と同じように、やはりこれはロシア

を仮想敵国として、日露戦争の準備するためにつくった砲台。これは６基しかないです。砲台は。

その６基の砲台を、市の函館市が調査をして北海道が文化財として登録をしています。対馬は

３１あるわけですよ。そして、竹敷の要港部のＡランクの指定。Ａランクというのは、国の文化

財でいえば、重要文化財に当たるぐらいと言われています。だから、万関の水道も含め砲台群も

含め、対馬全体が要塞として明治の時期に、国に国防上重要な役割を果たしたわけです。だから、

そういう意味では、一つ一つ取り上げることよりも、やはり、対馬全体として、ぜひ、教育委員

会あるいは市長部局、御検討いただいて、文化財としての早急な指定、そして保存、そして、先

ほど市長がおっしゃった観光資源としても十分生かせるわけです。 

 観光資源として、対馬、これだけの国防上、対馬が重要な役割を果たしたということがアピー

ルできれば、これは国境離島の制定にもですね、対馬がなかったら日露戦争にも勝ってないんだ

よと。先ほど言われた、このリーフレット。これは観光物産協会がつくったものです。これ見て

ください。戦わずして勝つためにと。いわゆる抑止力として対馬が重要な役割を果たしたわけで

す。そして、第２次世界大戦終了まで、対馬は要塞の島としてベールに覆われて道路の開発もお

くれた。意識的に軍は道路も、国防上必要な分だけしかつくらなかったわけですから。そういう

ことが、今の道路行政のおくれにもつながっているわけです。そういう意味で、ぜひ、このこと

については、教育委員会、市長部局、一体となって、もう少しクローズアップしていただきたい

と、そのことをお願いをして、このことは切りたいと思います。 

 それから、人口減少対策につきまして、このことにつきましては、市長おっしゃったように、

いろんな施策、取り組みをしてあります。だから、今、人口は減少する中で、あえて平成３１年

には３万６,０００人ということを維持したい、目標としたいということで、打ち出してあるこ

とについては、私は、これは、ある意味で、行政としては必要なことだと思います。減少してい

るから、それを食い止めるだけの施策じゃなくて、大きな目標を持って取り組んであることには、

ぜひ、それが成就するように、今述べられたような施策を具体的にやっぱり実施していただきた
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いと思うんです。 

 私は、きょうは、ちょっと違う視点で提言をしたいと思います。 

 これは対馬市の人口の移動をですね、図表にあらわしてみました。これは平成１２年と１７年。

それから２２年の国勢調査をもとに市の担当者から資料をいただいたものを私なりに作成しまし

た。これ多分、市役所はパソコンで、すぐ操作すれば、グラフ化できるだろうと思います。いわ

ゆるコーホート図と言われるやり方だそうです。私は手作業でやってみました。これは何をあら

わしているかというと、青い線は、平成１２年の時点と１７年の時点の国勢調査の人口が比べて、

平成１７年の時点で、例えば、ここのところですね、年齢が２５歳から２９歳の方が、５年前は

２０歳から２５歳になりますね。５年前には。つまり、５年前いた人口から現在の平成１７年の

ときの人口を引いたら、２,５２３名いた同世代の人たちが５年後には１,５９７人になったと。

つまり５年間で、その世代の方々が９２６人対馬から出て行ったと。ということは、１年間で約

１８５名が２５歳から２９歳の人が出て行ったということを示しています。それを全部５歳区切

りであらわしたら、同じようなやり方で、赤いのは平成１７年から２２年です。５年後、５年後

を見てみたら同じ形になっています。ここがゼロです。つまり、一部のこの世代を除いたら、全

部の世代が島外に流れているということです。だから、人口減少止まらないんですね。それを食

い止めるために、今、市長はいろんな施策打ってるということですから、それに期待をしとると

いうことです。 

 私がきょう提言したいのは、この１年間に百数十名、２００名近くが出ていく。その世代を食

い止めるためにどうするかという、あえて狭いところだけで提言をしたいと思うんですけど。 

 それで、外から呼び込む。協働隊の方。対馬に良さをわかっていただいて居ついてくださった。

それから市職員の中にも、島外からやってきて、すばらしい考え方で仕事をしてある。そういう

方もいらっしゃる。しかし、その方だけでは、島の人口は限られた数しか増えないと思うんです。

対馬で生まれ育った人間が対馬に帰って、対馬で社会を支えようという風土をつくっていただき

たいということです。 

 それで、具体的にどういうことかいうと、高校を卒業して、専門学校なり、大学なり、あるい

は就職した人が５年後に、４年後、５年後に対馬に帰ってくる呼び戻しの施策です。それをぜひ

考えていただきたいと。呼び戻しの施策として、うまく行っているケースとして、きのう、脇本

委員長から報告があった、病院の看護師さん、医療技術者の奨学生の問題がありましたね。この

人たちは、いわゆる企業団の奨学金を受けて、今、十七、八名の方が学んでると。この人たちは

確実に対馬に帰ってきます。それと同じような制度を対馬市として考えられないかどうか、市長

のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  １点目の戦争遺跡のお話の中で、抑止力遺跡なんだよと、ある意味と、

いうような解釈をいただきました。そのことがひいては、私どもが求めている特別措置法のお願

いのシナリオにも使えるじゃないかという御提案だと、ありがたく承りたいと思っておりますし、

今後、それらのことをつけ加えていきたいと思っております。 

 私は、時たま、１１７２年にさかのぼって、元寇の役のとき、見捨てられた私たちに対して国

は何をするのかというようなことも、時たま言ってたんですが、逆に、こういう明治以降の戦争

遺跡の残っているという意味というのをつけ加えて、今後は言っていきたいというふうに思いま

す。 

 次に、２点目の人口減少対策のことですが、確かに外の人を入れるだけでは、それで全てバラ

色になるとは私も思ってません。ただし、私どもの対馬の人たちが、自分たちの資源というもの

を十分に理解してない部分が今まであった。だから、それらを外の人の目線というものを入れる

ことによって、僕らは目をもう１回見開こうじゃないかということで、これらの人たちを、導入

をしてるというふうに御理解いただければと思っております。 

 それと、いみじくも質問の中で風土づくりという話がありました。それらの価値観をつくると

いうのが、すごい、地元に戻って来なければいけない、何をどうしていこうかとか、東京と同じ

ような生き方ではない生き方というのが、この対馬で何があるのかということの価値観づくりと

いうのがすごく大事だと思ってます。そういう意味において、外の人の目による価値観づくりと

いうことにも、正直期待をしてるとこです。 

 そういう中、呼び戻し施策として医療従事者養成のための奨学金制度等があるがと、それ以外

の何か考えられないかというふうな御質問でございます。 

 まさに、私ども、それをどのように組み立てたらいいのかが、すごく、今、悩んでる部分だと。

どこに、どのように打ち込むのか。対馬が今後どのように生きていくのかをやはり明確にしない

といけない。そういう意味において、今から取り組んでおります総合計画の中で、それらが反映

できればというふうにも思いますし、皆さん方からのそのあたりのお知恵というものも拝借した

いというふうなお願いをしておきます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  具体的に申し上げますと、看護師さん、医療技術者、これはすご

く病院の事務長さんはじめ、すごく幹部の方々、このことを自信を持ってというか、喜んであり

まして、同じようなことが教育、教員養成ですね、あるいは保育士さんの養成、あるいは救急救

命士とか、社会基盤を支える仕事をする人たち。この企業団がつくったような奨学金なり、基金

の制度で、やはり、ふるさと対馬を支えようという人間をぜひ、これは小中学校の教育、また、

これは別の機会を捉え、提言したいと思いますが、そういうことを申し上げ、中と関連して、し
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かし、基金として設定をすれば、子ども夢づくり基金をつくられました。次は、若者ふるさとづ

くり基金とか、そこのところにスポットを当てたものをつくって、ぜひ、さっき言ってた１年間

に百七、八十名も出ていく人間が、ぜひ、対馬に帰って仕事をしたいと、そのためには、何らか

の特典というか、プレミアムついた制度を打ち出すことは有効じゃないかと思うんです。現に、

私が育った教育の世界でも、私たちの先輩方まで、昭和４０年まで、対馬で２７０名以上の方が

奨学金を受けて、対馬で教員をされました。そのときには、地元の人間がいわゆる８割までぐら

い支えて、教育界を支えていました。だから、分野はいろいろ、これは御検討下さい。そういう

施策をぜひ、子供の次は若者という、そこにスポットを当てていただきたいということをお願い

をしときます。 

 それから、時間が少し足りなくなったんですけど、次、結婚のしてない方の数。２０歳代

８５６人、３０歳代６５０人、５０歳代まで入れると対馬で未婚の方１,９７７名です。女性

１,３３５名です。これが未婚率、男性４０％、女性も２５％です。それで、これが何を次引き

出すかというと、出生者数の減少になっていきます。出生者数が平成１２年は４１０人いました。

現在は二百七、八十で止まっています。人口減少を引き起こしてますね。それで、今社協に任せ

ていってらっしゃるとおっしゃいました。ぜひですね、その社協に結婚支援の活動をお任せなさ

っていますけど、これは市長部局で、専門の部局を設けて専任でやれないでしょうか。社協の方、

一所懸命やってあります。担当の方、私、２人とお会いしました。すごく一所懸命ですけどね。

社協、３０幾つの業務を抱えた中で、結婚支援の活動は２つ、３０幾つの中の２つですよ。だか

ら、それに専念できないですね。そして成婚率も３年間で２つでした。やはり、一所懸命、結婚

支援に取り組んでいるところは、例えば、福井県とか、茨城県とか、これは１年間に１００件以

上の成婚率です。県全体でも、長崎県は１年間に１０件に満たないです。そういう意味では、対

馬市が最も取り組むべき重要な課題は人口減少を食い止める。その中の私はあえて１点か、２点

だけをきょうは提言をしましたけども、ぜひ、そこのところは重く受けとめていただいて、最も

重要な施策として、どの部局かに、そういう担当者を置いていただきたいと。もし、万が一、そ

れがだめなら、社協に人を派遣するぐらいして、社協にお任せするなら、人と予算をもっと社協

で厚くしてやるべきか、どちらかの手段に、ぜひ、結婚をしたいという人、未婚者のうちの社協

のデータによると、８割はぜひ結婚したい。結婚したいですよ。２０代の人は９割ですよ。これ

だけの合計３,０００人の未婚者が対馬にいるという現実をしっかり捉えていただきたいなと思

ってます。 

 それから、韓国船のことについては、時間なくなりましたから、後で写真を環境担当のところ

に持っていきます。油が浮いています。騒音は私も３回行ってみました。 

○議長（堀江 政武君）  時間が参りましたんで、簡単にお願いします。 
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○議員（２番 小島 德重君）  はい。そういうことですから、後で、また部局には伝えます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで小島德重君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時５分からといたします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時05分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さん、おはようございます。清風会、１番議員の春田新一でご

ざいます。 

 また、第２回定例会の冒頭において、新しい堀江議長さんが誕生されました。議会の代表とし

て、リーダーシップを最大限発揮していただきたいというふうに思っております。 

 また、５年間の長きにわたって、議長職を務めていただきました作元議長にお礼と感謝を申し

上げます。 

 通告をしていました市政一般質問をさせていただきます。 

 まず、１点目でございます。 

 農地中間管理機構の対馬市の取り組みについてということですが、これ、私も、今年度から都

道府県が設置をされて、４月１日から始まっておりますので、あまり中身は詳しくわかっており

ません。それで、市のほうも、県からの委託ということで、なかなか４月１日からの始まりです

ので、取り組みがまだ完全にはなってないというふうに思いますが、どのような取り組みで、ど

のような耕作放棄地をなくしていくのかということについて、答弁をいただきたいなというふう

に思っております。 

 また、２点目でありますが、市道仁田志多留線の改良工事についての進捗状況ということであ

ります。起点は仁田から終点が志多留ということで、伊奈から志多留間は非常にすばらしい道路

が改良されて、日常の生活にも、皆さんの便宜を図ってるんじゃないかなというふうにも思って

おります。 

 その中で、起点側が昭和の５０年代ぐらいに始まった改良でありますので、終点が終わる前に

起点側も扱わなければならないという状況に、今、現況じゃなかろうかというふうに思っており

ます。その中で、２つ、３つの改良を進めなければというふうに、私は現況を見ながら感じてお

るところであります。 
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 １つ目は犬ケ浦トンネルということで、建設部のほうで、点検、ストック点検が行われてると

思います。非常に古いトンネルであります。また、私も、交通安全協会のほうに所属をしており

ますので、住民の皆さんから、非常に狭くて、歩道は両方にあって危ないトンネルだというふう

な話も伺っております。そういう点で、最近、見渡しましたところ、非常に総点検の印がいっぱ

いついて、危ないような状況であります。このトンネルについても、今後検討していかなければ

いけないんじゃないかなというふうに思いますので、どのような組み立てをしていかれるのか。 

 そして、越高でございます。越高の集落の中は海岸線に２３０メーターぐらいの直線道路があ

ります。非常に幅も狭く、しけの時には潮が打ち上がって、車は、通行する車は、潮の打ち上が

るのを待って走らなければならないような状況のところがあります。これ、私、集落の方々に聞

いてみますと、やはり、その海岸に砂がいっぱいあって、自然を生かすために、ここはこれでと

どまってるんだという話も聞いております。それから、３０年、４０年の年限がたっております。

そこで、集落の皆さんの考え方も変わってきてるんじゃないかなというふうに思いますので、そ

こら辺の取り組みをもう少し強化して、努力をされてやっていただきたいなというふうに思って

おります。 

 それが、伊奈小学校が仁田に、小中学校が仁田に統合しまして、通学を志多留から通っており

ます。総合１７名ぐらいが乗って通ってるわけです。そういうこともありまして、私もちょっと

現地調査に行きましたら、海岸が砂場がなくなって、磯場がそのままむき出しで、擁壁工の基礎

がもう出てるというような状況でありますので、そこら辺も点検をされて、行政側も点検をされ

て、越高集落の皆さんと話ができて、少し拡幅をできればなというふうに思っておりますので、

努力をしていただきたいなというふうに思います。 

 ３点目でありますが、対馬市博物館の建設に向けた進捗状況ということで、質問をしたいとい

うふうに思います。 

 市として、平成２３年３月の第１次対馬市総合計画後期基本計画の整備目標として掲げられて

いますが、今まで、２３年、２４年、いろいろな各町の意見交換、実行委員会等々立ち上げられ

て、すばらしい意見も出ているようにあります。２４年度ということで、もう今２６年度でござ

います。インターネットで、私は資料を引っ張り出したわけですが、その間の進捗状況というの

がほとんど載ってない状況であります。難しい問題であるとは思いますが、本当に皆さんの、市

民の皆さんの御意見を聞いてみますと、やはり、建設地は厳原だというふうな強い要望がありま

す。 

 対馬の歴史と文化が生んだ豊かで貴重な歴史的文化遺産を活用し、市民はもとより県民がその

重要性を知り、学び、体験することが郷土愛を育み、自信を涵養することは、行政が果たすべき

重要な職務であると思っております。これは、国・県・市、連携をとりながらやっていかなけれ
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ばいけないということで、なかなかすぐには、取り組むことは難しいというふうに思いますが、

念願でありますので、これも、厳原の城下町ということで、この一画に歴史的な博物館というの

は、私は頭の中で構想を描いております。市民もそうだろうというふうに思います。 

 その中で、先ほど小島議員の質問にありました。教育長、やはり、文化財を市民が広く知るこ

とで、いろいろなことが整備をされるというふうに思いますので、そこら辺も、私が一般質問で

何回か取り上げましたが、文化財協会だけじゃなくして、広い団体に説明をし、現地での委員会

というのも大事だろうというふうに思いますので、そこら辺をもう少し強化をしていただいて、

みんなでわかって、みんなで守っていくというのが、私は筋ではなかろうかというふうに思って

おります。手を入れるだけでは、金をかけるだけでは、文化財、歴史というものは、そういうも

んじゃないんじゃないかなというふうにも思っておりますので、そこら辺を教育委員会としても、

一所懸命取り組んでいただきたいというふうに思います。少ない予算で大変でしょうけど、そこ

はそこで、教育委員会の知恵を絞ってやっていただきたいというふうに思います。 

 この３点について答弁をお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  春田議員さんの質問に答えさせていただきます。 

 １点目の今年度から動き出しております農地中間管理機構の対馬の取り組みについてお答えさ

せていただきます。 

 この機構は、農林水産省が強い農業をつくり上げるために、担い手の農地利用の集積・集約化

を加速させるために、この機構を創設をまずしました。 

 この１点目と、それと米の直接支払い交付金及び米価変動補痾交付金の平成３１年産より廃止

に向けた経営所得安定対策の見直しという項目があります。 

 また、米以外の需要のある作物の生産を振興し、みずからの経営判断で、作物を選択できる水

田フル活用と米政策の見直しという３本目の柱、それと、農地の多面的機能を発揮するため、集

落コミュニティの共同管理等により農地を維持していく日本型直接支払い制度の創設という４つ

の改革の柱の中の頭であります。農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への

農地利用の集積・集約化や耕作放棄地対策の強化を進めるために、１県１機構を設立されたもの

であります。 

 機構の仕組みについて説明をさせていただきますが、県に中間受け皿となる中間管理機構を設

置し、あらかじめ担い手や借り受け希望者を公募し、高齢等でリタイアする方々や農業経営転換

による農地の貸し手、それから耕作放棄地になっている農地や地域内の分散した土地や、担い手

の希望により大区画に整理集約化する必要がある場合や、耕作放棄地となるおそれのある農地を

機構が借り受け、機構が担い手の希望を踏まえて、利用農地が集積・集約化できるよう配慮して、
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利用権設定を行っていくというものであります。 

 次に、市の役割でございますが、この機構の業務の一部を市が受託するということになってお

ります。その業務内容については、貸し付け、借り受け希望者の掘り起こしをすること、農用地

のリストを作成をする、さらに現地や権利の確認、さらに希望者のヒアリング、交渉、さらに契

約まで、それらのマッチングの実施といいますか、そこが受託業務となっております。ある意味、

事業のほとんどの業務を市が受託するというふうなこととなっておる次第です。 

 また、農業委員会は、農地所有者に対し、この機構に貸す意思があるかどうか意向調査を行う

こととなっております。 

 今後の取り組みとしましては、人・農地プランというものが作成され、地域ぐるみで農地集約

化を進めようという機運が生じている区域や、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果

が高い区域を中心に、まずは貸し手の掘り起こしを行う予定にしております。 

 今後、強い農業づくりのために、担い手への農地利用の集積・集約化を推進をし農地の有効活

用を図るとともに、新規就農者の掘り起こしや担い手の育成に努め、農業基盤の整備と農業所得

の向上を目指してまいりますので、皆様方の御理解と御協力をお願いをいたします。 

 次に、２点目の仁田志多留線の道路事業の進捗状況についてであります。 

 この路線については、先ほど春田議員のほうから説明がありました。以前、旧町時代に局部改

良を施工し整備を図ってきましたが、しかし、結果として、未整備区間が点在することとなった

ために、平成１７年度に市道改良として犬ケ浦工区、越高工区、伊奈工区、３つの工区を合わせ

て、延長２,４６０メーター、全幅７メーターの整備を計画して補助事業の認可を受けて行って

おるところであります。 

 まずは、家屋が密集し、幅員が狭く、急カーブで、視覚がとれない伊奈集落を含む伊奈から志

多留間の伊奈工区に着手をし、今年度、志多留の終点部の橋梁整備の完成により、１,３３０メー

ターの供用開始を図り、完了する予定で、整備を進めております。 

 この伊奈工区が完了するということを受けまして、今後も、越高工区、犬ケ浦工区の順に整備

を進めていく計画であります。 

 しかし、本年度が補助事業の再評価の対象、１０年、着手から１０年ということで、対象とな

っており、今月開催される長崎県公共事業評価監視委員会に諮って、評価を受けなければなりま

せん。この路線は延長も長く、工事延長も長くなることから、費用対効果の目安となる、Ｂ／Ｃ

と俗に言いますが、このＢ／Ｃが１.０を下回る額となっていますので、厳しい評価が予想され

ますが、上県のこの西沿岸集落間を連絡する生活道路であります本路線、また産業道路としても

重要だというふうに十分認識をしておりますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに思

っております。 
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 次に、３点目の博物館の建設に向けた進捗状況の御質問がございました。これにつきましては、

２６年、今回、大きな組織改革にあわせて、教育委員会文化財課に設置をしておりました博物館

計画推進担当部署が新たに、市長部局内の総合政策部観光交流商工課の中の歴史のまちづくり・

世界遺産登録推進室のほうに移っております。 

 簡単に、この新しい博物館建設の経緯というものを述べますと、２３年度の１年間をかけて基

本計画策定委員会が組織され、基本計画が公表されました。その計画策定にあわせ、市では、

２４年４月より文化財課に、先ほど言いましたような博物館準備室を設置をして、建設計画を進

めてきたところです。 

 ２４年度には、この計画の内容をホームページにアップし、また計画概要版を市内全世帯に配

布するなど、その周知に努めております。さらに、基本計画に関するパブリックコメント募集や、

市内６カ所における市民意見交換会を通じて建設計画に関する市民の皆様の御意見を拝聴したと

ころであります。 

 ２５年度においては、本計画は県との合築として進められていることから、施設整備の方針や

施設の概要、県、市、負担割合の問題等について、県関係課と随時協議を行いながら、市策定の

基本計画及び厳原地区のまちづくり計画と県計画のすり合わせによる県・市統一の整備計画案作

成に向け、協議を進めてきました。結果的には、まだ最終的な合意には、この計画至っておりま

せん。今年度より、歴史のまちづくり・世界遺産推進室を中心に、さらに県と特に２６年度は鋭

意協議を進めていく必要があろうと思っております。 

 そのような事情もあって、基本計画で示しておりますスケジュールどおりには進んでいないと

いうのが実態でありますけども、開館が予定を当初しておりました年度が大幅に遅れるのかなと

思っております。 

 また、市民の皆様も、あそこの建設計画はどうなっているんだろうかというふうに御心配の向

きもあろうかと思います。県との協議が進展をし、状況が整った際には、改めて皆様にお知らせ

をしたいと考えております。 

 現在、いろんな面で進められております城下町厳原のまちづくりは、ただ単にハード的な町並

み整備を行っていくだけではなくて、それでは目的は達成することはできません。新しい博物館

というものは、市内の豊富な自然や史跡、観光名所の案内、情報発信機能もあわせ持った施設と

して整備することはもちろんのことながら、厳原市街地内の国指定の史跡等のガイダンス機能も

備え、観光客が大勢訪れる施設になると考えております。それはおのずと、対馬全体の歴史を学

ぶ拠点として機能を果たすだけでなくて、たくさんの人たちが交流していくことによって対馬の

にぎわいをつくり出す。まさに、まちづくりにつながると考えております。 

 今後、この博物館を中心とした対馬の歴史に触れるエリアとして観光の中心になると考えてお
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ります。いずれにいたしましても、市長部局に新しい室を設置し、これまで以上に、特に市長部

局において、観光関係課や各種まちづくりの関係団体との連絡を密にしながら、博物館を含めた

歴史のまちづくりを市一体となってつくり上げていく環境を醸成したいと、することが博物館建

設計画推進につながっていくものと考えておるところであります。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  どうも、御答弁ありがとうございました。 

 ３点ありますので、１点目、順番ごとに整理をしてみたいと思います。 

 農地中間管理機構でありますが、これは市長が言われたとおりでございます。しかしながら、

どこが担当部署になるんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この４月に始まったばかりといいますか、恐らく２月でしたか、県のほ

うから突然この話が舞い込んできて、組み立てるということになった関係上、現時点においては、

農林水産部の農林・しいたけ課のほうが頭となって、これには取り組んでいただいておるところ

であります。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  そういうことになるんだろうというふうに思っておりますが、や

はり、今回計上されました３２０万円ですかね、そこら辺で、厳しい予算の中で組み立てをして

いかれるんですから、難しいというふうに思いますが、やはり、私も議会推薦農業委員というこ

とで、なったばかりで、あまりわかりませんが、そこら辺も一緒になって連携をとりながら、休

耕地を１日でも早くなくすように、一所懸命努力をしていかなければというふうに思っておると

ころであります。ありがとうございます。 

 それと、冒頭に市長が申し上げられました行政報告の中で、シイタケの品評会、青年就農者、

後継者育成の成果が見えたということで、２０代、３０代の後継者が見えたということで、行政

報告がありました。いいことだなというふうに思いますので、まだまだ、もっともっと、先ほど

小島議員も一般質問しました、未婚というのがなくなるように、若者をいっぱい育てていかなけ

ればいけないというふうに思っておりますので、ここら辺も、やはり、足腰の強い農業、農地と

いうのを考えて、もっと予算を計上し、そしてみんなでつくり上げなければというふうに思って

おります。 

 それと、そのことで、私は、実家は漁業の次男として生まれたんですが、大人になってから漁

業の漁という字を忘れまして、農のほうに走りまして、大変親に背を向けたなというふうに思っ

ておるんですが、そこら辺で、対馬、この自然と資源がマッチする対馬の中で、農と漁がどうつ
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ながるのかということを私少しわかりませんので、知識がありませんので、できれば、専門家で

あります髙屋副市長にちょっと説明をしていただければ、答弁をしていただければと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど行政報告の中の若者の話がありました。こちらとしましては、若

者の新規就農者とか、水産につきましても、そのような制度等を拡充しながら関係機関のほうに

説明をさせていただいておりますけども、まだまだ実際の生産現場のほうにまで届いてないとい

う話も聞きますので、これから、そのあたりの制度ＰＲというのをきちんとやっていきたいとい

うふうに思います。 

 ２点目の漁業と農業の関連性について、専門的な見地から副市長の、髙屋副市長の意見を聞き

たいということでございますので、門外漢の私は何も言わずに、全て髙屋副市長にお願いをした

いと思います。 

○議長（堀江 政武君）  副市長、髙屋雅生君。 

○副市長（髙屋 雅生君）  お答えできる範囲でお答えしたいと思いますが、健全な農地、あるい

は山もそうですけども、健全な野原、山では、健全な植物が育ちます。育つ過程においては、当

然ながら葉っぱを落としたり、枝を落としながら成長していきます。この落ちた葉っぱや枝が昆

虫やバクテリアに分解をされて養分に変わります。そこに雨が降るとこれは川に流れていきます。

そうすると、海に川を伝って養分が流れて行くという仕組みになります。海にはプランクトンが

おります。これは植物プランクトンと動物プランクトンがおります。まず、この養分を活用する

のは植物プランクトンであります。これが養分を吸って太陽の光を浴びるとすごく増えます。そ

うすると、これは今度動物プランクトンがこれを食べる。そうすると、その動物プランクトンを

イワシが食べる。そうすると、今度はまたブリやマグロがこれを食べて大きくなるということで、

健全な野原が育てば、海で、ブリやマグロが捕れるという循環の仕組みでございます。 

 さらに、ここまで言いましたので、もう一歩進めて話をさせていただければ、この海で育った

魚たちは、一つは海鳥が山に持って帰ります。もう一つは、人間が漁業作業で取って陸に揚げま

す。これを私どもは人間が利用したものは、主に身は食べますが、骨や頭や内蔵は残ってしまい

ます。これをただ、ごみとして焼いてしまうのはもったいないので、私ども市としましては、こ

のごみを有効に利活用しようということで、肥料にですね、これを変えていこうと。対馬は非常

に土地が痩せておりますので、肥料に変えていこうということで、生ごみの循環ということを私

ども今プロジェクト進めておりますんで、今の仕組みから言いましても、山から海へ、そして海

からまた農地へ戻るという循環の仕組みを構築したいと思っております。よろしゅうございます

でしょうか。 
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○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  どうもありがとうございます。急な答弁で、振りまして申しわけ

ありません。ありがとうございました。 

 大分、ちょっとわかったような気がしますが、やっぱり、農があって漁があるんだなというの

は、つながってきたなというふうにわかりました。そういうことで、やはり、この対馬では、農

と漁が基幹産業でありますので、そこら辺をつながれていける方策というのを考えていって、皆

さんで頑張ってもらいたいというふうに思います。 

 それと、志多留線ですね。行政側としては費用対効果というのが非常に残るんですが、やはり、

私もそうだろうというふうに思っております。費用対効果がないところに道路を何でつくるのと

いうのは当たり前の話であろうというふうに思いますが、そこで市民が生活をするわけですから、

何らかの形で方法を考えられて、行政側が考えられて、道路を整備していただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 ３点目の対馬博物館の建設でございます。非常に答弁が、いい答弁がありましたが、今、あり

ますのが、上対馬町に一つあります。それと、豊玉郷土館、峰歴史民俗資料館、それと、今、県

の歴史民俗資料館ということであります。この入館者数を調べてみましたら、平成２０年度は、

豊玉の郷土館は１,３５５名でありましたが、２５年度は４３８名というふうに非常に大きく減

少してるわけであります。国内がここは多いんで、２９８名ということになっております。 

 峰町の歴史民俗資料館におきましては、平成１９年度は１万３,７７２名ということでした。

２５年度は７４７名ということで、これもかなり減少してるわけですが、上対馬にとっても、そ

うです。２１年度は４１９名の入館者数があったのに、２５年度は２７３名。 

 県の歴史民俗資料館を見てみますと、２０年度が４,９１３名、２５年度は７,９６９名という

ことで、本当にすごく上がってきておるんですね。それだけ観光客が目玉にしてるところは県の

民俗資料館であろう。そこに行けば、対馬の歴史は見られるんじゃないかということで、足を運

んでおられるというふうに思うんですね。それを今後、今、町に一つずつある。これは町時代に

一つずつ残そうということであったろうというふうに思います。そこを建設に向けて博物館を建

設した場合に、あとは博物館一つにしますよという考えなのか、また、今ある町の分はそのまま

保存していきますよという考え方なのか、そこを、市長、お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほどおっしゃられた入館者数で、県の歴史民俗資料館の数字なんです

けども、それにつきましては単位が違うんじゃないかと。７,０００とか、４,０００とかじゃな

くて、万単位だと、（「７万ですね、失礼しました」と呼ぶ者あり）思います。済みません。 

 それと、今、豊玉、峰、上対馬にあります資料館ですね。これらとの連携はどのようにするの
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かという御質問でしたが、基本的に文化財というものと文化財を見せ込む施設との関連性につい

ては、現地主義というのが基本的な考え方にあります。それで、途方もない、行けない場所はと

もかくとしまして、極力、そういう遺跡に近いところで、ガイダンスをしていくというふうなこ

とだというふうに、多くの文化財の研究者の方々から、以前からも言われておりますが、できま

すれば、厳原地区には当然ながら集積した文化財がございますけども、それぞれにある文化財も、

サテライトとしての生かし方というのを考えていくべきだと思っておりますし、この基本計画を

つくられる島外からお見えだった先生方の御意見というのも、そこにあったというふうに思って

ます。そういう考え方を踏襲しながら、厳原の建設計画というのは、やっていくつもりでござい

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  よく今の答弁で大体わかりましたが、やはり、今の県の民俗資料

館のあたりは厳原でも貴重な文化、歴史というのが残っているところだというふうに私も認識を

しております。そこら辺の含めた城下町づくりというのも、今後、対馬市は取り組んでいかなけ

ればならない。そういうことによって、観光客におもてなしができれば、観光客は足を運ぶ。そ

のことで、対馬市民もいろいろな発想ができると思うんですね。食、あるいは商業あたりも栄え

てくるというふうに思いますので、そうすれば、宿泊施設も必要になってくるだろうし、そこら

辺を一体に含めて、早急にこういう考えを取りまとめて、先に前進をさせてもらいたい。そして

物事を組み立ててもらいたいというふうに、私は思っております。 

 本当に、この厳原の博物館ができることで、私は、対馬は変わると思います。今、ほとんど観

光客のあれを見ますと、そういう歴史にある対馬だから訪れるという観光客の皆さんですから、

やはり、目玉を一つつくって、それを生かして活性化させるという考え方をしていかなければ、

まだまだ観光客のおもてなしにはつながってないというふうに思います。 

 私が、一昨年、厳原に宿泊をしたときに、七十五、六歳の老夫婦の方でしたが、２人おられま

した。食事をとりにいったときに、どっからですかという、神奈川県と言われました。神奈川県

から、遠いところから、わざわざ、ありがとうございますという私も挨拶をして、いろいろ話し

てる中で、仏像の盗難があって、新聞で見まして、盗難されるぐらいの仏像がある。また、それ

以上なものが対馬にはあるんじゃないかな。見てみたいなということで、足を運びましたという

ことで、本当にそういうような観光客の方がいっぱいおられるんですね。そういうことで、早急

に、この博物館を何らかの形で組み立てを先に一歩前進をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 １５分残りましたが、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、春田新一君の質問は終わりました。 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時40分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  昼食も終わり、眠たい時間帯だと思いますけど、しばらくの間、

御辛抱願いたいと思います。 

 また、昨日の議長選挙において、新しく就任されました堀江議長におかれましては、手腕をい

かんなく発揮され、御活躍を期待をいたします。 

 また、５年間議長として君臨していただきました作元議長に、御労苦に敬意を表したいと思い

ます。 

 そして４月１日の組織改正により、平山しまづくり戦略本部長以下１３名の部長等が紹介があ

りました。財部市長の片腕として対馬市発展のため御尽力賜ればと思っております。 

 それでは、通告に従い、私から１点に絞り、今回は質問をさせていただきます。 

 対馬市が誕生して早いもので、１０年が過ぎ去ったのでありますが、合併当時の住民基本台帳

の人口は４万８７１人、世帯数は１万６,０１４世帯、平成２６年４月末の住民基本台帳の人口

は３万３,２５０人、世帯数は１万５,３０１世帯で、この１０年間で人口が７,６２１人の減少、

世帯数も７１３世帯減少しています。平成２６年４月末の豊玉町の住民基本台帳の人口が

３,５８０人、上対馬町の人口が４,０４０人で、豊玉町及び上対馬町の人口を合わせると

７,６２０人となります。極端な言い方をしますと、この１０年間で、豊玉町及び上対馬町に市

民がいなくなったということになります。市長、この状況をどう感じているか、率直にお伺いし

ます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  唐突な質問なものですから、ちょっとドギマギしておりますが、今おっ

しゃられた１０年前の人口と今の人口と比べたときに、豊玉、上対馬の人口がなくなったに等し

いんだということでありますが、この１０年間、７,６００人の減ということで、ある意味、地

方自治体としての範囲を超えた大きな力がここには、私は働いてるというふうに思われてなりま

せん。こちらで、やれる範囲というのは、本当限られておるわけでして、基本的な日本経済の大

きな流れの中で人の流動も起こっておりますし、また経済のみならず、今までのどのようなまち

づくりをしていくのか、しまづくりをしていくのかというふうなことの理念とか、価値観という
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ものの創造というのがそこになかったがために、これは対馬のみならず、日本全体の地方といい

ますか、日本全体の問題なんだろうと思ってます。先ほどの質問の中でもありましたように、日

本創成会議において１億人を割り込むというふうな見込みが立っております。最近の政府の報道

では、１億人を割り込まさないための政策展開を考えていかなくてはいけないと、やっと、今ま

でのこの状況というのに、政策として打ち込んでいくというふうなことだというふうに思ってお

ります。 

 国が始めようとしております「地方の元気創造プラン」ということ、これは５月２０日に私ど

も長崎で総務省の課長さんの話を聞いて、改めて感じて、私どもも職員に指示を出しておるとこ

ろでございますけども、２０２０年、東京が、少子高齢化が加速していって、高齢化社会に、東

京、神奈川、大阪の大都市圏が落ち込んでいくということは、去年の秋ぐらいから、ずっと職員

にも言っておりましたけども、そのときに、やっと、国のほうは地方のほうに新たな施策とか、

価値を創造していかないと、日本全体が落ち込んでいくというふうな発想で、そう言っておられ

るというふうに感じておりますので、そのあたりとの連動をしながら、今のこのゆゆしき問題に

しっかりと対面していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  対馬市になってよかったと実感している市民は何割おられますで

しょうか。私は、あまり高い比率ではないと思っています。３月の卒業式が終わると、中学校、

高校の卒業生が対馬を離れ、親元を離れ、島外へと転出していきます。少子高齢化はますます進

み、高齢化率は２６年３月末で、３１.８％となっており、６５歳以上の人口が３人に１人の割

合になるのは目の前であります。 

 そこで、私は、大胆な発想のもと、若人に夢と希望を少しでも持ってもらうため、対馬市に看

護専門学校の新設を国、長崎県に働きかける考えはないか、お尋ねいたします。 

 学校教育法では、専修学校には、高等課程、専門課程、または一般課程を置くことになってお

り、さらに専修学校は国及び地方公共団体のほか、次に該当するものでなければ設置することが

できないことになっております。次に該当するものとは、医師会とか、医療法人などが該当する

ものと思われます。対馬市に新設するには、医師会、医療法人等の進出はまず無理かと私なりに

思います。そして、自主財源の乏しい対馬市が設置しても運営が厳しいものと思います。そこで、

国か、長崎県に働きかける以外に方法はないと思っております。 

 専門学校の設置は、大きく分けて２つの方法が考えられるものと思います。 

 １つの方法は、今、存在すら危ぶまれている豊玉高等学校を、仮称でありますけど、対馬中央

看護学校に改め、准看護科２年、看護科３年の修学年数５年にすることで、国、長崎県に働きか
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ける考えはないか。 

 ２つ目は、対馬の３つの高等学校を現在のままで、正看護師専門学校を国に長崎県に働きかけ、

新設する考えはないかをお尋ねします。 

 まず、１つ目について、市長にお尋ねいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  １点目の専修学校、これらを国・県、もしくは、医療、医師会とか、あ

あいうのは難しいだろうから、国・県に働きかけてはどうかということでありますが、確かに、

看護師さんとか、医療技術者とか、さまざまな人たちが不足をしてる。もしくは偏在化してると

いうのが今実態であろうかと思います。そういう意味において、また、この対馬の子供たちを呼

びとめる、もしくは呼び込むために、そのような施策というのも一つの案だというふうに思いま

す。私どもの財源が乏しいという中では、地方公共団体では難しいだろうということで、こちら

の立場までわかっていただいて、ありがたく思うところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  長崎県の看護師、准看護師の専門学校の状況を調べてみますと、

正看護師専門学校が１３カ所あります。それから准看護師専門学校が６カ所。県立五島高等学校

は、普通科とか、商業科とか、そういう課程で、准看護課程３年、そして正看護課程には高校卒

業以上が入学でございますので、おそらく、どこかの専門学校に行って正看を目指しているもの

と思っております。 

 それから、対馬３校の卒業者を３校別に調査をいたしました。２６年３月卒業で、対馬高校が

卒業生１４９名うち正看進学が１６名、豊玉高校が２１名の卒業者で正看進学が１名、上対馬高

校が４１名の卒業者で正看進学ゼロ、合計で１７名が正看へ進学をしているもようでございます。

その１年前の２５年３月は、対馬高校が１８５名の卒業に対しまして１２名が正看進学、豊玉高

校が２８名卒業で正看ゼロ、上対馬高校が４６名卒業で正看進学４名、３年前の２４年３月卒業

で、対馬高校卒業生１７５名うち正看進学１３名、豊玉高校が３６名卒業で正看進学ゼロ、上対

馬高校が５０名卒業で正看３名ということで、この３高校で、年間１６名ないし１７名。よって、

対馬を離れ、よその高校で進学され、そして正看をされている方もおろうかと思いますので、こ

の数字を上回るものと思っております。 

 それから対馬市全体の中学校の卒業生が、２６年３月が３１８名、２５年３月が３１０名、

２４年３月が３１２名となっておりまして、この四、五年見ても、３００名はくだらないだろう

という数字であります。 

 余談になりますが、ちょうど１カ月前の５月１２日、京都清水寺の森貫主。この方、年末にこ

としの日本を漢字であらわすということで、いつもテレビに出ておられます。その方の長男森住
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職さん。清水寺は檀家がないお寺で有名でございますけど、年間５００万人の観光客でにぎわっ

ているそうでございます。 

 それから、同じく京都東本願寺の住職さん、特定非営利活動法人国際医療福祉人材育成機構の

理事長さん、税理士など、職種さまざまな方が７人対馬に訪れ、ある人から私も招待を受けまし

て、懇親を深める中で、対馬を何とかしたいという力を貸すということで、私も感銘したわけで

あります。 

 余談になりましたが、市長、こういう人たちがおられるということを頭の片隅にでも覚えてい

ただければ幸いかと思います。 

 市長、今度、中学校あるいは高校生にアンケートでもとって、その調査結果で、国・長崎県に

看護専門学校、あるいは豊玉学校を専門学校にする考えはないか、お尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  豊玉だけの話ではなくて、確かに３校の存続ということ、何らかの形で

残していくということが地域の活性化にも当然つながっていくことでありますし、子供たちも親

元離れて遠くでというのも、ある意味、つらい一面もあろうかと思っております。そういう意味

において、島内において、そのようなニーズがあるかどうかということは調査する必要があろう

かと思います。 

 実は、昨日、豊玉高校の存続を願ってあります豊玉高校支援会議の方が、確か６名だったと思

いますが、お見えになられました。そういう方たちのお話し合いの結果として、今おっしゃられ

るような部分とか、福祉系の学校とか、そういうものに徐々に変換させていくなり、そういう、

もしくは色を持たせるなり、ということはできないかというふうな御相談もあったところであり

ます。しかし、そういいましても、今おっしゃられたように、実際子供たち、もしくは親御さん

たちのニーズがあるのかというふうなことも、しっかり受けとめなくてはいけないと思っており

ます。 

 先ほど、高校卒業後の進学先で、正看の学校に行かれた子供さんたちが１６名から１７名とい

うお話がございました。現在、島外の５年制の学校に行ってる、中学校卒業と同時に行っている

子供たちが５年生までですので、確か、これも、数字は一緒になりますが、１７名いたと思いま

す。一学年で３名から４名程度の子供たちが島外の鹿児島とかいうふうなところに行っていると

いう話も聞いております。最低レベルでのそのあたりの人数は確保できるんではないかと思いま

すが、少なくとも、学校としての経営上は、その義務教育法で言う４０人とかいう部分をできれ

ばクリアするにこしたことはない。今、五島での３年の学校についても、２０名を割り込んでい

るというふうな状況でありますし、また看護師さんとか、介護福祉士とか、そのあたりのニーズ

が本当で、これは出口ベースの話ですね。そちらもどれだけつくり込めばいいのかと。それは介
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護保険計画との兼ね合いもあろうかと思います。それらを早急にアンケートばかりではなくて、

調べ上げる必要があろうかと思っております。その上で、方向性を見定めて、国なり、県なりに

そのあたりの話をしていくということもすごく大事だと思います。 

 また、この看護学校の場合、どうしても専門科目になってくる。専門科目を教える方々が、ド

クターが近くにいるならば、もっともそれがいいんですが、なかなか、そのあたりとの連携とい

うのを、単独でやっていくというものの難しさもあるんではないかと。病院併設のそういう看護

学校であれば、すごくドクターも動きやすいとかいうこともあろうかと思います。そういう状況

も十分に勉強させていただきながら、方向性を見出せればというふうには思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  今、市長が言われましたように、ほかの学校で、正看、准看を目

指している生徒もおられるということで。准看の場合は就職になって、対馬３校は、准看に行っ

たかどうかは把握はしていないと。正看の場合は、あくまで進学という取り扱いをしているそう

であります。 

 それから、いづはら病院と中対馬病院に看護師の状況を聞きますと、いづはら病院が現在、長

崎、福岡から６名の看護師を派遣していただいてる。それから中対馬病院も全く一緒です。６名

を派遣をしていただいておると。昨日、厚生常任委員長の脇本委員長も言われましたように、企

業団についても看護師不足は不可欠だということで、あの手この手でされているようにあります。 

 市長、アンケートをとってみましょうや。そして希望をとって、大胆な発想かもしれませんけ

ど、夢と希望を与えてもらいたいと思います。 

 １本に絞りましたので、市長がアンケートあわせてとっていただくということでございますの

で、さらに議論を深めて、また次回質問をしたいと思います。 

 約３０分ぐらい余りますけど、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小田昭人君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１時３５分とします。（発言する者あり）

４０分がいいですか。それでは変更します。４０分から再開します。 

午後１時20分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時38分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １５番、大浦孝司君。 
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○議員（１５番 大浦 孝司君）  通告書を読み上げる前に、私は今回の一般質問に、少々、決意

を持っております。 

 ３月の２８日、長崎県病院企業団の定例会がございまして、新病院の建設と、そしていづはら

病院跡の利用ということを若干触れております。そのことを、本日は市長と腹を割って話して、

企業団側の考え方、そして、市の、また思っておること、このことにつきまして、きょうは十分

話をしてみたいと、このように思っております。 

 それでは、通告に従い市政一般について質問を行います。 

 第１点でございますが、対馬いづはら病院跡利用計画についてお尋ねをいたします。昨年

１２月１８日付により、対馬いづはら病院・中対馬病院跡利用計画に関する提言書が検討委員会

により作成されています。この中で、これを進めるためには長崎県と協議していただくようにと

記述されているところであります。現段階で、これがどこまで話が進んでおるのかをお尋ねをい

たします。 

 次に、厳原市内の観光バス駐車場の確保についてお尋ねをいたします。観光交流センター、仮

称でありますが、建設に伴う大型観光バスの駐車場スペースの将来のビジョンについて、この構

想についてお尋ねをいたします。 

 最後でありますが、長崎国体と対馬島の対応についてであります。本年１０月に、県内各地に

おいて「がんばらんば」長崎国体が開催されますが、我が対馬島では公開競技が実施されないこ

とは、極めて、私は残念に思っておる者の１人でございます。しかし、そのような中で、非公開

競技がかろうじて１種目、パワーリフティング競技が行われることになっております。これを推

進するため、藤井会長には大変な努力をあったものと思われますが、現段階での取り組み状況と

対馬市の応援体制についてお尋ねをいたします。 

 なお、関連として、峰陸上競技場の改善の検討結果について、どのような形になったのか、合

わせてお尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  大浦議員の質問に答えさせていただきます。 

 １点目の対馬いづはら病院跡利用計画を受けて、その後はどのような進捗ですかというふうな

御質問でございました。３月議会でも報告しましたが、昨年１２月に検討委員会のほうから提言

書が出されました。また、１２月の議会におきまして、対馬いづはら病院跡利用に関する決議が

議会のほうで可決をされまして、閉会後の１２月２０日、議長と県に赴き要望を行ったところで

あります。県側からも、一緒になって汗をかくとの意見をいただいたところであり、これを受け

て県としても２月から４月にかけまして、基準病床問題について県と協議を行ったところであり

ます。 
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 ちなみに、提言書における言葉としまして、県と協議してっていう文言は確かにあるんですが、

それにつきましては基準病床問題に関しては県と協議してというふうなくだりでございますので、

一言、ここでは申し添えさせていただきます。 

 そして、この２月から４月にかけての協議内容としましては、病院整備の許可を受けるための、

その病床の取り扱いについてでございまして、基準病床数の算定の変更と、もう１点は、平成

１８年の国、厚労省からの通達による特例の許可による、この２点によって、基準病床問題もし

くは病床問題を解消しようとしてまいりました。 

 基準病床については、全国統一の基準であり変更することができたとしても、最低でも二、三

年は要すると思われ、跡利用の整備が遅れることも当然予想されるところである。一方、国から

の平成１８年通達であれば、特例的な取り扱いとなるので、結果は早くなるのではないかと思わ

れるとの意見をいただきましたので、病床数の問題解消に向けての方向性を、この厚労省通知、

通達に基づいて突破していこうというふうなことで、今、動いておるところであります。 

 で、後は、対馬市がどのような形態で、どの程度の規模の病院を計画するかで、この基準病床

もしくは厚労省通知に基づく行動というものを、県とともに本格的な協議に入ることになろうか

というふうに思っております。 

 で、肝心な、この病院部門のほうでございますが、どのような形態の病院にしたら市民のニー

ズに応えられ、また、県との協議がスムーズに運ばれるかを考慮し、現時点においては、統合病

院の方が急性期、亜急性期の病床を約２２０抱えた病院でございます。それで、今の対馬の方々

の状況をみますと、回復期の病床というものが不足しているというふうなことは、この病院問題

を論議をずっとしてくる中で、医師会のほうからも指摘を受けてた問題でございます。 

 で、身近なところででも対馬の島民の方々が、福岡の病院に手術等で入られ、そして、一定の

期間をまず急性期の病院に入られた後に、回復期の病院が、こちらにベッドがないということで、

福岡の中で転院をされて、さらに３カ月ぐらいを過ごされて自宅に帰ってこられるというふうな

状況を、よくお聞きします。そういう意味において、統合病院と新たな対馬いづはら病院の跡利

用の病院とが補完しあえるような関係が取れるような形態を、こちらとしては、今、しかるべき

法人と協議をしているところであります。 

 新病院ではなくなる、その療養病床というものを見据え、それをカバーするような病床を持つ

病院をと思って進めておるところであります。 

 次に、２点目の厳原市内の観光バス駐車場の確保の問題がございました。このことにつきまし

ては、もう既に皆様ご存じのように、仮称でありますが観光交流センターの工事着工によって、

４月１４日から観光バスの乗降場所としての利用ができなくなっております。市では、以前から

観光バス事業者７社との協議を重ねてきた結果、乗降は路上で行い、バスの待機場所として臨港
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道路厳原・久田線の久田道背後埋立地の利用を決定したところでございます。 

 議員、御指摘の大型観光バスの駐車スペースにつきましては、旧厳原幼稚園の解体工事完了後、

また整備工事完了後、観光バスの乗降場所として利用したいと考えております。しかしながら、

金石城跡としての国指定の文化財に指定されていること、また、スペースの関係上、一度に多く

の大型バスが駐車場として利用することが困難であるため、長時間の待機、駐車スペースとして

は、久田道背後の埋立地との併用をしていただくことで、バス事業者の関係者と協議が整ってい

るところでございます。 

 なお、将来的なビジョンとしまして、建設予定の博物館及び金石城周辺のバス駐車スペースが

不可欠であること、市民及び観光客の安全確保、利便性の向上の面などから、史跡等活用専用駐

車場として認めていただけるよう、史跡周辺の整備を行う計画書の策定に盛り込んでいきたいと

いうふうに思っておりますし、このことについては、文化庁との協議を重ねてまいりたいと思っ

ているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  長崎国体等対馬の対応についてということで、私のほうからお答えを

させていただきます。 

 御承知のとおり、ことし１０月に「がんばらんば」長崎国体が開催をされます。本市におきま

しては、デモンストレーション競技として、パワーリフティング大会が対馬高校体育館におきま

して、１０月１９日に開催される予定となっております。 

 大会運営の体制につきましては、長崎県パワーリフティング協会の理事長をはじめ、長崎県対

馬振興局管理部総務課長、対馬高等学校学校長、対馬旅館業組合長、対馬市体育協会長、対馬市

スポーツ推進員協議会長等に御参加いただき、万全な大会運営が図れるよう協議を重ねていると

ころでございます。第１回目は、５月の１５日に開きまして、大会までに数回開く予定をしてい

るところでございます。 

 大会に向けた啓発につきましては、７月上旬から「がんばらんば」国体のステッカーを張りつ

けましたプランター５００鉢を、対馬空港のほか御協力いただける企業、飲食店街の道路沿い等

に配置し、ＰＲを図る予定でございます。また、そのほか交流センターに懸垂幕の設置や対馬

ケーブルテレビを活用し、大会開催に向けた啓発を進めることとしております。 

 具体的な競技の運営につきましては、「がんばらんば」国体対馬市実行委員会に競技部会を設

置し、前回の東京大会をモデルとして選手登録、大会運営等について進めていただいているとこ

ろでございます。 

 次に、峰陸上競技場の改善についてでございます。現在、特別委員会が設置され、平成２５年

１月から３回にわたって協議が図られております。今までの協議内容ですが、検討委員会におい
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て３００メートル全天候型トラックへの改修、西部中学校との境にありますフェンスの移動など

大規模の改修意見が提案されており、この７月をめどに検討委員会の総意をまとめた上で、提案

書を提出予定とのことでございます。 

 今後、提出された提案書を関係部署と協議した上で、方針決定できればと考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  病院問題のことで答弁いただきました中で、総合病院の経営を

目指すと、このようなことで、総合病院でしょう。今の、さっきの答弁は、（発言する者あり）

いや、その、（「統合病院」と呼ぶ者あり）統合ですか。（「統合病院との」と呼ぶ者あり）あ

あ、いや、私の聞き間違いですね、そしたら。（発言する者あり）その中で、ある程度、規模と

か、あるいは医師の確保、看護婦の確保、この何と言いますか、ある程度考えておられることぐ

らいは、この場で話してもよかろうかと思うんですが、その辺のおおむねのことで結構です。

１００％詰めたことを言えというんじゃなくて、構想を少し出してもらえんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  統合する病院が急性期や亜急性期ですから、いづはら病院の跡利用の病

院は、この統合病院を補完する意味で、その回復期の病院にある意味特化していかないといけな

いんではないかというふうなことで組み立てを、今、しております。 

 それと、基準病床の話を、先ほどもさせていただきましたが、少なくとも６３床、現時点の病

院よりも少なくなるというふうなことは、もう皆様ご存じのとおりであります。それで、６３床

の範囲の中において、その回復期の病床をセットをしていくことが市民の安心につながるという

ふうなことで、今、組み立てをしております。それと、それに伴いまして外来関係もそこには併

設、併設といいますか、していくことになろうかと思います。 

 診療科目の数等については、まだそこまでは詰まっておりませんけども、回復期の病床数が一

定の数、それから外来ということまでは、まず詰まっておるところであります。ただし、市民の

皆様とずっと話をしておりますケアミックスの部分については、まだ皆様方に発表する段階まで

には至っておりませんので、ここでは控えさせていただければと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  この病院の統合のいきさつ、そして公立病院の経営のあり方、

これは市長も平成１９年からこのあり方検討委員会、その他総務省の出した公立病院改革ガイド

ライン、このような定義を踏まえて中対馬の経営が、結構黒字を、五、六年ぐらい継続した。い

づはら病院をまとめた中で、中対馬が、いわゆる入院機能をなくして診療所に変えて、いづはら

病院を１００病床増やす、このようなことで、平成１９年にそのような案が出て、これを進めて

きたことを記憶にあるわけですが、その中で、進める中で吸収合併が対等合併になり、その土地
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の規模からゆうていづはらの現施設に、それを追加的な工事を、施設を求めることはできなくな

り、このようなことになったわけですが、きょう、市長、今の６０床の話を不足という中で考え

ておりますが、いわゆる新病院の経営する企業団にそのことを審議する、別に過程はございませ

ん、確かに。 

 長崎県の医療政策課の中で、ここがひとつの審議会を持っておりますから、この中で、クリア

して厚生労働大臣の許可を取っていくということになろうかと思います。しかし、きょうはお互

いに公立病院を進める、これは市営というふうなことでよろしいでしょうか。市立病院という形

になりますか。それとも、指定管理のタイプになるのか。直接経営しようとするのか。その辺に

ついて方針を述べていただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  市が直接経営をするという考え方は、当初から、こちらも持ってはいま

せん。そういうノウハウというのは持ち合わせていないというふうに思っておりますので、それ

以外の方法で組み立てをすることになろうかと思ってます。 

 まだ、その方法は、まだ決めたわけではありません。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  その最終的な固まりはないとはいえど、おおむね６０床の、ひ

とつの医療とそれから介護と、このバランスはまだ決めとらんということですか。ちょっと、そ

の辺のこと、私はこれに伴う医師の問題、あるいは見込む経費の問題、ここらあたりを平行して

検討がなされておるかということを聞いてみたいんですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、６３未満の話は、あくまで病床という考え方で、受け持つ部分は回

復期の部分を受け持つ病床というふうな考え方です。それと、まだ詰まってないのは、それ以外

の、今度は介護のベッドの数が決まってませんと。だから、そこについては、まだ皆さんに説明

をする段階には至っておりませんと。ただし、６０のベッドプラス、それから外来の問題ですね。

これらについては取り組んでいきますという話があっておりますので、それに見合う１３対１な

のか、７対１なのかは、私はわかりませんが、まだ、医療従事者の数の確保は向こうのほうがし

ていくと。こちらが直営でやるという考えはありませんということで物事はずっと進めておりま

すので、向こうが用意はするということで聞いております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そうしますと、現段階で、これを開院しようという見込みは、

いつ頃にもっていこうというふうな考えでしょうか。今の考えで結構ですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  今、私のほうに病院企業団ほうから話がきているのが、来年の春に開院

をしたいんだと、まだ、日にちまでは、明確な日にちは聞いてはおりませんけども、その春に統

合病院のほうに移っていかれるわけですから、患者さんも一度はですね。で、それからの今度は、

改造とかさまざまなことが出てくるんではないかと思っております。 

 瞬時に、次の病院が、そこで開院できるということは、いまだも私は言っておりませんけども、

一定の半年とか、１年とか、明確なことは私も何カ月とは言い得ませんが、まだ。その一定期間

をもらってから、いづはら病院が新たな病院として、市民の皆さんに喜ばれる形をつくりだせる

というふうなことで、物事を今進めておるところです。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ここで私は、どうしてもお話せないかんことは、公立病院を新

たに一つ走らせるわけです。それで、新病院とそれからこの公立病院、市の経営しようとする病

院、それと、人口の減っていく中での見込み。そうしますと、この２つの病院を、今はいいかも

しれませんが、５年、１０年先にみた場合の問題というのが、当然出ますので、私は、新病院を

経営する企業団と対馬市が考える新しい経営タイプの病院のその運び、これは先ほど言いました

県の医療政策課のほうの意見もありましょうが、企業団病院の意見の調整というのはあってもい

いんじゃなかろうかと思うんですが、市長、その辺はどのように捉えておりますか。 

 そういうふうなことが、私は望ましいと思う。２つの病院が、何といいますか、先々困るよう

になってはいけない。ここらのすり合わせというのは、話し合いはしてもいいんじゃないでしょ

うか。きょう、あすのことについてお話を聞きたいと、このように思っております。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  そのあたりのことにつきましては、基準病床の方向性を定めるために、

２月から４月にかけて、職員のほうは県のほうと、県の医療政策課のほうと詰めてまいりました。

その段階における情報というのは、当然、医療政策課のほうが責任をもって、病院企業団のほう

にお話はされてるというふうに、こちらは思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  市長、その医療政策課が窓口でありましょうが、あなたも新病

院をつくる上での、やはり構成の中の大切な、いままでのいろいろな委員会があった中で、これ

を進める中で、新病院も健全に進めないかん、経営を。それは、当然その中で語ってきた一人だ

と思います。そうしますと、何となく企業団のほうの話には、こうあまりしたくないようなニュ

アンスがあるんですが、企業長は１回でもあなたと話をしたことがないと、病院のそういうふう

なことの深いことについてですね。先々のことについて。だから、それは、話はしていいんじゃ

ないかということをおっしゃってましたよ。いろいろな、お互いが先々弾きあうような経営同士
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になっちゃあいけませんから。どうでしょうか。そういうふうなことを意見を聞きたいんですが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  米倉企業長が就任されて、４月のうちにこちらにお見えになられて、こ

としじゃないですよ、就任された年のことですが、そのときからこのお話はしてるわけで、こう

いうケアミックスでうちはいきたいんだという話は、企業長には、当然、いづはら病院の会議室

で話はさせていただいた、私は、つもりでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ２遍ほど、私はこのことについて、昨年の１２月議会、そして

今回の３月の議会の中で話した中では、おっしゃることのような回答はなかったもんですから、

だから、あえてこの場で、まあ平行線はやってもいけませんが、協議の場所を、やはり持って話

し合いをするならば、話してみるような意向でございました。 

 ですから、私は、そういうふうなことを、きょう、市の方向性と対馬にまた病院ができるとい

う中で、これが共倒れになるようなことではいけませんから、双方が残るような方向で話し合う

というのは非常に大切であります。そこのほうを、両方が成り立つことを、やはり話し合いとい

うのは必要だと、私は思っております。 

 で、水掛け論ですが、またいいじゃないですか。今からそういう話し合いの場が、もっとあれ

から進んだ話の内容があれば、私は、そういうふうなことはお互いに協議していいんじゃなかろ

うかと。医療政策課のほうに決着をつければいいということではないであろうし、そういうふう

なことを思うとります。 

 一応、そのことにつきまして、自分の意見としては、かように思っております。 

 何かありましたら。聞いた聞かんの話ですがね。企業長は１回も相談を受けたことがないとい

う言い方されたんですよ。（発言する者あり）いや、そこの差から（発言する者あり）そういう

ことを。 

○議長（堀江 政武君）  はい、はい。指名されてから発言してください。 

 １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  今の話じゃ、お互いに下でやりよるから話したわけでございま

す。で、大事なことは、米倉企業長が、腹を割って財部市長が話せば、私も、もしも医師の問題、

いろいろ企業団のほうからの応援もしたいと。厳原のまちに病院がなくなることは忍びないとい

う言い方されました。だからこそ、自分としても、そういうふうな応援はしたいんだと、このよ

うな発言を、私は承っております。ですから、そういうふうなことをお互いに話しおうて、病院

が、経営が相反することのないような形を取ることが、非常に大事であろうとこのように思って

おります。いいでしょうか。これメッセージです。財部市長にそういう話をしますよということ
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を、断わりの中で、私は預かっております。力になりたいということでおっしゃってました。 

 そして、企業長は１０月の１５日、厳原南地区の豆酘まで、車を走らせまして、通院距離がど

れだけ厳しくなるか、これも確認し、非常に対馬の、特にいづはら病院の跡について、方向性は

よくわかるんだと、かような思いをもっております。いいでしょうか。そのことを、私は、あな

たのほうに伝えたいと、きょう思うて、きょうの一般質問でございます。 

 ひとつ受け止めていただきたいと思います。いいですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほどから申し上げておりますように、統合病院等を補完するような病

院というふうな形態を、こちらは考えておりまして、その競合するとか、バッティングするとか

いうふうなことにはならないというふうに思っております。 

 また、税と社会保障の一体改革の中で、今、国が進めていこうとしている方向性というものと

の整合性も取っていかないといけないことに、これからはどんどんなっていきます。地域包括支

援センター等の充実と病院との関係ということも、当然考えて、そのいづはらの跡利用というの

は組み立てていくべきだというふうに思っております。 

 決して、統合病院の経営を思わしくない方向にもっていくために、私は、この組み立てを、ず

っとしてるんではなくて、先ほどから申しますように、向こうが担ってない部分を担ってもらう

病院をつくりだす必要が、それが対馬の市民のためになるんではないかというふうに、私は組み

立てをしてるところです。 

 それと、厳原地域の方々、厳原南部の地域の方々、これらの方々の要望、そして議会の決議を

受けて、県の医療政策課との間で、基準病床についてひとつの方向性を見出して、今この場で、

この段階ですけどもお話をさせていただけるに至ったというふうに御理解いただければと思いま

す。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  事務上の確認なんですが、基準病床数を見直すことの定義が、

法律の中に保健医療機関の病床の指定にかかる国民健康法云々の中の、基準病床数を超える定義

として、人口の急激な上昇の場合、その他特別な事情が認められる場合、この２点だと思います

が、その特別の条項に関するどの部分を、対馬市は当てはめようとするのか、ちょっと参考的に

聞かせてもらえんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、私の手元に、ちょっと資料がないんですけども、私のうろ覚えの中

では、その基準病床のカウントの仕方ではなくて、それ以外の、平成１８年の厚労省通知で２つ

の公立病院が統合をした場合、既存のベッド数から減少する部分については、特例的に厚労大臣



- 114 - 

がそれを認めますということは、１３番議員の小宮教義議員が、昨年からそれらの資料について

は見せていただいて、私どもも勉強をさせていただいた部分ですので、それ間違いないと思いま

すが、基本的に基準病床のカウントの仕方とは別立てのところで、それがあるというふうなこと

で、御理解いただければと思います。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  時間がございませんから、次にちょっと、また、前後するかも

しれませんが、次に進みたいと思います。議長。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  次に、観光バスの乗降場所が、非常に今、一時的に久田の埋立

地のほうに、場所を指定して、先々の見込みである幼稚園跡の解体が終わらないと、うまくいっ

ときの間はできないというふうなことでございますが、この幼稚園跡の活用ができる見込みとい

うのは、いつ頃をめどにしておるんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  幼稚園の解体が終わりまして、向こうの整地がされてから使うというこ

とで、現時点は期限を区切って借り受けるというか、使用するというふうなことで文化庁のほう

からは、許可をもらってる、許可といいますか、承諾をもらってるところであります。ただし、

それが永年的に、現時点においては使わせないというようないろんな考え方が、規制があります。

そこで、先ほど申し上げました史跡等の活用専用駐車場という考え方がございますので、それら

も合わせて、今度は、私どもは文化庁に対し、言っていくことが必要だというふうに思っており

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  その金石城ですか、そこの史跡の範囲ということで、私も聞い

ておるんですが、この跡地の、史跡の発掘調査というのは、あの地は今からあるんでしょうか。

あれば、どのくらいかかって、活用できるのがいつになるのかというのは、非常にめどが立って

おらんのじゃなかろうかと思うんですが、その辺は、例えば教育委員会の部長もおりますが、教

育部長がおりますが、そこらあたりのことを少し私は心配しております。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今おっしゃられた史跡整地内、またあの周辺の史跡包蔵地内については、

発掘調査をしなくてはいけないというふうに思っております。で、発掘調査をしたところは、も

とのプールとか、今の体育館の底地とか限られておりますので、それ以外のところについては、

あれだけの広大な面積を、最終形を求めるならば、当然発掘調査をしていくという、しなければ

いけないということは、国のほうから言われております。それが、どれぐらいかかるのか、どれ

だけの費用がかかるのかと言われますと、正直言いまして積み上げたことありません。もう、法
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外な金額かかろうかと思いますけども、する価値はある場所だとは思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  観光バスの駐車場も方向性はわかったんですが、発掘調査が入

れば、かなり使用が後になるというふうな予測ができるような気がいたします。それでこの件に

つきましては、次に進めさせていただきたいと思います。 

 今、教育長から長崎国体の非公開競技パワーリフティングのことについてお話がございました。

実は対馬体育協会の評議員会、まあ総会というようなことになるんですが、その席上、前体育協

会長の武富氏が、対馬で唯一の非公開競技といえど長崎国体を力づけることに、全体的に応援体

制があまりなっとらんじゃないかというお話をされまして、それで、私はその教育長から聞くま

での中身は１００％、こう把握はしておりませんでした。ですから、きょうどのような回答がく

るかなと思うて聞いとったわけですが、これ、概要でも結構です、教育部長でも結構ですが、ど

のくらいのお客さんがこの種目の中で島内外集まる見込みなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  見に来てくださる方、多いほうがいいわけですけれども、この前の第

１回、今年度に入っての第１回目の実行委員会の中では、５００前後入ってもらえればありがた

いなということで話をしております。 

 まだ、２回、３回と実行委員会を重ねていく上で、そこら辺のことについては、もう時間もあ

りませんので、早め早めに取り組んでいかなくてはいけないというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  選手が、確か５０人ぐらい前後だったと思うんですよ。それで、

この実行委員会で運営方法を考えるんでしょうが、その事務局というのは生涯学習課の職員がな

されるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  事務局は、生涯学習課でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そうしますと、この見込みですが、まだ話として今から詰めな

いかんとかいいますが、見込みとして経費の積算、そして協会の負担、市の負担、不足する金の

集め方、寄附等、この考え方についてどのようなお考えか、今の段階で結構ですがお尋ねいたし

ます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  手元に資料がありませんので、正確な数字は言うことはできませんが、

市からのこの運営に対する補助、それから県の協会からということで、費用については問題点は
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出ておりませんでしたので、計画どおりいくのではないかというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  まだ詰まっとらんという解釈でいいですか、事業の組み立ては。

そんな気がするんです。今、こう聞いとって。それを攻めるんじゃなくって、おおむね概要は出

とってもいいんじゃないかなという気がするんです。そして、補助金で全部運営するだけじゃな

くて、パワーリフティング協会の九州支部とか、あるいは自己負担も含めて、不測の事態があれ

ば対馬の中で、それを幾らかでも寄附なり負担をしていくふうなことがあるのかというふうなこ

とで、ちょっとお尋ねしたわけですが、その辺は、教育部長でも結構ですが。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、豊田充君。 

○教育部長（豊田  充君）  ２６年度の「がんばらんば」国体につきましては、２６年度の当初

予算で、一応１５８万７,０００円の事業費を組んでいるところでございます。そのうち、県の

ほうから補助金として９０万１,０００円。 

 １５８万７,０００円のうち競技に使うデモスポ行事に１３２万５,０００円、そして、おもて

なし事業、これは懸垂幕とかプランター関係になりますけども、８万円。そして、リレー、聖火

リレーをする事業として１８万２,０００円等を組んでるところです。 

 事務局としては、一応、この委託金の中で今回のデモスポをやろういうことですけども、まだ、

次の実行委員会の中で、またいろんなアイデア等があった場合は、そのような参加者負担金、そ

して協賛金等とも出てくるかもわかりませんけども、今、現時点ではこの１５８万７,０００円

の委託費の中で実行委員会が主となって行うということで、計画をしているところです。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  大体概要はわかりました。この問題、もう一つの、最後に峰の

陸上競技場の改善検討委員会ですか、その言葉の中で、３００メータートラックの整備というこ

とを、この３月に、私は教育長から聞いたんですが、それをまた４００というふうなぶり返しが

あってるということもあるんですか。今の、きょうの答弁の中で。そして、最終的にそれを検討

した中で答えを出すという言い方に聞こえたんですが、いかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  ３００メートルの現状で改善をしていく。全天候型にしていくという

ことでございます。４００というのは、検討を重ねる途中で４００も検討いたしましたけれども、

場所、面積等勘案して厳しいということで３００ということでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  これを整備した場合に、おおむね概算事業費についてお尋ねし
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ます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  これまでに積み上げてきた資料の中では、１億６,８００万の見込み

ということで、出しておりますけれども、私の感触としてはもう少し増えていくのではないかな

というふうに感じております。感じていることを言うのも無責任ですけども。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  最後になりますが、私は長崎国体というのは、半世紀に一度、

４７年に一度、この中で、陸上競技場の整備については、関係者として非常に待ち望んでる点が

ございます。特に、小学校、中学校の中距離、短距離の皆さんが、対馬で相当県の大会でも優秀

な成績をおさめております。 

 その中で、やはりゴムのタータンといいますか、その施設については、非常にスパイクを履い

て走る場合、歩幅が伸びるそうです。今の、既存の土のトラックに比べて。そうしますと、歩幅

が伸びるもんだから、オーバーペースになってうまく走れんというようなことが、体育指導員の

先生から聞いております。 

 長崎国体は、この記念、やはり記念です。できれば、教育長、この国体を記念に、この整備を

するというような方向で思いがないのかどうか。教育長のお話を聞いてみたいと思いますが、い

かがでしょうか。まあ、予算のあることですから、それは市長の発言、見解もあると思いますが、

思いとして教育者としてそこらをどう思うかお聞きしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  国体を機にということよりは、私の頭の中では、これまで公認として、

今の現状で公認ができてるのは、２９年の３月まででございます。それまでには、何とかめどが

立てばいいなというふうには考えておりますが、単独事業ではかなりの財源が必要でございます

し、いろいろみんなでいい知恵を出しながらいきたいというふうには思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  市長、この問題は、いつか市長も要望書を受けた経緯があると

思いますが、コメントがあれば、ひとつ最後ですが、いかがでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  教育委員会の方向の中で、ことし、その方向性が出るということでござ

いますので、それを受けて、そして、今教育長のほうが申されたように、公認の切りかえ時期が

当然まいるわけでございますし、それらも見据えて、こちらも財源見合いの話でございますけど

も、皆さんの気持ちに応えられるように努力はしたいと思います。 
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○議員（１５番 大浦 孝司君）  これで終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、予定の市政一般質問は終わりました。 

 あすは、引き続き市政一般質問を定刻より行います。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後２時29分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 
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 本日の登壇者は３人を予定しております。それでは、届け出順に発言を許します。１３番、小

宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  おはようございます。きょうは、私がトップバッターでござい

ます。市民の声を生かす、市民の市政をモットーに頑張っております、今回は、私の横の堀江さ

んが、ひな壇の上位に座られまして、私が横にずれましたので、１つ若くなって１３番になりま

した。１３番議員の小宮教義でございます。私の持ち時間はわずか５０分でございますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 今、世界で２つの国に異変が起きているようでございます。一つは、ロシア、これは、ウクラ

イナ政府の混乱に乗じて、あのナイチンゲールが活躍したクリミア半島を実質的に占領して、そ

して、ロシアに編入をしております。これは、まさに暴挙以外の何ものでない。これは、国際法

違反でございます。これが、まかり通るようであれば、国家としての位置づけができなくなるわ

けでございます。 

 そして、もう一つの国は中国でございます。今、中国は日本を抜いて第２の経済大国になって

おります。やがては、１０年ほどするとアメリカを抜いて第１の経済大国になろうと言われてお

ります。 

 しかし、この中国、南シナ海では、ベトナム、そして、フィリピンなどと油田掘削の領土問題

で争っております。 

 そして、先月の５月の２４日、我が日本国の防空識別圏に中国の戦闘機２機が侵入をいたしま

した。そして、何と我が日本国の自衛隊機の３０メートルまで近くに寄ったということでござい

ます。これは、まさに常軌を逸した行動でございます。 

 このような２つの国に対して、国際社会でもっと厳しく対処をしていただきたいと思います。 

 それと、我が日本でございますが、今、テレビや新聞でいつも上がるのは、集団的自衛権の行

使の問題でございます。これは、憲法第９条にかかわる問題でございます。 

 政府は、これについて、現在の国際状況を見るといたし方ないというふうな考えでございます

が、やはり、憲法の解釈変更、解釈改憲では、我が日本国の立憲主義に反する。やはり、ここは

正当に国民による憲法改正をお願いをしたいと思います。 

 そして、今の安倍政権でございますが、今月の２２日で国会が終わります。あと１０日ほどし

かございませんが、この中で閣議決定をするようでございます。この集団的自衛権の行使、これ

は、アメリカなどの国と一緒になって戦争をするということでございます。やはり、この問題に

ついては、もっと時間をかけて議論をしていただきたいと思います。そして、この判断が、子や

孫に禍根を残さないように、国会議員の矜持に期したいと思います。 

 そして、我がこの対馬でございますが、隣の韓国で４月の１６日に、大型客船の大惨事が発生
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をしております。死亡者が３００人以上、そして、いまだ行方不明の方が数十名おいででござい

ます。特に、修学旅行中の高校２年生のたくさんの方が犠牲になられました。将来を夢見た若い

人が亡くなられましたので、これに対しては衷心より御冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

 それと、もう一つ、対馬の件でございますが、対馬が中心となって取り組んでおります国境離

島新法、これについては、地元選出の谷川代議士の御尽力により、法案提出へと大きく前進をし

ております。私も、市民の１人として、また、市民の代表として厚くお礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

 では、さきに通告しておりました２点について、市政一般質問をさせていただきます。 

 その前に、いつも市民の声をいただいておるわけでございますが、今回も３名ほどの市民の声

をいただいておりますので、読ませていただきます。 

 これについては、前回のときに市長のほうから私に対して、市のほうにも意見が来ておるんだ

という話でございましたので、どのような励ましの意見が来ているのかと思いますが、御披露し

ていただければ参考になりますので、よろしくお願いをいたします。 

 ３名でございます。まず、１点でございますが、対馬の新病院はあと１０カ月で完成をします

が、いづはら病院の６０床程度のケアミックス型病院は、本当にできるのでしょうかと。議会放

送を見ていて、そう感じました。市長さんは、選挙公約で必ずできると言っていたので応援をさ

せていただきました。でも、今はとても不安ですというふうな声をいただいております。 

 この病院問題については、きのう大浦議員の一般質問がございました。それを、私なりにこの

ような声が挙がりましたので、整理をいたしましたので、ちょっと私の意見を述べさせていただ

きますが、きのうの大浦議員の一般質問では、市長のほうから、平成１８年の特例措置の分につ

いて行うんだと。そして、外来診療所と入院ベッド６０床程度を残し、市による公的病院ではな

く、経営は市長がいつも協議をしてあるであろう地域医療振興協会とこれから協議をするという

ふうなお話でした。 

 ただ、市民の方に誤解を招いたらいけませんので申し上げますが、全くもってできないという

こと。それはなぜかということでございますが、平成１８年の特例措置は、既存病院の再生に関

するものです。対馬病院は、３病院全てこれは長崎県病院企業団の病院でございます。再生した

後も、公的医療機関でなければなりません。先ほど申しましたように、既存の病院の再構築が課

題でございます。残すとすれば、公的機関でしかできないわけでございます。そして、地方医療

振興協会は、公的医療機関には当たりません。新たに解決しようとすれば、医療法７条１項の許

可が必要ですが、７条２項によりその許可は出ません。法律でございます。 

 市長は、公的病院ではないと言っているので、もし市が開設者になり、指定管理制度を使えば、

公的医療機関になりますが、しかし、特例措置からすると、医療の役割分担があり、不可能に近
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いと言えます。 

 そして、私は、この跡地利用検討委員会の委員会に全て出席をさせていただきました。その中

で、地域医療協会からおいでのナカジマさんの言われた言葉が非常に耳に残っております。この

ように言っておられました。対馬は一つの医療圏なんだと。問題とする基準ベッド数に関係なく

できるのは企業団だけなんですよというふうな発言をされておられました。 

 病院については、病院企業団は、既にいづはら病院は残さないと明言をされておりますので、

病院は、結果的には残らないという結論になるわけでございます。 

 以上が説明でございますが、市民の声があと２つほどあります。バタバタいきたいと思います

が、今度もまた市長さんは、いづはら病院跡地問題などでお疲れになり、投げやりになって市長

をやめると言うのではないかと心配でたまりませんと。疲れる前に早くやめてください。体を壊

したら何もなりませんというふうなお声もいただいております。 

 そして、３番目でございますが、これは、私に対しての声でございます。任期付職員採用問題

で、自分が間違っていたらすぐに議員をやめると豪語していたが、本当にやめることがあなたで

きますかというふうな、私に対しての声でございます。私も、そのとき申し上げましたように、

市政にかかわる１人として、このような判断もできないようであれば、あしたからでもすぐにや

めるということには変わりはございません。 

 では、２点の通告に沿っていたしますが、第１の観光客受け入れの交通体系について、これは、

きのう大浦議員の一般質問がございました。私のものと重複いたしますので、これについては、

壇上の答弁はなしにして、自席にて後で私のほうから質問させていただきたいと思います。 

 ２点目の市条例の役割について、市の条例は、対馬市の法律でございます。これを、勝手に解

釈することはできません。以前採用された政策マネージャー、これについては、対馬市の指名業

者、仲良しの指名業者であるということで、私も何回も一般質問いたしました。仲良しこよしは

条例違反、これを何度も口にしたわけでございますが、この採用に関して、１項も２項もいまだ

かつて一緒だという、このような認識のもとでは市長の資格はないんじゃないかということでご

ざいます。この２点について、答弁を求めます。（発言する者あり）ごめん。１点だけで。２点

目だけで、あとは１点目はやりますから。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小宮議員の御質問にお答えさせていただきます。条例の解釈が誤ってお

るんではないかという質問でございますが、この件につきましては、２４年６月第２回の定例会

を初めに幾度となく回答したところですが、いささかも誤った解釈をしているというふうには私

自身は考えておりません。任期付職員の採用につきましては、条例に基づき任用を行っておりま

す。 
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 辞職された政策マネージャーの採用については、前回も説明したとおり、前職において、総合

計画、観光計画、地域活性化計画、それから、市民協働など、九州を中心に広くまちづくりに関

するコンサルタント業務に携わり、長崎県の美しいまちづくりアドバイザーにも任命された経歴

もあり、また、民間企業で培った経営感覚も持ち合わせており、現在の市職員の中からは得がた

い識見並びに経験を有していると判断し、そのものの業務に対する取り組み方、指導力などの手

腕、知識において卓越したものがあると判断をしたため、対馬市が直面する喫緊の課題に対応し、

また、職員の企画・立案能力の向上、育成、指導のためにも必要な人材と判断をし、条例の２条

の規定に基づき、期限付きで採用をしたところです。 

 何度目かの質疑の中で申しましたとおり、私が政策マネージャーを採用したのは、条例及び規

則の規定に照らし合わせ、また、私の信念に基づき、対馬市に必要な人材を期待を込めて採用し

たので、いささかも誤った解釈をしているものではございません。 

 志の半ばで辞職された当人の気持ちはここでは言葉にあらわせませんが、今の対馬にとって必

要な人材を逸したことは大変残念でなりませんし、この件で議員が納得していただけないことを、

当人に対し心苦しく思っておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  ２番目の仲良しこよしは条例違反でございますが、形どおりの

答弁ですよね。間違いはないんだと、今までの判断の中では。 

 人間というのは、霊長類に属するわけですけれども、霊長類というのは、人間とか猿を象徴す

るものですが、霊長類は学習能力があるんです。猿でも何でも覚えれば覚えますが。ただ、人間

と違うのは、反省をするということです。反省をし、それに自分の思考を加えることができるん

です。これが、霊長類で猿と人間の違うところ、ここが一番肝心なところです。それが人間なん

です。 

 これは、あとでまた２番目ですから、さきの１点目のやつからいきたいと思うんですが、これ

については、大浦議員のほうから事細かく質問がありました。内容を絞ってお聞きしたいと思い

ますが、今、観光交流センターと申しますか、あそこの工事が入っておりますが、駐車場として

は、今の幼稚園跡地を使うんだというお話はきのうお聞きいたしました。それで、基本的な考え

なんですけれども、観光交流センターをつくるときに、ものをつくるんですから、人の流れがあ

ります。車の流れもあります。基本的につくるときに、人、物の流れをどのように計画されたの

か。あの建物をつくるときに、基本をつくるときに、そこが大きい最初の出発点なんですが、そ

れは、どのような基本的な計画をされたのか、そこをさきに１つお尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  どのような協議が、その件について、事務方のほうがやっていったのか
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の詳細を私は現時点において知り得ませんが、少なくとも、あの場所というのは、厳原地区にと

って大切な中心部であります。その場所、また、長きにわたり家老屋敷の長屋門を残してほしい

という市民の思いがずっとあって、しかし、民間の所有地でありましたし、民間の所有物であり

ましたので撤去されていくということで、厳原市民にとっては大変残念な思いになった場所であ

ります。 

 それと、後ろに控えております国指定史跡、３つの史跡のエントランス部としてのつくり込み

というのは、平成８年の宗家墓所整備基本計画においてもきちんと方向性が出ている場所です。

人が、あそこで厳原全体を博物園という、博物館ではなく、厳原市街地全体を博物園という位置

づけを平成８年の整備計画ではされたと思っております。その博物園のガイダンスの意味も込め

た施設のつくり込みをするべきだという方向性が出たはずでございまして、そういう意味におい

て、人というのが、あの場所に多くの人が集ってきて、そして、そこからまた四方八方に広がっ

ていくというふうな大事な結節点の場所だというふうな思いで、あそこの場所のつくり込みは職

員もしてきたものと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  私がお聞きしたのは、基本計画において、車の流れ、確かに人

の流れの説明がありましたけども、ものをつくるときには、家もそうじゃないですか。家をつく

るときには、まず車をどこに置くか、玄関口をどこにするかというのが基本的な計画です。そこ

で、先ほどお尋ねしたのは、車の、俗に言う駐車場です。これを当初の計画では、基本的にはど

のようにされたのかということをお聞きしておるんです。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今おっしゃってあります駐車場というのがどの部分の駐車場のことを言

ってあるのかが定かではありませんが、少なくとも現時点まで使っていただいておりましたのは、

臨時的な処置としての駐車場で今までは、工事までは使っていただいていたというふうに解釈を

していただければと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  いや、私が言わんとするのは、確かに臨時的には使っておった

かもしれないが、この大きい建物を建てるときに、車の配置、駐車場を最初の、これは、都市再

生整備事業ですから、２２年から５年間かかってやっておるんです。繰り越しもしますけれども、

その中で、基本的にこの建物を建てたときに、車をどのように配置するかと決めるのは、当然な

んですよ。その基本的な位置はどのように設定をされたのかということなんですけど、わかりに

くいですかね。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 



- 126 - 

○市長（財部 能成君）  質問の中で、その建物に対する、建った後の駐車場の考え方というふう

に私はが解釈できなかったものですから、今理解しました。 

 観光交流センターをつくった後の駐車場、そこに出入りする人たちの駐車場をどのように考える

のかというふうなことだと理解しましたが、それらにつきましては、ティアラの地下の駐車場も

当然そこもあわせて使っていくことになろうと思いますし、狭隘な厳原市街地の中で、広大な駐

車場を新たにつくり込むというのは大変難しゅうございますので、今ある既存の駐車場等を利用

しながら、また、厳原幼稚園の跡なんかを利用しながら、観光交流センター、ティアラ、そして、

役所を含め、それらを有効に使っていくということになろうかと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  さっき市長のほうから、交流センターができた後でというふう

な話されました。交流センターをつくるときに、このような計画は練っていなければならないん

です。でも、計画をお聞きすると、横のほうの対馬交流センターの地下の駐車場とほかの駐車場

並びに幼稚園跡地の駐車場を基本的にはこの都市再生整備事業の中の位置として捉えておられた

んですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  交流センターができた後で計画するという意味ではなくて、交流セン

ターができた暁の駐車場のことについては、このように考えていきたいというふうなことで、実

際使い始めた、動き始めた段階においての駐車場の絵を、今私は話したつもりでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  ものをつくるときはやはり基本的なものが大事なんです。とい

うことは、基本的なものができてないから、いろんな問題が発生するんです。 

 それで、幼稚園跡地を駐車場にするということですが、これは、都市再生整備事業の一環とし

て駐車場というふうな位置づけがされておるんですか。 

 一番いいのは、バスの台数からすると、今の幼稚園跡地、ここに駐車場をつくるのが一番ベ

ターなんです。台数がいっぱい入る。できれば、そうお願いをしたいんですが、いろいろな規定

があってできないということをお聞きしとるから今回ただしておるんですけども、では、先ほど

の幼稚園の跡地の駐車場という目的のものは、当然のごとく、その土地再生整備事業の整備の一

環として、あそこは提案事業でございますから、その提案事業の一環として行っているというふ

うに解釈してよろしいんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  幼稚園の解体については、提案事業の中で恐らくあれは掲載されている

事業で物事をやっております。跡利用の問題については、大変微妙な問題がたくさんございます。
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もう十分に小宮議員は御存じのとおり、文化財の包蔵地区でございますので、それらとの兼ね合

いがあって、都市整備計画の中に明確にうたい込むということは、なかなか現時点においては難

しゅうございますが、それらにつきましては、先日大浦議員の質問にもお答えさせていただきま

した形で取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  駐車場として、あそこを都市再生整備事業の一環の事業として

は取り組んでないということは私も確認しました。それはできないんですね、いろいろと事情が

ありましたから。結果的には、今の新しい観光交流センターには、対馬交通のバスが入ることに

なっております。観光バスは１台も入れないという以前の説明もございました。 

 問題は使う人なんですけれども、バスなんかを。今の対馬交流センターのほうから、こちらの

ほうにバス停が移りますが、市長はいつぞや私の去年の１２月の質問の中ではこう答えておりま

すが、そういうバス停を動かすことについては、つくっていくことが使用者への私どもの仕事だ

と思っておりますと。つくることについて、私どもの仕事だということですが、ならば、この実

際の使用者の声を聞く。バスを使用する人の声を聞くということも仕事の一環ではないんですか。 

 なぜかというと、今の交流センターのバス停は非常に位置的にもいい。買い物などをして、す

るところもできる、すぐできる、乗れる。向こうに移ると、老人の方が抱えて移る作業もいるで

しょう。でも、そういったたくさんの使用者の意見を聞く、そこを反映する。それを仕事に結び

つけていくのが仕事じゃないですか。じゃあ使用者の意見を聞かれました、何か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  このバスのロータリーのつくり込みについては何度となくここの場でも

お話をさせていただきましたが、バスロータリー、確かに利用者の問題も去ることながら、ロー

タリーをあそこにつくり込むことによって、まちのにぎわいをつくり込んでいこうじゃないかと。

そして、今は、北へ行く方たちは、交流センターから下りていってすぐに乗れる状況です。しか

し、厳原から南に走るバスについては、向こうの交差点を横断歩道を渡って、向こう側のバス停

に移らなくてはいけない。また、露天のバス停、吹きさらしのバス停という状況があります。そ

れらを解消していくことと、まちのにぎわいをつくっていくことというのがすごく大切なんじゃ

ないか。そして、もう小宮議員は既に御存じだと思いますけども、あの交流センターがいろいろ

計画される段階において、以前バスセンターがあの場所にあったわけですが、その中でのロータ

リーというものがなくなってから、やはりバスセンターのロータリー部分というのが、あの敷地

内に入らないかという検討もされた経緯も十分にわかってあろうかと思います。 

 そういう意味において、バスが南北に走っていける１カ所の場所をつくり込むことが、まちの

にぎわいをつくるということに、その当時から皆さんの意見は一致してたものというふうに感じ
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ております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  実際に使われる方の意見は聞いてないということですよね。自

分の考えで物事決めたということですよね。 

 それと、ちょっと疑念するのは、この決定の仕方ですけれども、これについては、観光物産協

会が中心となって、あそこの運営をするわけですが、そのプロジェクトチームが立ち上げており

ます。３回会議をしておるんですが、その中の資料を私も手にしまして持っておるわけですが、

この資料には観光バスが４台とまることになっています。そして、３回会議があって、結果的に

は結論が出なかった。しかし、その中において、６月の１７か１８ぐらいです。市長のほうで協

議を重ねたときに、ここはバス停にするんだということを決められております。 

 市長がよく言うように、対馬市市民基本条例がございます。そこには、市民の義務として、そ

ういう反映をさせるために努力しなさいという項目があるが、これに対して、市民の声は生かさ

れてないんじゃないですか。市民が決めたというならいいけども、あなたが勝手に決めたんじゃ

ないんですか。花火打ち上げ大会と一緒のように、どうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私は、今の６月とおっしゃいましたか、その協議というのが、観光交流

センターという箱物の協議だけに終わっていると。交通政策とか、そういう視点が欠落をしてい

るんではないんですかと。受ける、確かに、その建物の管理委託を受けることになるであろう社

団法人の観光物産協会が入って協議されるのはもう当然でございます。しかし、片や、公共事業

として物事をやっていく中で、交通政策をそこの中に加味して組み立てていくことが同じ設備投

資をするならば、市民にとって幸せにつながることなんではないかという意見は当然言わせてい

ただきました。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  先ほど計画の中で、横の駐車場関係を使うという地下のですね、

ございましたが、当然、横に交流センターございますし、ショッピングセンターもございます。

地下の駐車場など使うということであれば、事前に交流センターの関係の方、こちらのほうと協

議を重ねるのが絶対必要条件でございますが、その協議は重ねてない。協議が１回だけございま

した。これは、工事が入札が終わって着工が決まったその後、５月の中ほどでしたか、このよう

にしようと思っているけどもということで会議がございました。 

 そこでいろいろな意見がございましたが、なぜ今なのかと。基本計画を立てるときに、もっと

協議をしなければいけなかったんじゃないかと。今度の交流センターには物産も入ります。いろ

いろな民間にも支障が出てきます。その辺を詰めを基本的にして、そしてやるべきじゃなかった
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のかと。あとで報告ということでございました。結果的には、先ほどのバス停の使用者と一緒で、

まず市民の声が入ってない基本的な計画であったと言っても過言ではないと思います。 

 時間がございませんけども、この駐車場の幼稚園の跡地の問題、これは、きのうの大浦議員の

話では、あそこを史跡等活用専用駐車場というふうにすると。そして、期限付きにという話をさ

れましたが、非常に難しい駐車場の名称でございますが、これはどのような駐車場で、期限付き

にというのはいつからいつまでなのか。１０年なのか２０年なのか、どうなんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小宮議員は十分に調べ上げてありますので、小宮議員にあえて言う必要

はありませんが、市民の皆さんに言わなくてはいけないのは、あの場所が国指定史跡地内ですの

で、さまざまなことをやるに当たっては、さまざまな国からの制限がまずあるということは大前

提です。そして、ただし周辺に多くの駐車場関係が存在をしない場合には、例外的にそこの史跡

地内において駐車場を設けることができるんだというふうなことも例外規定できちんと書いてあ

ります。それらのことを僕らは使いながら、あの枡形部分において駐車場を設置をしていくと。

ただし、そのことは、文化庁との申請だ何だという手続が要りますので、先ほどおっしゃられま

した整備計画、国交省絡みの整備計画の中にはまだ出していないというふうなことで御理解をい

ただければと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  臨時的な駐車場ということですよね。これは、たしかこの７月

から来年の３月まで９カ月の間です。これに対して文化庁長官は許可を与えています。なぜかと

いうと、今までとまっておった空き地のバスが、一時的に向こうに行きたいんだという申請があ

ったから、それについては期限を切って来年の３月３１日で終わります。では、その後はどうす

るんですか、駐車場は。 

 先ほど言われた駐車場がない場合はできると言うけれども、しかし、それは、いろんな条件が

ございます。活用専用駐車場というのは、５つの大きいクリアがあります。これを全て満たさな

ければならない。まず、第一が広い土地であるということです。言われるように、広い土地であ

ってが第一です。そして、５つございますが、この２番目に、適正な保全管理計画及び整備活動

計画が作成をされているということです。これは、非常に専門家の意見も入れて、聞くところに

よると２年、３年かかるそうです。これも難しい。５つの項目全て満たさなきゃいけませんよ。

そして、一番難しいのはここにあるんです。５項目のところに、文化財保護法に基づき、形状変

更の許可が可能な範囲内であるということです。やたらに駐車場つくれないんです。その条件と

して、こうなっておるんです。事前に発掘調査等を実施し、地下に重要な遺構等が存在しないこ

とを確認をしたということです。あそこは、枡形遺構、遺跡がございます。まだ調べておりませ
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ん。あすこを全部調べた後、初めてこの５番目の存在しないことを確認するという作業になるわ

けです。それと、あわせて先ほど申しました保全計画の分のものができなければ癩癩が作成され

ているということが条件なんです。とてもできるもんじゃない。ということは、来年３月、４月

１日から駐車場はどうなるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  駐車場につきましては、久田道の背後地をまずもって用意はしているわ

けでして、もっと利便をよくするために、私どもはあの場所に、また、博物館を上にビジターセ

ンター跡地のあそこに用意をした場合の使い方としての駐車場ということの位置づけをしたいと

思いますし、なおかつ金石城、それから、宗家墓所、そして、清水山城、これらの史跡へのいざ

なっていくための駐車場というのは当然必要ですし、平成８年３月につくられた宗家墓所等基本

整備計画においても、計画概要の中でこの部分については、幼稚園を撤去後、駐車場を計画して

いくんだというふうなことは専門家で話し合いをされて出されているところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  平成８年作成した分は、確かに駐車場になっています。しかし、

この駐車場というのは、保全と管理をする最小限の駐車場なんです。面積もわずかしかございま

せん。保全と管理をするための最小限の駐車場であって、観光バスなどは入れないんです。そう

いうふうになっておるんですから、だから、わずかしかのっていません。 

 そして、この史跡等活用専用駐車場というのは最小限の駐車場なんです。見解としては、観光

バスというふうな大きいものは、まずこの史跡等活用駐車場の中には入らないというふうな見解

がございます。それで一番懸念するのは、先ほど申しました５項目の中で満たさない２項目がご

ざいます。これは満たせないんです。管理計画及び整備活動計画書の作成は、長く時間がかかる、

周囲は全部やっていかなきゃいけない。まずこれは二、三年はかかるんです。それと、５項目の

この史跡が地下にないのを確認しなさいということですから、これも１年、２年じゃできません

よ、あそこを発掘調査をするのは。結果的には、来年の４月１日付からあそこは使えない。あそ

こは一番駐車場がいいんですけど、そうなりはしませんか、常識的な考えとして、常識を覆すの

が市長でしょうけども、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私の常識を覆す質問をされるのが小宮議員だと思っておりますが、確か

に冒頭言いましたように、さまざまな制約があるのは、もうそれは史跡指定を受けた段階、もし

くは、平成４年、５年のときにあの話が出てきた段階で、既にわかっていたことです。しかし、

そこには、いろんな手続の中で物事のクリアすることができるんだから、それに向かってやって

いくのが僕らの仕事じゃないかと思いますし、対馬、厳原地区においては、狭隘な土地でござい
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ますので、あの場所を全て文化財の考えてある方向性の中で制約を受けると、市民生活に制約を

受けるということは、平成４、５年の段階において、皆さんが感じて、その意見は文化庁にも言

ってきた結果でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  当初の計画はそうやったかもしれませんが、私も物事を決める

ときには、考えるときには、まず許可を出すのは文化庁です。この遺構はどうなのかということ

をまず確認しなければいけない。こういう範囲でここまではいいんだというふうな物事の流れで

なかったら、まずは成就しません。私も、この件については、文化庁の記念物課とも話しました。

向こうが言うのは、平成１６年に文化庁に作成した史跡等の整備の手引き、これによると、史跡

の中での駐車場は一切認めないと。そして、日本全国的にもそういう例はないというふうな見解

もいただいております。そして、先ほどの５つの問題がなければ認めないと言っておるんですか

ら、文化庁に確認されたんですか、その辺のところは、どうなんですか。どうしようもないね。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小宮議員のあれは、ただし書きというのとか、なお書きというのをよく

抜けてから質問をされますが、ただしという部分での例外規定等は、それは認めているというこ

とで、まして平成８年３月にでき上がった基本計画の中には、九大の先生はじめ、文化庁の方々

が入ってこれはつくられたものであります。そういう方向性の中で、私どもは、このことについ

てはきちんと折衝をしていかないといけないと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  では、来年の４月１日付からの駐車場ができないときには浜の

ほうに移すわけですね。そして、この博物館の計画がありますが、これ見ていただきたいんです

が、この計画では、この交流センターに全ての交通機関が入ることになっています。そして、今

の幼稚園のところは、導入散策区域になっています。これが基本的な計画なんです。それで、今

の幼稚園駐車場は法律的にはできない。もしできるとすれば、それは一番好ましいことだけどで

きない。もしできないときはどうされるんですか。市民との約束があるんでしょう。いいですよ。

もう時間がない。そのときはやめてもらわんといかんですけど。 

 それと、対馬市の政策マネージャーの件なんですが、私も口すっぱく言いますけども、こんな

ばかげたことはないです。条例でははっきりとうたってあるんですから、１項、２項、もうはっ

きりしなさいということでうたってあるんです。それが、今だって一緒だという、こういうくだ

らんことじゃ行政は任されませんよ。 

 そして、悲しいかな、副市長２人おるけれども、私もどうかということでお聞きしましたが、

２人そろって市長の今までの言われた見解ですという答えです。１条と２項は別々なんです。そ
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れでも一緒だという。昔の言葉にございますが、「けんごん」という言葉がございます。諫める

ことを言うということです。これは、昔、殿様が間違ったことをしたならば、命を張って食いと

める、諫めるという言葉なんです。そのぐらいのことは副市長２人もおるんだから、誰が見ても

間違ってます。諫めにゃどうするんですか。きのう渕上議員も言っておったけども、市長にもの

を言う人間はいないのかと、そういう状態です。本当に２人の副市長が１条も２項も一緒だと言

うならば人間失格です。寂しい話じゃないですか。「けんごん」が必要ですよ。それがなければ

どうしようもないじゃないですか。寂しい話ですけど。何か言いなさい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  人間失格とまで言われた副市長ですが、その前に一言だけお伝えします。

「けんごん」ではなくて、「かんげん」の間違いでございます。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  「けんごん」も「かんげん」も一緒みたいなもんです。条例に

もいろいろあるんですけれども…… 

○議長（堀江 政武君）  １３番議員、時間が来ましたので、質問があれば簡単明瞭にまとめてお

願いします。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  はい、わかりました。まとめて５分ぐらい話しましょう、そん

なら。 

○議長（堀江 政武君）  ５分はちょっと長いので。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  この政策マネージャーの件は、私の考えは間違っておるんじゃ

ないかなと思って、県にも公開質問状を出しました。県に、県の地方課がこう答えています。い

いですか。これはどうしようもないですね。（「時間時間」と呼ぶ者あり）ちょっと待ってくだ

さい。県の条例を読む限り、政策マネージャーは２条１項に当たるんだということを言っている

んです。（「もう時間時間」と呼ぶ者あり）そういうことで、常識を外れた市政をするならば、

１条２項もわからんようであれば、日本国憲法の９条の１項も２項も一緒だということであれば、

これは、どうしようもない。そのようなことでは市政は任されない。よって、早くやめるように

再度促します。 

 以上。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今の県の見解のお話がありました。また、大事な部分を抜かしていただ

いておりますが、最終的には、任命権者の判断によるところであるというふうなことの一文も明

確にあることを私はつけ加えます。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  どうしようもない。早くやめるように。 
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 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小宮教義君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時５分からとします。 

午前10時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  皆様、改めまして、こんにちは。波田政和でございます。この

たび齋藤久光議員を代表とし、小宮教義議員、小島德重議員、そして、私を含め４名で新会派、

会派つしまを結成しました。今後は、この４名で力を合わせ、行政へのチェック機能を十分に発

揮し、議会活動に努めてまいりたい所存でございますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 また、市議会におかれましては、新旧議長の交代もあり、今後におかれましては、お２人の御

活躍に期待し、質問に入らせていただきます。 

 まず、１点目でありますが、私、今回通告しておりましたとおり、昨年９月に開催されました

定例議会におきまして、本市における外国人観光客の受け入れ体制の整備について、市長へお尋

ねし、その際、外国人観光客の受け入れについて、市長の考え方とか方向性をお聞きし、はや

１年が経過しようとしておるわけでありますが、その間、本市において、外国人観光客の受け入

れ体制の問題について、具体的にどのような展望を持ち、どのような対策や検討がなされてきた

のか。また、今後の課題や取り組みについて、どのようなお考えをお持ちなのか、今回は、前回

よりさらに掘り下げ議論を交わしたいと思うわけであります。 

 市長は、昨年９月の定例議会の折に、私の質問に対し答弁の中で、島の生き残りに観光産業な

くしては市民の活力の維持が難しく、国際的なまちを、まちづくりを目指していくとお話があっ

ておりました。また、外国人観光客の受け入れについては、島内南北に若干の温度差があるので

はと、このようなお話もあっておりました。 

 このように、外国人観光客の受け入れに対し、市長の前向きな答弁からも前回より一歩進んだ

受け入れ対策などがとられていると推察するところでございますが、よろしければ、具体的にど

のような対策がとられているのか、また、どのような方向性で今後外国人観光客の誘致に取り組

んでいかれるお考えなど踏まえ、お話をお聞かせください。 

 ２点目でありますが、対馬市が開催・運営する各種イベントのあり方であります。年間を通じ

て対馬市ではさまざまなイベントが催しされています。しかしながら、イベントが重複する場合、
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時として、市民の方々はどちらかを選択しなければなりません。このように、イベントを立案し、

日程を決める場合、各種部署、縦のつながり、横のつながり、連携はどのようになされ、また、

どのような方法で日程が調整されているのかお尋ねしたいと思います。 

 前日からの質疑で答弁が重複する場合は省略しても構いませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  波田議員の質問にお答えさせていただきます。１点目の外国人観光客の

誘致についてであります。９月から現在に至るまでの外国人観光客の受け入れについて、市とし

てどのような対策を打ってきたのかということでございます。２５年、昨年の９月からでござい

ますので、大きく物事が大幅に変わったというところはなかなか見出しにくい部分が多々ありま

すけども、私どもの方向性というところについてお話をさせていただければと思います。 

 もう御存じのように、平成１１年から国際航路が開設されて、現在のように、飛躍的に韓国人

観光客が増加をしているような状況であります。航路開設の当初時点においては、やはり受け入

れ体制のおくれとか、文化の違いのマナーの問題に対処するため、観光物産協会や国際交流協会

をはじめ、島内観光事業者や韓国側旅行者との協議を重ね、旅行者からのマナーの徹底のお願い

をしたり、韓国語による案内板等の整備、受け入れ体制の整備、課題の解決に向け対処をしてき

たところでございます。 

 当初は、２０人、３０人程度の団体客をガイドさんが引率をしてくるケースがほとんどでした

が、３社体制になった以降、小グループや個人客の御来場も急増してきている現状でございます。 

 また、対馬観光情報もブログやツィッターの情報で事前に把握をし、来島する方も多くなって

きており、日本の文化、風習に準じたマナーを守っていただける方も多くなってまいりました。 

 しかしながら、一部の方は事前の準備もないままに御来島され、マナーを守っていただけなか

ったり、どこへ行っていいのか途方に暮れる方々もおられるようにお見受けします。 

 私ども対馬側、受け入れ側としましても、韓国語による対応、案内の表示、クレジットカード

決済体制への整備等を進めてきたところですが、まだまだ十分な受け入れ体制が整っている状況

に至っておりません。 

 御質問の趣旨であります外国人観光客の受け入れに対する整備と対策についてでありますが、

２５年度の取り組み状況を御報告を申し上げます。 

 近年、自転車やレンタカー利用による旅行者が増えていることもあり、島内主要箇所に観光案

内板、誘導板１８基を設置をしております。この事業では、平成２９年度までに２９２基を整備

し、観光客の利便性を向上させようとするものでございます。 

 また、グレードアップ事業として、宿泊施設へのウォシュレット等の整備に対する助成及び無
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線ＬＡＮの整備を行っております。特に無線ＬＡＮにつきましては、外国人がスマートフォン等

で対馬の観光情報を閲覧する際に、通信料金が高額になるため、無料で情報を閲覧できるよう整

備したもので、厳原市内、和多都美神社、比田勝など、観光客が多く訪れる場所を選定し、

２０カ所、３１ポイントに設置をしております。 

 また、観光地の案内や説明等の充実を図るため、厳原と比田勝の港に観光案内所を設置し、韓

国語で対応できる案内人を設置しているところでございます。その他、韓国語によるパンフレッ

トやガイドブック等の整備をはじめ、受け入れ体制の充実を図るための事業やしまとく通貨の利

用促進によります対馬島内での消費拡大等に取り組んでいるところでございます。 

 今後の方向性としまして、先ほどの２５年度取り組んできました案内板とか誘導板の設置事業、

それから、受け入れ施設のグレードアップ事業、観光案内所設置事業等のほか、韓国国内での観

光ＰＲ等の宣伝事業にも取り組んでまいりたいと思います。 

 観光バスの駐車場の問題につきましては、先ほど小宮議員、そして、昨日の大浦議員に対する

答弁のとおりでございます。 

 また、予算額としては、ほとんど見えてきませんが、外国人観光客の万一の事故やトラブル発

生時に対応するため、韓国語によるサポート体制を整備したり、警察、消防署、病院、さらには

駐福岡大韓民国総領事館との連携によるサポート体制も構築をしているところでございます。 

 冒頭に申し上げましたが、現在、小グループや個人旅行者が大変多くなっております。また、

宿泊施設の不足も大きな課題であります。平日でも４～５００人、休日になりますと１日に

１,２００人もの観光客が来島されます。市といたしましては、先ほど申し上げました取り組み

に加え、国際ターミナルにおける入国手続の時間短縮、宿泊施設の不足に対するホテル誘致事業

等にも取り組み、観光客の誘致活動、おもてなしの充実を図ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、２点目であります。市主催の各種イベントの日程のあり方という御質問がございました。

これにつきましては、対馬市内において、毎週末ごとに何らかのイベント等が開催されている状

況であります。これらさまざまなイベント等につきましては、市民皆様の健康づくりのことであ

ったり、学習、娯楽、交流の場として、大切な取り組みであります。ただ、現状といたしまして

は、それぞれのイベント内容にあった開催時期を選定することや、各業種の繁忙期などを考慮し

た日程調整等の結果として、同日に幾つかのイベントが重なる状況が見受けられます。 

 このような中で、対馬市が開催いたしますイベント等につきましては、例年行われている大き

なイベントなど、開催時期も何月の第何日曜などと定着しているものもありますので、ほかの行

事を組むときには、まず第一にそのようなイベントの日程を考慮はしております。 

 そして、毎月行っております定例記者発表のため、翌月の行事予定を取りまとめ周知しており
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ますが、イベント自体は各部署ごとに計画をいたしますので、連携の徹底不足などから、日程が

重なってしまう事例もございます。 

 また、今年度から新たなシステムの導入により、全職員が年間の行事予定などを入力閲覧でき

るので、いつどこでどのような行事が予定されているのか、年間分を確認することができるよう

になりました。このシステムを利用することにより、各部署間での情報確認をより密にし、日程

の調整を行い、イベントの対象者によっては、昼とするのか夜の開催がよいのかなども含め、で

きるだけ多くの皆様に参加いただける日程となるよう検討をしております。 

 今後におきましても、市の開催するイベント等につきましては、システムにより、他部署の事

業予定の確認の徹底と情報入力の徹底を図るとともに、各部署間での情報連携をより密にし、ま

た、各種団体が開催するイベントにつきましても、所管する部署で情報を把握し、システムに入

力するなどの対応を行い、市民皆様が参加しやすい日程調整を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  ただいまの答弁を聞きながら、整備も少しずつ計画を持ってや

っているというようなことだったかなと私は思っておりますが、冒頭に市長の発言を紹介しまし

たように、私が、市長が言う誘致活動が対馬の大事な産業であるということを考えた場合に、私

なりに本市が行う外国人観光客誘致事業に対し、まず大切なことは、市民にもっと広くこの誘致

活動について理解をしていただけるような説明責任を果たすべきではないかと思うのであります。 

 例えば、昨年の９月議会で、この外国人観光客の誘致に対して、私は入国料ぐらい徴収して反

映したらどうでしょうかというような話もしました。そこで、市長は、市長の答弁の中で、港湾

施設使用料３,１９０万円の収入のお話がございました。このように、外国人観光客の受け入れ

により得た港湾施設使用料３,１９０万円の収入についての仕組みとか、この収入を一般財源に

振り分け、対馬市民のためにどう使っているのか、徹底した説明をしていただくことで、外国人

観光客の受け入れ体制について、賛否両論ある考え方を一新していただきたいと強く望むもので

あります。 

 また、年間２０万人の外国人観光客の来島を目標に官民一体となることが市長がお話されると

おり、島の生き残りとなっていくのではないでしょうか。 

 私は、外国人観光客が本市へ入国する姿勢と、受け入れ側、つまり私ども対馬の姿勢は比例を

していると感じております。十分なおもてなしとか受け入れに対し、日本の、いや対馬の心が伝

わる政策を打って、対馬をもっと内外にアピールしていただきたいと強く感じております。 

 このようなことから、私なりに対策しなければならない課題として、先ほどから数名の議員さ
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んの話の中でありましたが、まず、観光バスの交通問題があると思います。現在、厳原市内を見

ますと、ティアラを中心に市内観光が行われている現状から、観光バスによる一般車両や歩行者

を巻き込んだ交通妨害、交通違反などが目立ち、早急な整備の必要性があり、受け入れ側の本市

の対応を不備であると言うしかございません。また、不足する宿泊施設の問題に関しましても、

先般、中村知事が２期目の就任の挨拶の中で、対馬の現状についてこのようなお話をされていま

したので、御紹介させていただきます。韓国から多くのお客様に対馬においでいただいておりま

すが、宿泊施設が足りない、ホテルをどう誘致していくのか、そういった具体的な課題をターゲ

ットに戦略づくりを進めて、具体的な取り組みを始めなければならない。このような知事のお話

の中から、市長、今後どのような戦略をもって、どのような動きを県となされていくのか。また、

どのように長崎県と連携をした取り組みをしていくお考えがあるのかなど、この時期に早急に対

策を打たなければいけない課題は幾つもあると思います。 

 先ほどから１年足らずでかわりばえはない。受け入れは不十分であるというまとめのようにも

ありましたけども、先ほどからるる話がある中で、本定例会の初日に、市長の行政報告の中で、

しまとく通貨について換金率が県下で一番多いと御報告がありました。果たして、市民はこのこ

とをどう理解しているのか。換金率は県下一番、しかし、この通貨を利用し換金している

３４.３％のうち、外国人、言うならば韓国人、ほとんど、だから、韓国の観光客のために発行

しているみたいなものだと、そういうふうに捉えられているのではないかと思います。それが、

絶対そうだというわけでもありませんけども、皆さんも御承知のように、この通貨の意味合いと

か、もう皆さん周知していると思いますけども、私なりにここをそういうふうに捉える場所があ

ります。 

 このしまとく通貨の狙いは、消費を増やすことを目的としてきたはずであります。大事なこと

は、換金率３４.３％の数字ではなく、しまとく通貨制度により来島される観光客の１人当たり

どのくらい消費が向上したのか。また、しまとく通貨制度開始前より、各店舗においてどれだけ

売り上げが上がったのかということを、市民へもっと深く情報を発信すべきであると、私はこの

ように思います。 

 このようなことからも、目線を変え、人の流れ、導線、変えることが今まで以上に市民に、特

に市長がおっしゃる南部地区の市民の方々でありますが、外国人観光客が来島することを深く歓

迎していただき、また、来島する外国人観光客のあり方が、今まで以上喜んで帰っていただける

仕組みができるものではないかと。この言葉も、市長の前回の議会の中で南北若干の温度差があ

るという話をもとにして、私なりに考えたところでございます。 

 そして、さらに重要なことは、外国人の自然増ではなくて、積極的に入国、出国に力を入れる

ことが共存のあり方であると私は思うわけであります。 
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 話は若干変わりますけども、先般、私の韓国の友人になぜ対馬に来るのかと尋ねましたら、静

かで美しい島、だから行きたいと話しておりました。一例かもわかりませんが、受け入れ整備を

しっかりやり、今まで以上に魅力のある対馬につくり上げれば、観光客は無限大に広がり、反映

するのではないのでしょうか。 

 このように思うわけでありますが、改めて市長、ここでるる述べましたけども、市長の御答弁

をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  韓国人観光客を誘致する、また、受け入れをするに当たってのお話の中

で、市民への理解とか施策に対する理解も含め、そして、対馬市として市政的な問題を十分に市

民の皆様に理解をしていただくために、こちらからの広報が必要なんではないか。その１つとし

て、港湾施設の使用料が、単に港湾施設の管理料のみならず、一般財源に振りかえていく部分に

ついての説明等々もやったがいいんじゃないかという御提言であります。それらについては、確

かにこのような部分があるんだよということをきちんと市民の皆様にわかっていただけるために

も必要な施策だと思いますし、そのあたりのことについては早速取り組んでいきたいと思います。 

 今月できるのか来月できるのかまでは明言は避けますが、近いうちにそれについては取り組ま

させていただきたいと思います。 

 そのことによって、お話の中で、市民全体のもてなしという心ができる中で相手が喜んでいた

だける。そしたら、お客もさらに増えていくではないかというお話でございます。これらについ

ても、しっかり取り組んでいきたいと思います。 

 それと、確かに急激な観光客が増えたために施策として遅れている部分等々がいっぱいありま

す。それらがすぐに解決できるという問題もあるでしょうけども、なかなか難しい問題がたくさ

んあります。その中で、ホテル誘致に対する県とのサポートしていくというお話の中でどのよう

なというお話もありました。この問題については、３月、４月とずっと県の局長さんもこちらに

みえられ、一緒に論議をしていく。そして、４月に新たに着任された県の対馬振興局長さんもこ

の問題について、どのようにやっていこうかというふうなことで話にもおみえになられました。 

 また、最近では、韓国の方をこちらにお呼びしてから、実際、違う視点で対馬の日帰り客を宿

泊客に変えていくための施策、当面できる施策等々についても意見を聞くために、こちらにも来

ていただいたりもしております。そういう中で、方向性が見えた段階において、また、県のサ

ポートもいただかなくてはいけませんので、その情報については県に流し込みながら組み立てて

いきたいというふうに思っております。 

 しかし、そういうことをするにしましても、波田議員が先ほどおっしゃられた市民への理解、

市民への広報というのがまず第一なんだということでございます。それらについては、しっかり
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近々取り組んでいこうというふうに考えております。 

 ありがとうございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それでは、ただいま市長のほうから誘致による収益の説明を市

民にどういう形かで徹底するという明確な答弁をいただきましたので、少しでも早く周知徹底を

よろしくお願いしておきます。これも、市長が目玉とする誘致に対して、対馬市民が一番よく理

解すれば幸いかなと思うから、よろしくお願いしておきます。 

 先ほど話が出ましたように、宿泊施設の件について若干触れさせてもらいたいと思いますが、

厳原市内とか比田勝地区の宿泊施設は、外国人観光客の入港、出港状況によって非常に左右され

ているというのは、皆さんが既に承知と思います。しかしながら、日本の旅行者が来島を制限す

る場合もあるようにあります。 

 そのような中で、日本人観光客や島外から来島されるビジネスマンの方々の宿泊場所が確保で

きない状況にもあることは既に御承知のとおりと思います。現在、対馬市が行っているはずの比

田勝地区の三宇田浜ホテル誘致について何らかの進展があったのか、これもお伺いしたいと思い

ます。また、このホテル誘致について、日本がだめなら、外国資本を入れ誘致する考えはないの

か。 

 それと、以前、市長がお話されておりましたが、外国人観光客の方々がまた対馬に来たい。す

なわち先ほども話がありましたように、リピーターを増やすことが重要だと話があっております。

この件について、ホテル誘致の問題と外国資本での誘致の問題と、この２点、市長が何かあれば

お答えしていただきたいと、このように思います、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  三宇田の件につきましては、先ほど申しました、今までの方向性ではな

かなか国内外ともに参入してくるのが難しい状況にあるものですから、違う視点でのつくり込み

ができないかということで、今向こうから来ていただいて、どのような形がいいかを調査をして

いるところであります。 

 もう一点ですが、それが外国資本でもいいんではないか、どうする予定なんだというお話でし

た。これにつきましては、その方向性が見えた段階で一つの結論を出さないといけないと思って

おります。 

 今、５月の２０日以降、私どもに入ってきた情報で、国の方向性が、総務省が打ち出しており

ます地方の元気創造プラン等によりまして、今球出しをもうすぐしたら言ってくる時期が来ると

思っております。その球出しの中に、そのようなものものせ込んでいけたらいいなというふうな

考えもしながら、事務を進めておるところであります。その創造プランにつきましては、国のお
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金だけではなくて、だぶついている地方の金融機関の資金というものをどのように無担保で融資

させていくかということも国は考えながら、この制度をつくり込んでおられるようにあります。

それらが６月の下旬、今月下旬に総理大臣から発表されるその骨太方針の中に明確に打ち出され

るというふうな情報は聞いておりますので、そういうこともにらみながら組み立てを、歩みを速

めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  市長、それでは私の答弁にならないから、もう一度確認します。

対馬市のトップである以上は、現時点でホテルが足らないとはっきりしておるわけですから、そ

したら、トップとしての考え方を、総務省とか国とかじゃなくて、あなたの考え方を教えてくれ

ませんか、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  必要だという考えの中でどのような制度とか、そして、どういうものの

組み立てがよいのかというのを調査をしながら財源等を見つけていくという作業を今やっている

最中でございます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それでは、財源確保とか、いろいろな諸問題が片づけば、建設

に向けて前向きにいくという解釈でよろしいんでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  建設、市がするわけではありませんけども、促していくというふうな方

向で考えてはおります。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それでは、この問題は要望を言っておきますが、先ほどから市

長は、私が９月議会から話す中で、生き残りをかけて誘致にやるんだと言うなら、ここは絶対的

に足らないものを早急に整備するのが市長の、あなたの仕事ではないかと思いますので、よく難

しい法律はわかりませんけども、誘致にやる以上は、受け入れ側をしっかりしていただきたいと、

このように思っております。 

 続きまして、先ほどから問題となっております島民の誘致に対しての認識度、これについて、

まず、私は市民の１人として、観光バス、法的話はたくさん出ましたけども、私は、実質どのよ

うなことなのかだけを具体的に説明だけをさせてください。 

 というのが、要するに市長にお尋ねしたいんですが、国分地区にある嘉瀨商店って御存じです

ね。たばこ屋、化粧品屋、わかるでしょう。あそこを、本道から大型バスが入ってくるんです、
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役場を向けて。そういうときもあるんです。そういうふうなことを考えたときに、何もないなら

いいんですけども、よく大型進入禁止とかいろんなことがあるかどうかは別問題です。誰が考え

てもあまりマナーが悪過ぎる。 

 といいますのはどういうことかというと、現況で駐車場がないので、市長も見とると思います。

市役所の前に入ってきて、ガイドもおらん、案内番もおらん、誘導番もおらん、いきなりバック

してくるんですから。あの市役所の横のロータリーでＵターンしますよね。これ非常にあの辺を

行き来する人たちは、非常に印象が悪いんです。私も何回か経験したことがあります。 

 それは、なぜこの話するかというと、要するに、日本の受け入れ側の会社のことは批判しない

んです。旅行者がというような言葉に変わるじゃないですか。そういった意味からしましても、

先ほど、そういった受け入れが不備な点がこういうふうな形としてあらわれてくるということを、

私なりに市長にお伝えしたいんです。 

 市長がどういうふうに、遭遇されたかどうかはわかりませんけども、こういった事実が頻繁に

あっております。市役所の職員が、廊下でたばこを吸う時間に外を見らせてみませんか。バスが

ずらっと並んでますから。ということは、それだけ迷惑を被っておる島内の人がおるということ。

だから、もう何てことしてくれるんだろうというように言葉として変わるじゃないですか。この

辺を御理解ください。 

 私の希望は、市長が、このような現況の説明を私しましたので、バス業者と話をされる機会を

つくっていただいて、業者の事情も酌んで改善策を打っていただければ、市民も安心して往来も

できるし、また、運転手さん方もいろんな批判とかしなくて済むようなことになるんじゃないか

なと、このようにも思っております。 

 これは、このくらいにしまして、もう一点、最後になりますが、観光誘致の一環として、国境

花火大会について少し触れさせてください。 

 といいますのが、観光誘致の一環の目玉として、国境花火大会の実証実験の予算が決議実施さ

れておりますよね。この事業については賛否両論ある中、市長の決断でありますが、市民にわか

りやすくもう少し議論が必要ではなかったかなと、私なりに思いますが、これは、市議会が決議

したことでありますので、これは、差し控えたいと思いますが、また、本議会の初日にも、今年

度、いわゆる２６年度計画されております。この花火大会の案件について、予算の上程があって

おります。一部の議員さんの方々から、この事業に対して否定的な意見があったようにも感じて

おります、説明の中で。 

 先ほどもお話しましたが、そもそも昨年、今年度の実施が計画されています、対馬国境花火大

会に向け、実証実験をしたいと市長の提案の際、ここでも賛否両論ありました。しかし、結果と

して、議会は賛成したわけでございますので、今になってこの事業に否定的な意見を発する方が
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議会人としていかがなものかと、私は疑問に思うところもあります。しかし、説明と実際行おう

とすることが違えば、当然かもわかりません。 

 しかしながら、市長の発案でも非常に上対馬振興策の１つとしても、それは、十分、的は射て

おるのかなと私なりに思っておりますが、過去に例のない新たな交流の布石を私は理解しており

ます。 

 市長も前回の答弁の中にもありましたが、交流に対しては過去の歴史そのものが当たっておる

んだと、明確に話されました。だから、私は、交流とは一体何ぞやと思うところから、交流とは

行ったり来ていただいたりすることそのものが大事だと思うわけであります。交流の原点に立ち

返り、誠意を示そうではありませんか。 

 昨年、北海道、日本の最北端である稚内市に行政視察に行った折、隣国のサハリンとの交流の

あり方など、話の中で我が対馬も手本としたいと感じて帰ってまいりました。ともに善知識に捉

え、隣国ではなく隣地として捉えたならば、もっと交流が盛んになるのではないかと、私はこの

ように思うわけであります。 

 この件についても、市長の考えがあられれば、よろしく御答弁お願いしておきます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  稚内のお話がありました。稚内からサハリンに船で５時間かけて移動も

私もさせていただきましたが、稚内の商工会の副会長さんともその後交流をしておりますが、や

はり、周辺部に位置する自治体とか地方というのは、東京が中心に回るこの国、もしくはその東

京が生み出す価値観というものに振り回されるんではなくて、周辺部の人たちがそこを中心とし

て圏域を組みながら組み立てていくやり方ということが、最終的には生き残り策なんではないか

というふうなことは、当時、稚内のその副会長さんともお話をお互いが意気投合したところであ

ります。 

 先ほど申しますように、周辺部の行き方はそれしかないと。それが、過去の対馬の歴史にさか

のぼってもやはりそうだったということに立ち返りながら、隣地とのその交流というものに私ど

もが積極的に取り組んでいくようにしたいということを改めてまた感じているところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  それでは、２点目の問題に入らせていただきますが、対馬市が

開催・運営する各種イベントのあり方について、先ほども答弁がありましたけども、私なりにこ

の問題についてはお願いがあります。といいますのが、先日の６月１日に厳原地区の大掃除があ

りました。市長御存じですか。出らなくちゃいけないですよ。ちょうどその日は消防訓練大会が

三根であっておりました。私は、久田の住人であり、久田地区の者でございますので、自衛隊の

方とか官公庁の方とか大変たくさん出ていただいて、スムーズに清掃がなされております。 
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 その反面、厳原市内から外れた地方の方々からまたお話を聞きますと、こういった大型の訓練

とかで消防職員とかが出ていくと非常に困るんだという話も聞きましたので、先ほどから話しま

すように、この大きい行事については、細部までしっかり掌握していただきたいという思いがあ

りますので、こういう話をさせていただきました。 

 それと同時に、また、我々議会人として、住民の代表として、なかなかこういった機会がない

限り、一人一人と密着したおつき合いができないんです、議会人も。どちらに参加するかという

のは本人の自由でありますが、できることなら、住民の代表ですから、住民が主となるものが出

るのは当然であって、今回は、私が訓練に行ってないからよくわかりませんが、ほとんどの方が

消防に出らはったかもわかりません。そういったことはよく調べてはおりませんが、このような

ことを考えても、やっぱり企画を打つ市側がもう少し細部まで掌握していただきたいと、このよ

うに思っております。これは要望でございますので、またそれなりの先ほど説明がありましたよ

うに、年間を通じてのものが制作しているんだということを私なりに理解しましたので、できる

ならよろしくお願いしておきます。 

 くどいようですけど、最後に観光客の誘致について、これも要望でございます。私は、観光客

誘致、特に外国人観光客の誘致が進んでいる中、本市が生き残りをかけた事業であるとの自覚の

もと、まさかの思わぬ展開がないように、二陣、三陣の先手を打って対馬の観光産業を引っぱっ

てもらいたいとお願いしまして、私の一般質問とかえさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、波田政和君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時54分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  入江と申します。よろしくお願いします。一番最後の一般質問に

なりましたけど、一生懸命やりたいと思います。５０分間、眠たいでしょうけど我慢して聞いて

ください。 

 一般質問に入ります前に、一言、市長に言いたいことがありますので言わせていただきます。

きのうのいづはら病院跡地問題で大浦議員が一般質問されたんですけど、あの答弁に対して、も

う何か、苦し紛れの一生懸命のうそをつかれました。 

 私はこの３カ月、一般質問をするのに、いづはら病院問題では長崎まで何度も、何度も足を運
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び全部調べてまいりました。それで、うそをつかれていることが確実にわかったんです。何を笑

っているんですか。だから、今日はうそをつかないで本当のことを言ってください。いづはら病

院問題に関しては。全部調べてまいりましたので、以上です。 

 一般質問に入らせていただきます。 

 通告をしておりましたいづはら病院跡地利用についてお尋ねします。 

 私は議員になって、昨年の６月から１年間にわたり厳原市民の一番注目しているいづはら病院

跡地利用について市長にお尋ねしてまいりましたが、３月の議会までは市長の答弁は何の進歩も

ありませんでした。もう開院が来年なのですから、どこの法人と交渉中か、交渉期限はいつかお

答えください。また、基本病床数の設定を見直すべきだという要望書を出しておられますが、県

に、３月までの議会の返答ではまだ県からは全然、回答は来ていないという御答弁でしたが、回

答は来たのでしょうか。お答えください。 

 第２に、対馬市指定管理についてお尋ねします。 

 ３月１７日、長崎地裁厳原支部において、社会福祉法人梅仁会に対して３３０万円の損害賠償

命令と、元市議に対して２０万円の損害賠償が出ております。市の大事な財産を指定管理してい

る市長の親戚の梅仁会は、この事件に対していつ報告がありましたか、市に。どなたが受けたの

か、市長はどのような対応をしたのか、またこれからどのような対応をされるのかお答えくださ

い。 

 第３番目に、市職員による不祥事についてお尋ねします。最近、職員の不祥事が頻繁ですが、

市長になられてこの６年間で何件あったか、またその処理をどのようにされたのかお答えくださ

い。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  冒頭、入江議員のほうからうそをつくなというふうに言われましたが、

私はうそをついているつもりは全くありませんし、今、起こっている物事について伝えられる範

囲にきちんと伝えてきているつもりでございます。 

 病院の跡地の問題につきまして、いつを新しい法人の期限にするのかというのが、まず、ござ

いました。これにつきましては、当然、来年の春に統合病院が開院する、このことについては皆

様方にも伝えてきておりますし、そして開院後に跡利用をするところが、そこをどのように改修

していくのかという期間も必要になります。 

 その始まりの改修の開始の時期については、当然、転院後になるわけですけども、そこに入り

込んでいくという導入の最終的な結論っていうのは、やはり秋ぐらいには遅くとも決めないと物

事は決まらない、次の方向性が見えてこないんじゃないかなと思って、自分の中では期限をつく
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って動き出しをしているつもりであります。 

 また、県のほうに対して出している要望に対して回答は来ているのかということですが、要望

という性格上、私どももたびたびいろんなところに要望を出すわけですけれども、これについて

書面での回答は一切求めておりませんので、回答というものは書面で来ているものではありませ

ん。 

 ２点目の対馬市が指定管理をしている社会福祉法人に対してのお話がございました。 

 これにつきましては、もう既にご存じのように３月１８日付長崎新聞の記事によりますと、社

会福祉法人の職員である、元市議に全身マッサージを強制されるなどして精神的苦痛を受けたと

して、元職員の女性が慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟の判決があり、３月１７日長崎地裁の

厳原支部において、この訴えを認め、法人それから、元市議にそれぞれ３３０万円と２０万円の

支払いを命じたというふうにあるものです。法人は適切な法人環境を提供する義務を怠ったとい

う過失というふうにこれによると書かれております。 

 指定管理の状況でございますが、２６年５月１日現在、指定管理者制度で運営をしている社会

福祉施設は老人ホームが２カ所、特別養護老人ホームが３カ所、ピアハウス１カ所、デイサービ

スセンター４カ所、そして福祉センター３カ所、活動支援センター１カ所の合計１４カ所であり

ます。 

 対馬市が社会福祉法人梅仁会に指定管理者制度で管理を委託する施設は、養護老人ホーム丸山

と公園施設であります対馬市ファミリーパーク、それに温泉施設ほたるの湯の３カ所でございま

す。養護老人ホーム丸山につきましては、平成１４年度に対馬総町村組合が設立し、梅仁会に運

営を管理委託契約で委託、平成１６年３月から対馬市の合併に伴い、平成２１年３月まで運営を

指定管理者制度で委託、さらに２１年４月から２６年３月までの５カ年間、平成２６年４月から

平成３１年３月までの５カ年間、指定管理を非公募により継続更新をしております。これは、昨

年１２月の定例議会において議決をいただいてるところでございます。 

 また、公園施設の対馬市ファミリーパークにつきましては、平成１４年４月に開設し、財団法

人峰町総合開発公社に平成１９年６月まで管理を委託契約で委託、その後、指定管理者制度によ

り公募をし、２者からの応募がありましたが１者が辞退し、審査の結果、平成１９年７月から平

成２４年３月までの４年９カ月間を指定、その後、期間満了に伴い、前回同様公募を行い、１者

のみの申請があり、審査の結果、平成２４年４月から平成２９年３月までの５カ年間指定をして

いるところでございます。 

 次に、温泉施設ほたるの湯につきましては平成１７年３月に開設、当初、直営で運営をしてお

りましたが、公の施設の管理運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図る目的で規定

により公募を行い、１者からの申請があり、審査の結果、平成２１年４月から平成２６年３月ま
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での５カ年間、指定を行い、その後、指定期間満了に伴い、前回同様、公募により募集を行い、

審査の結果、同法人を平成２６年４月から平成３１年３月までの５カ年間、指定を行っていると

ころでございます。 

 この公の施設の指定管理については原則、公募を行い、透明性や公平性を確保することが重要

であることは認識しておりますが、養護老人ホームにつきましては、入所施設でもあり、施設利

用者と施設管理者の間に長期継続的な人的信頼関係が必要な施設でもあり、また利用者の利益保

護を図る上で、非公募といたしております。 

 なお、継続更新に当たり、法人からの指定申請の提出を求め、実績及び事業計画並びに経営状

況を指定管理者選定委員会で選定基準に基づき審査をし、指定管理者として妥当であると決定を

し、指定をしているところであります。 

 次に、対馬市職員の不祥事についての質問がありました。私が就任してから６年間で何件の不

祥事があったかという御質問でございましたが、懲戒処分を行った件数で申しますと、合計で

５５件ございます。処理の手続きでございますが、対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例に基づき手続きを進め、対馬市職員の懲戒処分に関する指針により、副市長が委員長を務める

対馬市職員分限懲戒審査委員会で処分内容を十分審議し、その対象となった非違行為について厳

正かつ公正に懲戒処分を実施をしております。 

 懲戒処分の内訳ですが、戒告３３件、減給１４件、停職５件、免職３件です。また、行政報告

でも報告いたしましたが、職員は公務の内外を問わず、高度の行為規範が要求される立場にあり、

市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない立場でありながら、懲戒

処分の対象となる非違行為は市民の市政に対する信用を著しく失墜させるものであり、公務員と

して許すことのできない行為であります。 

 部長会議での指導の徹底を指示をし、管理監督者においては、文書で職員の綱紀の粛正につい

て徹底を図るよう通知しました。しかし、非違行為が後を絶たないため、私、みずから各部署を

回り職員に直接、非違行為への注意喚起と市民の皆様の信頼を回復するため、まずは市民の思い

や意向を察し、備え、応えることができる市民コンシェルジュの構築を進め、市民の総合窓口と

して誠意を持って応対ができるように務めるよう、職員にお願いをしております。 

 そのような精神が醸成されれば、不祥事を起こす職員は根絶され、市民本位の行政の執行によ

る地域や、市民の活性化につなげると共に市民の幸福度向上に向け、市民サービスの質の向上も

図っていく所存でございます。今回の不祥事を教訓として、今後も私と共に職員一人一人がみず

からを厳しく律し、市政の発展に邁進をしていく考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 
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○議員（３番 入江 有紀君）  いづはら病院の跡地利用の件なんですけど、県まで行って病院企

業団の企業長ともお会いしてきたんですが、対馬市長からいづはら病院跡を残したいのであそこ

を貸してくださいということを一言も言われてないということなんです。それで、あの病院跡は

一応、対馬市のものじゃないんです。土地はそうですけど、あの病院跡は企業団のものだから、

まだ一言も言われていません。でも、財部市長はずっとこの１年間、残す、残すって言ってこら

れましたよね。あの病院企業長の話では、政治的に対馬の市長さんがあの病院跡を残すと言って

あるだけで、私たちは大変迷惑をしておりますという返事だったんです。 

 だから、全然、市長が病院企業団のほうにはあそこの病院を貸してくださいとか病院を残しま

すとか相談を受けたことはないと言ってあります。どういうことなんでしょうか、それは。 

 病院を残すなら、企業団のほうに貸してくださいとか、あそこの病院跡を残したいんですがと

いう相談をしてもいいんじゃないかと思うんですけど。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今までの論議、そして１２月議会のほうから決議をいただいて、そして

１２月の２０日でしたか、県のほうに行きまして、基準病床の問題で、当然これが引っ掛かって

おったわけですから、県の医療政策課のほうに市民の思いはこういうことだからということで、

この基準病床の見直し、並びに平成１８年の厚労省通知に基づいた力添えをくださいということ

で昨年末に県のほうに行き、その後、県のほうとその調整をし、当然１２月の２０日において、

こういう方向に対して県も汗をかきますというふうにおっしゃって、その詰めをずっとしてきて

おります。 

 米倉企業長の記憶も私はおかしいと思いますが、４月の２４日、４月においてそれは就任され

た年の４月２４日でございますが、そのときにいづはら病院において、私は会議室で面会をしま

した。対馬として、また厳原の市民の考えはケアミックスということでいっておりますので、と

いう方向性はきちんとお伝えをしました。ただし、この施設をどうのこうのという、そこまで私

は、その段階ですからまだ話はしておりません。 

 なぜならば、入江議員がおっしゃられるように土地については対馬市の土地であります。もし、

その施設を使わないということになった場合は、企業団のほうは逆に全部を撤去をするような話

も当時の契約の中には入ってたはずであります。 

 そういう中で、そしてまして、建設の関係につきましては、私どもも一定の備品等についても

市の負担をしてきた部分もございます。私どもも、登記簿上はないかもしれませんけども、財源

の負担はきちんとやってきた建物というふうな考えを持っております。厳原市民の皆さんの思い

を汲んでその形づくりに、昨日から話しておりますように、今、ずっと邁進をしておるところで

あります。 
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○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  企業団から聞いてまいりましたが、建設推進管理会議では、今後

の対応として、現いづはら病院は介護施設または高齢者向けの施設と推進し、新病院との適切な

役割分担と決定していますということなんです。それで病院企業団としては、実際、病院跡はま

だ上等だから一応使えますけど、介護施設か高齢者向けの施設にということで考えていますとい

うことです。 

 それともう１つ、病床数の問題ですけど、病床数の変更のお願いを厳原町の区長会から平成

２３年８月２１日に県のほうへ、対馬市から平成２５年８月３０日、それからもう１つ、対馬市

から２５年１２月１８日に病床数の変更を、それから２５年１２月２０日対馬市議会から要望が

出ておりますが、この要望書を県が受け取った時点で１２月に対馬市のほうに、県としては

２５年１２月に対馬市に医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを具体的に示していただ

くように依頼をしましたが、今、６カ月になりますが、具体的に全然来てないそうです返事が、

対馬市から。 

 だから、つくる、もうあれはないんですよということを言われました。それで、市長も病院跡

を残したいなら、１２月に県からこの問題を言ってきたときに、具体的に示してくださいって言

ってきたときに何で返事を出さないんですか。返事を出さないということは、もう厳原病院跡を

残さないということじゃないですか。６カ月になったところで対馬からは何も言って来ませんよ

ということですよ、県のほうは。 

 残したいなら、この具体的に示していただくようにということを、文書が来ているじゃないで

すか。何で出さないんですか、それを、もう６カ月経ってますよ、１２月から。全然出て来てな

いって言ってますよ、県は。どういうことなんですか、これは。病院は残す、残す。全然、これ、

県に病床数の変更の返答してないじゃないですか。あなたは３月の議会で、まだ返事は来ており

ませんて言いましたよね、私に。でも、返答は来とったじゃないですか、１２月に。１２月に返

答来ているんですよ。医療対策室の人はどうですか。来ておるはずですよ、これは。県がはっき

り、これは言ってますから。だから、まだ言ってますから。だから、いづはら病院跡を残す、残

すって言うたところで残れないんですよ。 

 私は、県まで８回行きました。全部調べてきました。ところがもう残せないんですよ。でもあ

なたは、やめたくないためにずっと言ってるんじゃないですか。病院跡を残す、残すって。どこ

の法人が来ますか、何がおかしんですか。何で返答を出さなかったのか言ってください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  やめたくないためということではなくて、市民が求めてる姿を、私は求

め続けてるわけでして、私のことで、個人的なことではありません、まずもって。 
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 今の話でございますが、私どもは県に対してずっと言っておりますのは厚労省の通知のそちら

でいきましょうということをいき、その話を２月から、ずっと県ともしてきてるんですよ。して

きております。それはきちんと向うも残っておりますし、うちの職員も行って話し合いをずっと

きております。その結果として、きのうも言いましたが、厚労省通知に基づいて、そちらで道を

開いて行こうと、基準病床を見直していくのには、２年、３年かかる、それは待てない。ならば、

厚労省通知に基づいて行こうじゃないかということの方向性で、私どもは動きを早めてるという

ふうなことでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  じゃあ、この前の３月の議会で、返答が来てませんという返答で

したよね、これにもありますけど、一般質問のあれにも。まだ、県から返答は来てません。県は

１２月に出してます。これはどういうことなんですか。医療対策室のほうに出ているはずです。

だから、ちゃんと調べてきているんですよ。わたし、これ。医療対策室にも行って。「入江議員、

こうですよ。」って。でも対馬市からは返答が一切来ませんよって、ちゃんと示してくださいっ

て言って文書を出してますということですよ。 

 医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを具体的に示して文書でくださいっていうこと

が。出しましたって言ってあるんですよ。それ、もろうてないということはおかしいいじゃない

ですか。そして、返答は来てません、３月の議会では、返答はまだ来ていません、どの県議が言

われたんですかとか。県議を馬鹿にしましたよね、あなた、あのときに。何日前ですかとか。

１２月に来ているじゃないですか、返答は。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  そのことにつきましては、私の記憶では返答は来ていないと、返答どこ

ろか、それは私どもが求めている方向と、県が求めている方向が全く違うというふうに今、話聞

いていて思いますが。 

 そのことによって基準病床の不足を変更するのに、２年、３年かかるから、逆に厚労省通知の

そちらで、物事を突破していきましょうということになっているわけでして、今のお話というの

は正式に何もこちらには届いていないというふうに、自分自身は理解をしております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  うそをついたらだめですよ。ちゃんともらってきてるんですよ、

私。何月何日に対馬市にこういう文書で出しましたっていうことをもらってきてるんですよ。だ

から、どれだけ県まで行きましたか、私は。全部もらってきてますよ、何月何日に市から来たと

か。みんなもらって来てます、これ。あとで渡していいけど。うそじゃないですか、それは。あ

なたの言ってあることは。 
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 そしたら、病床数をふやすのは県や国でしょうが。そしたら、何で県に返答を出さないんです

か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  これについては、基準病床の見直しをやっていくのか、その医療計画の

見直しでいくのか、それともそれ以外の厚労省通知でベッドを確保していくのかという２つの選

択の中で後者のほうでいこうという方向で今、固まって私どもは動いてるわけでして、今のその

返答とかいう話は、何も私どもは関係ない話だと思いますけど。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  関係ないことはないじゃないですか。何でそんなら県に病床数を

増やしてくれっていう要望書を出したんですか。何も関係ないんなら出す必要ないでしょう。そ

うじゃないですか。いや、まだ私は言いますから。何がおかしいんですか。 

 そしたら、県の報告が、全然間違いなんですよね。対馬市には来てないんですよね、文書は、

１２月に。医療対策室に行ってますよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  何度も言いますが、医療計画に基づいた基準病床の増で、今の既存のベ

ッド数を求めていくのか、それとも医療計画で決まっているそれとは別に厚労省通知で既存の病

院が統合した場合の既存のベッド数の確保に向かって、厚労省が特別に認めることができるとい

うやり方でいくのかという話で、こちらのほうでいこうということで物事は進んでおるはずです。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  市長はいづはら病院跡のケアミックスの６３床を残すってずっと

言ってこられましたけれども、いづはら病院跡６３床残して新病院ができますよね。そのときに

は患者の取り合いになると思うんですよ。その場合、新病院に赤字が出たときには、負担するの

は県ですか、国ですか。お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  赤字が出ないように病院企業団という組織で公営企業法を適用する病院

にかわったというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  病院企業団の話では必ず患者の取り合いになると、そうしたとこ

ろが、赤字になった場合、新病院が赤字になった場合は、どなたが負担になるんですかっていう

ことを私は聞いておるんですよ。県ですか、国ですか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  約２２０のベッドで予定をされてます。きのう、大浦議員にもお答えさ
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せていただきましたが、亜急性期の病院であります。統合病院は。 

 それで回復期の病院を、私どもはいづはらの跡利用の医療機関を目指していくことによって明

確にすみ分けができる、そうなりますとお互いの経営を圧迫するという形にはならないものだと

思いますし、福岡方面で回復期の病院を送らざるを得ない方たちにとって、対馬でその回復期を

送れるということがよりよい方になっていくものと私は思っておりますので、お互いの経営はや

っていけるというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  病院企業団としては、いづはら病院跡を残してもらえば、患者の

取り合いになるから新病院に赤字が出るって言ってるんですよ、必ず。 

 そうなった場合、どこが負担するんですかって聞いてるのに返事が返ってこないんじゃないで

すか。その赤字になった負担金は、県が負担するんですか、国が負担するんですか。お答えくだ

さい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私もそこまでのお勉強はしておりません。今までの経験測の中でいきま

すと、赤字がいづはら等についても出たことがありませんでしたし、経常利益の累積の中で補痾

をしたりすることもあったみたいですし、先ほど言いますように公営企業法として物事を組み立

てていくわけですから、そこの部分についてはしっかりと公営企業で頑張っていただかなくては

いけないというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  県と話をしてきたんですが、新病院をつくっていづはら病院を残

した場合は患者の取り合いこになって新病院に赤字が出ると、その場合は市が負担していただけ

ますかという文書を県から来ているんですよ。それに対してから返事が出して来ないらしいんで

すよ、だから市が負担するんですよ、赤字になったときは。必ず赤字になりますよ。両方の病院

で患者の取り合いするんですから。そこまで言うんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、病院企業団がそのようなことで私どもに文書が流れてきたっていう

ことは皆目、私はわかりません。 

○議員（３番 入江 有紀君）  病院企業団じゃない、県ですよ。 

○市長（財部 能成君）  県が。 

○議員（３番 入江 有紀君）  県。 

○市長（財部 能成君）  県の医療政策課がですか。 

○議員（３番 入江 有紀君）  そうです。 
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○市長（財部 能成君）  私の記憶にはそういうのはありませんが。 

○議員（３番 入江 有紀君）  だからそんなして……。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  だからそんなして言い逃れをするんですよ。 

 だから、いづはら病院跡は６３床、もう残せないんですよ。 

 病院企業団としても、対馬の市長さんが政治的に言ってあるだけで、入江議員、本当にあそこ

は、私たちはいい迷惑しておりますって言ってあるんですよ。はっきり聞いて来たんですよ、目

の前で。あなたが言いよるだけやないですか。市長が言いよるだけですよ、残す残すって。そし

たら、残したいなら、何で病院企業長にでも、企業団に行ってあそこを貸していただけませんか、

私たちはこうして病院を残したいんですけどということを言っていかないんですか。何も聞いて

ませんよということですよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  何度となく答えておりますが、米倉企業長が就任された４月に、私はい

づはら病院の会議室において、この後、いづはら病院の跡利用計画についての方向性は明確に伝

えております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  だから、１２月に県から医療対策室のほうに、根拠、要望書の

４件に対する返事が来ているんですよ。それでも市長は３月の議会、まだ来ていませんとか言わ

れましたけど、来ているんです、これは。 

 きのうの大浦議員のときも、２月から４月にかけて、県とも話し合ってますとか、うそじゃな

いですか、それは。全然、話はしてないって言ってますよ、県は。何を言っているんですか。要

望書が出てないんですから。県に出しなさいって言ってあるあれが、いまだに６カ月になったと

ころで、市から何も言ってきませんよって。病院をつくる予定はないんでしょうっていう感じで

すよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  何も話してないっておっしゃいますが、私ども、ちゃんと職員は旅費を

もらって県の医療政策課と話し合いもし、電話でも話をしてきております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  あくまでもつくる、つくるって言ってありますけど、無理なんで

すよ。そして、病院企業団としては、医師、看護師の確保を物凄い頭を悩ましてあるんですよ、

今。それで、電車の中とかずっと募集を入れてますけど、頻繁でないでもうこれは、一番、医師、

看護師の確保が頭にきてますって言ってあるんですよ。 
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 市長はつくるって言ってありますけど、そこに医師、看護師をどんなしてから募集されますか。

病院企業団でも難しいところを、市長ができるんですか、それが。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  きのうの答弁で申し上げましたが、私どもにそのあたりのノウハウとか

ネットワークというのはありませんので、直営っていう考えはありません。 

 それについては、法人のほうにお願いをしていくということで、話はついております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  やっぱり、対馬市民もですけど、厳原市民も、ここのいづはら病

院跡地問題に関しては物凄い関心を持ってるんですよ。だから議会も今まで見よらんやった議会

を、今、一生懸命で見てるんですよ。だから、市長が選挙に出られるときのことを信用してる人

もまだおるんですよ。病院をつくってもらえるって。本当のことを言ってくださいよ、もう。で

きんじゃないですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  現時点で言えることはつくるということを約束しておりますので、それ

に邁進していきますし、現時点での交渉の経過を踏まえますと、一定の段階まで到達をしておる

ということをここには報告をさせていただきます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  病院跡を残したいなら、県のほうに大至急出していただけますか、

これを、文書を。６カ月返ってこんっていうこの文書を出してくださいよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  入江議員さんとこちらとの考えの違いがありますが、今、それ出してっ

て仮に言ってあるっていう、それについての方向ではなくて、違う切り口からベッドを確保する

道を見つかったから、そちらで県と一緒に汗をかいていくということに今はなって進んでおると

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  県の医療対策室には、４回いきました、私。 

 全部事情を聞いてきました。市長の言ってあることは全然違うんですよ。そうですよ。頭ひね

るなら、副市長、答弁をしてください。わかってあるなら。 

 県の方だからわかるでしょう、そのくらい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  県の方でもそれはちょっと難しいかと思いますが。 

 医療政策課のほうとも、そして部長さんとも、私も会ってずっと話をしてきているところであ
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りますし、職員もそこに行って詰めてきた結果として、先ほど言いますように違う方向、厚労省

通知に基づいたベッドの確保ということで１つの方向が出ておりますので、私どもはそれで走っ

ているというふうに御理解いただければ。それはどうのこうので物事は止まるというふうには全

く思っておりませんし、私は今のいづはら病院の跡をどうかして、市民のまた厳原地域、厳原南

部の人たちの思いというのを叶えるために、今、一生懸命走っていると。 

 そして、２つ病院ができたら、病院が赤字になってしまうんじゃないかなというお話がありま

したが、サービスをどんどん向上させていくことで、市民が喜んでもらえるような医療のあり方

っていうのを切磋琢磨してやっていくことが凄く大事だというふうに、私は思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  市長が推進管理会議にも出てありますが、そのときにいづはら病

院跡地は介護施設か老人の施設にということで決定したんですが、そのとき出てあるのに何で反

対をされなかったんですか。そのまま反対せんで、介護施設に決定したときに、市長も出てあっ

たんですよ、会議に。その会議に対して、６０以上残したいなら、その場で反対するべきだった

と、私は思います。今になって残す、残すって言い出しても無理ですよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  推進管理会議ですか。それには、私は恐らく毎回は出ていないと思いま

すが、出たのかもしれません。 

 その中で、なぜ言わなかったのかという、それは平成何年かもちょっと覚えておりませんが、

少なくとも市民の方たちの意見っていうものを吸い上げた段階ではないと思っております、今の

その話は。 

 市民がどのようにそれを汲み取っていくのかという段階で、市民の思いを十分に叶えるために、

私はいづはら病院をきちんと一定の規模を残していくと、今の既存の病床数までいかないにして

も、それ見合いの近いところを残していけるように、私はそれをやっていきますということを皆

さんにお約束をして、今、ずっと動いてるつもりですし、その実現に間もなく、この秋ぐらいに

はきちんと言えるんではないかと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  あと２つの問題は次に回します。 

 平成２２年の１１月で対馬市基本計画検討委員会と、平成２３年３月第１回新病院推進管理会

議には市長も参加されております。そのときに、いづはら病院跡地は介護施設に決定しておりま

す。それで医療機能を持った病院を残したいなら、そのときに残したいというべきじゃなかった

んですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  先ほど、申しましたように、その方向性というのを市民に聞いて反映さ

せることがまだできない段階だったということで、その後、市民のほうが、いや、それでは厳原

並びに厳原南部の人たちにとっては大変きつい問題だということで、いづはら病院を残してやっ

ていくという方向性に決めさせていただいた次第です。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  もう残らないということは、県議を同行していただいて、全部調

べてきたんです。そしたらいづはら病院跡はもう残せないと、そして企業長も政治的に言ってあ

るだけですから、それはもう信用しないでくださいということです。 

 あなたが、市長が政治的にいづはら病院跡を残すって言ってあるだけで非常に迷惑をしており

ます。ほうじゃないですよ、そうなんですよ。大体できないっていうことが決定しているんです

から、幾らつくる、つくるって言うたところで、全部調べてきました。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今の米倉企業長の発言については確認をさせていただきます。 

 私どもがやってきた方向、そして厳原市民が考えている方向というのを、私は就任の４月の段

階できちんと伝えたつもりでございますが、そのことをお忘れならば、きちんと企業長にお伝え

しないといけないと、再度伝えなくてはといけないと思いますが、何はともあれ、迷惑だとかい

う話であるならば、そのあたりの発言の真意というものをきちんと、私は確認をさせていただき

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  そしたらですよ、企業長がうそをついたっていうことですか。企

業長がじかに言ってある。対馬の市長さんが政治的に発言してあるだけですよ。そしたら何で、

いづはら病院跡を貸してくださいとか、こういうケアミックス型を残したいんですが、貸してく

ださいっていうことを企業団のほうにお願いせんといかんことだと思うんです、これは、それを

何もしてないじゃないですか、あなたの口からは。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  お願いする段階ではなく、方向性は伝えておりますし、そして、この春

に１つの方向性、先ほど言いました後者で物事を組み立てていくと、いうふうなことの方向性が

出されておりますので、そちらを組み立てて、恐らく病院企業団のほうと話するという段階には、

間もなくしたら来るんではないかと思っております。 

 なお、私は企業長がうそをついてるとかいうことは一言も言っておりません。企業長の発言の

真意を確かめさせていただきますと言っただけであります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 
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○議員（３番 入江 有紀君）  もう、いづはら病院跡は残せないということになったんですから、

小宮議員の一般質問でも、去年の３月、私の一般質問でも。残せない場合はやめますと言ってあ

りますから、潔く、男らしくやめてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  潔くやめてくれと言う発言でございますが、いろんなところからいろん

な方に、そういう発言も出てるかと思いますが、私自身はそのようにきちんとこの場で言ってお

ります。そのことをきちんと成就させるのが私の仕事ですし、私はそれを形にすると言っておる

んですから、できますれば、３番議員さんもその方向性を後押しをしていただき、対馬特有の足

を引っ張るようなことをせんでいただきたいなと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  足引っ張りはしていませんよ。どうにかしてから、南部市民のた

めに、私は残したいと言うので、一生懸命だから県にも行ってどうにかしていただけませんか、

一生懸命お願いしました。８回行きました、３カ月で。ずっと言いましたけど、対馬市の市長さ

ん自体が１２月に出しましたけど返事が来ないんです。これじゃどうしようもないです。病床数

を変えるにもどうしようもありませんという返事です。 

 だからもうこれ、つくれないということじゃないですか。潔くやめてくださいよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  潔くやめるためにも、しっかりと取り組みをさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  もう、厳原市民、南部市民をだますようなことはせんでください、

もう。信用してたんですよ。 

 ところが、もうこの状態でできないっていうことが決定したじゃないですか。小宮議員も調べ

てわかるように、無理なんですよ、もう。 

 私も県に行って来てから、これは無理やなって言ってます。だからもう無理なんです、いづは

ら病院跡を残すことは。残せば、新病院が赤字になる、患者の取り合いになる。赤字になった分

は市が負担する。大変なことですよ、これは。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたがいいですか。終わりました。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい。 

○議長（堀江 政武君）  これで、入江有紀君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（堀江 政武君）  以上で予定の市政一般質問は終わります。 

 本日は、これで散会とします。 

午後１時50分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。初村久藏君より欠席の届け出があっ
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ております。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

 日程に入る前に、市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可します。市長、財

部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。議員の皆様の席には既に資料を配付済みでござい

ますが、６月１２日入江議員の一般質問の中で、入江議員が長崎市のほうに出向き、長崎県病院

企業団の米倉企業長に直接お会いし、「企業長から政治的に対馬の市長さんがあの病院を残すと

言っているだけで、私たちは大変迷惑をしておりますという返事があった」という発言がありま

した。 

 私は、これに対しまして「企業長の発言の真意を確認します」とお約束しましたので、その報

告をさせていただきます。 

 病院企業団に、まず「入江議員が病院企業団を訪問した事実はありますか」とお尋ねをしたと

ころ、「入江議員が当企業団を訪問された事実はありません」という回答でありました。また

「入江議員が企業長の発言として迷惑をしているという内容が紹介されたが、そのような発言を

されたのか確認したい」という質問には、企業長は「入江議員とは面識がなく直接話したことも

ありません。したがって、そういう発言をした事実もありません」という回答でありました。 

 また、１３日癩癩翌日の午後に、私、米倉企業長とも直接お会いをさせていただきまして、先

ほど申しました内容についても、本人からその旨きちんと聞いたところであります。 

 次に、長崎県医療政策課に「入江議員から、長崎県は対馬市に対し基準病床が不足する根拠及

び不足病床数を具体的に示すよう平成２５年１２月に文書で依頼したという発言がありましたが、

文書で依頼した事実はありますか」という質問に対しましては、「文書で依頼した事実はありま

せん。ただし、今年に入って担当者間の協議において、今後の協議に必要な具体的な項目をメモ

にしてお示ししたことはあります」との回答でありました。 

 また「長崎県から対馬市に対し、新病院に赤字が出た場合は市が負担してくれるのかという文

書があるという発言がありましたが、そのような文書が存在するのか」という質問には、「その

ような文書を出したという事実はありません」との回答でありました。 

 なお、入江議員は「長崎県医療政策課にも４回訪問しました」という発言がありましたので事

実確認をしましたところ、「異動者も含め確認をしましたが、訪問を受け対応した事実はありま

せん」との回答でありました。 

 冒頭、入江議員は私に対して「嘘をつかないでください」という趣旨を述べられました。私を

含めた職員は、市民に対しても、また市民を代表する議員の皆様の御意見、御要望に対しても、

それを真摯に捉え、全力で誠意を持って対応していると自負をしております。議会という場にお
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いて、またテレビ放送があることで、市民も家庭や職場において議会を注視している中で、事実

に反する発言がありましたことは非常に悲しいものだと思います。入江議員には猛省をお願いを

いたします。 

 対馬いづはら病院跡利用につきましては、市民の皆様が思い描く形にすることは多くの困難が

あるのは事実でありますが、一つ一つを丁寧に処理しながら現在全力を傾注し取り組んでおりま

す。議員各位におかれましてもお力添えを賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．入江有紀君に対する懲罰の件 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、入江有紀君に対する懲罰の件を議題とします。 

 地方自治法第１７条の規定によって、入江有紀君の退場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 退場〕 

○議長（堀江 政武君）  提出者の説明を求めます。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  おはようございます。 

 対馬市議会議長、堀江政武様。発議者、対馬市議会議員、大部初幸。賛成者、対馬市議会議員、

小川廣康、同、脇本啓喜、同、小田昭人。 

 議員、入江有紀君に対する懲罰動議。次の理由により議員、入江有紀君に懲罰を科されたいの

で、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規定により動議を提出します。 

 理由。議員、入江有紀君は、平成２６年６月１２日の第２回定例会の一般質問における発言中、

事実と異なる不穏当発言をし、議会の品位を失墜させたため。 

 入江議員に対する懲罰動議の提案理由を申し上げます。 

 先ほどの市長のお話のとおり、入江議員は今定例会の一般質問において、議員としてあるまじ

き発言を繰り返しました。このことは議会の品位を失墜させるばかりでなく、重大な市民への裏

切り行為でもあります。選挙で選ばれた議員の一言一句は市民の意思であり、議員が行う質問は

市民の声を代弁するものです。市民の意思を無視し、自身の思い込みのままに神聖な議場におい

て数々の事実と異なる発言は、到底許されるものではありません。議員としての自覚に欠けるも

のです。 

 さらに、この発言により、長崎県の医療政策課並びに病院企業団には大変な御迷惑をかけるこ

とになったと推測をされます。今回の入江議員の言動は、対馬市議会の名を大いに辱めるもので、

会議規則第１５１条に定める品位の尊重に著しく違反をしております。よって、ここに地方自治

法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第１項の規定により、入江議員に対する懲罰動議を

提出するものであります。よろしくお願いします。 
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○議長（堀江 政武君）  次に、入江有紀君から本件について一身上の弁明をしたいとの申し出が

あります。 

 お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。入江有紀君の一身上の弁明を許すことに決定いた

しました。 

 入江有紀君の入場を許します。 

〔３番 入江 有紀君 入場〕 

○議長（堀江 政武君）  入江有紀君に一身上の弁明を許します。登壇して弁明を行ってください。

入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  おはようございます。 

 弁明書、不当な懲罰動議。 

 （１）私の平成２６年６月１２日の第２回定例会の一般質問における発言において、事実と異

なる不穏当発言をしたとして懲罰動議が提出されておりますが、私の質問は事実に基づく質問で

あり、いづはら病院跡地利用に関する市民の医療に関する重要な問題であり、妥当な質問です。

本懲罰動議は、いづはら病院跡地利用についての市の方針を隠ぺいすることになるものであり、

不当な懲罰動議である。 

 （２）私の質問のうち、次の２点が懲罰動議とされているようですが、同質問が事実に基づく

重要な質問であることを説明いたします。①病院企業団としては、対馬市の市長さんがいづはら

病院跡地にケアミックス型の病院施設を残すと発言されているが、そういう話がなく、病院企業

団も困っていること。②いづはら病院跡地利用について、県から対馬市に対して要望が上がって

きているが、県から対馬市に要望していることに対して、市から回答していないのではないか。

私の３月の一般質問に県からの返事は来てないと答えたが、１２月には県から返事が来ていたの

ではないか。 

 ２、病院企業団の困惑。病院企業団が困惑していることは、病院企業団の３月の定例会の議事

録からも明らかにわかりますように、米倉企業長が大浦議員の質問に対して「対馬いづはら病院

の跡地利用の件で、私も大浦議員と同じ心配をしております。対馬市としては、いづはら病院を

空にして明け渡してくれればいいというだけのことしか入ってきてないし、跡地利用の提言をお

願いされるということが一切ないわけですね。私が非常に心配しているのは、厳原からいづはら

病院の機能がゼロになるということは、厳原町民に非常に御迷惑をおかけするのではないかとい

うことは、私の心の中で非常に心配している状況です」と発言しているように、いづはら病院の

跡地利用の件で、病院施設を残すとかの話が入ってこず、非常に心配していると米倉企業長が述
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べているのです。同企業長は企業団病院の運営に関わる重要人物であり、いづはら病院の跡地に

病院施設を残すなら、病院企業団にも同方向の話があるはずであるが、そのような話がないのは、

病院施設を残すという話の具体性がないのではないかと考えられ、同質問は、私が何回か県に出

向き、企業団議員である山田県議より資料とともに確認した事実である。したがって、事実に基

づく非常に重要な質問である。病院企業団の会議に基づき、山田県議にも問題だと指摘を受けた

事実に関する質問です。私は県に何回か行って確認したと述べておりますが、長崎県病院企業団

に行ったとは述べておりません。いずれにしても、病院企業団のほうへいづはら病院跡地に関し

て何ら話が行ってないのは事実であり、同事実に基づく質問に対して真摯に答弁してください。 

 第３に、対馬市と長崎県の交渉。①平成２５年１２月１８日、対馬市いづはら病院の跡地利用

に関して、平成２４年１２月１９日設置された跡地利用検討委員会は、医療施設と介護施設を併

設した施設が必要であり、早急に整備されたいとの提言書を対馬市長に提出。②平成２５年８月

２１日、厳原区長会から山田県議を通じて既存病床数の確保を要望する要望書を県に提出。③平

成２５年８月３０日、対馬市から県へ、いづはら病院跡地に病院と老人保健施設を併設したケア

ミックス型病院を計画しているが、既存病床数が基準病床数を上回り、整備計画の協議ができな

い状況であるため、離島における医療の特殊事情を加味した基準病床数の算定見直しを要望する

要望書を提出。④平成２５年１２月１８日、対馬市議会の病院機能を併設した介護施設の整備を

強く求める決議。⑤平成２５年１２月２０日、対馬市長及び市議会議長が県に要望。⑥この後、

長崎県医療政策課より、対馬市医療対策室に基準病床数の特例の大臣協議に必要な項目など送付

し、医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを具体的に示していただくよう依頼。⑦平成

２６年２月２１日、県と対馬市医療対策室と協議。⑧平成２６年４月１１日、県と対馬市副市長

の協議。 

 以上の経過からわかるように、県は対馬いづはら病院の跡地利用として病院を開設することに

は、対馬医療圏は既存病床数が基準病床数を上回っているため、新たに病院を開設するためには、

①基準病床数の見直し、または②医療法第３０条の４第７項による特例の扱いのいずれかの手続

をとる必要があり、対馬市には病院の必要性や地域の医療機関との連携など具体的な検討を行っ

た上で県に相談してほしいと回答しているが、検討された内容の報告はないとのことである。す

なわち、平成２５年１２月、県より依頼された医療病床数が不足する根拠及び不足病床数などを

具体的に示すように求められていながら、何ら回答をしていない。統合された新病院が開院しよ

うとしているこの時期に県への回答がなされていないことは、その後の医療審議会や厚生労働大

臣協議に諮る必要があることを考えれば、いづはら病院跡地に病院施設を残す見込みはないし、

対馬市として残す意思があるのか疑わしいと考えられている。 

 したがって、いづはら病院跡地に病院施設を残すことについて県から対馬市に対して要望が上
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がってきているが、１２月に県は依頼している。それに対して回答が来ていない。３月の一般質

問において、県の返事は来てないと答えたが、１２月には県から返事が来ておりました。返事が

来ていたのであるまいかと、質問は全て事実に基づいて、いづはら病院跡地に病院施設を残せる

かどうか、残せないかが明らかになっているのでないかという市民の医療、健康にかかわる重要

な問題であり、私は３月の議会でも基準病床の設定を見直すべきだという要望書を県に出した後、

その返事は県から来たのですかという質問に、市長はたしか来てないと回答でした。私は文書が

来たかどうかと質問したのではありません。市の要望書に対して、県は何か指導など言ってきて

いるのか。基準病床数の設定を見直す問題が進んでいるかを質問しているのです。市長は何もな

いかのように答えていたが、県は昨年の１２月に、口頭であれ医療病床数が不足する根拠及び不

足病床数などを具体的に示すよう依頼し、本年２月２１日のことと思われるが、県と市の担当者

の間で協議において必要な具体的項目をメモにして渡している。それに対して、市は具体的な回

答を県にしていないことが明らかなのです。私は県から何か言ってきてないのかと聞いたり、文

書が来たかどうかと質問しておりません。病院の赤字についても、私は新病院が赤字になった場

合、そのときの赤字負担は県ですか、国ですか、市の負担ではないかと質問したのであり、文書

が来たがどうかという質問はしておりません。県の文書ではなく、ほかの企業団の病院の事例か

らわかることです。私は県の医療政策課に直接行ったことはありません。県に何回も行きました

と言いましたが、病院企業団及び県の医療政策課という言葉は出しておりません。山田県議にお

会いし、県の対応などを確認しております。私は県に行って確認したと述べておりますが、医療

政策課に訪問したとは言っておりません。 

 結論として、私のいづはら病院跡地に病院施設を残せるかどうかの質問は、市民の医療、健康

にかかわる重要な問題であり、各資料による事実に基づく質問です。他人の私生活にわたる言論

でもなく、議題の範囲内のものであるので、議会秩序及び品位を失墜させたものではない。した

がって、懲罰動議に該当するものではなく、同質問に事実に即して回答しないほうが問題である。 

 最後に、懲罰動議を出された議員さん方に申し上げます。議員を長くしてあるのですから、懲

罰動議がどういうものかということをもうちょっと勉強されて懲罰動議を出されたほうがいいと

思います。全然このことは懲罰動議に値しません。 

 以上です。もうちょっと勉強されてください。終わります。 

○議長（堀江 政武君）  入江有紀君の弁明が終わりました。入江有紀君の退場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 退場〕 

○議長（堀江 政武君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  今回のこの動議に対しまして、私はちょっと反対の立場で意見を

述べてみたいと思います。 
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 懲罰に科することは、議会が議員に対し懲罰権を有することは、議会の規律と品位を保持する

ために認められたものでありますが、一般的に懲罰の対象となる言動は、地方自治法、会議規則

及び委員会条例に違反した場合であって、自治法の１３４条の１でありますが、地方自治法では、

議場の秩序維持（自治法の１２９条）、議員の注意の喚起（自治法の１３１条）、品位の保持

（自治法の１３２条）、侮辱に対する処置（自治法の１３３条）、欠席議員の懲罰（自治法の

１３７条）。 

 こういうことからして、懲罰は、議員の言動によって議会の秩序が乱れた場合、その回復を図

ることが目的であり、議会内での言動が第一に取り上げなければなりません。もともと民主的な

議会の運営は、議員が自己の信ずるところによって自由活発に発言をし、物事のよしわるしを論

ずる場でなければならないと思われます。 

 これは、長以下の執行機関が議会に対し何ら責任を担っていないからであり、このことから他

の機関からの干渉を一切排除しながら議会運営のよしわるし、その批判は全て住民の信託に答え

ているか否かが問われることになっていると思われます。多数者の言うことが何でも通るという、

いわゆる多数の横暴「集団化した一部の専制化」になりかねない危険が含まれていると思われま

す。 

 このことから、今回の懲罰動議は、私は懲罰の対象とはならないと思います。もし、この動議

が可決された場合、懲罰委員会が設置され何らかの決議がされた場合、今後の議会運営に禍根を

残すと思われます。 

 我々議員が議場の場で理事者側に対し一般質問をする場合、言葉に配慮しながら質問しなけれ

ばならず、我々議員の特権である議会の場での議論が制約されるおそれがあると思われます。今

回の懲罰動議は理事者側擁護の動議だと思われますので、懲罰動議には反対するものであります。 

 なお、議長にお願いをいたします。休憩をとっていただき、議会運営委員会を再度招集してい

ただき、再度検討されることを要望をいたします。 

○議長（堀江 政武君）  議会運営委員会の要請があっておりますので、休憩をして、議会運営委

員会を開いていただきます。暫時休憩します。議会運営委員会を開いてください。 

午前10時33分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時34分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 先ほど議運を招集していただくことを申し上げましたけれども、質疑者がありますので、質疑

にお答えをしていただきたいと思います。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  先ほどの４番、船越議員に対して反論がありますので、私は議
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会運営委員と委員長という形で回答させていただきます。 

 私たち懲罰動議を発するに関しましては、先ほど私が申し上げ書を述べたとおりに、先ほども

入江議員さんは「企業団には行ってない、県のほうにも行ってない」というような、はっきり言

ってうその答弁をされたわけです。そういう中で、私たちはやはり市民の代表議員ですから、う

そをそのまま議会で認めるわけにはいきません。今、実際に入江議員が一般質問に対して見られ

た市民はうそとは正直思っておりませんので、ある職員のほうにも何たることかと、ちゃんと書

類は来とるにお前たちの不手際じゃないかというような誤解もあってます。市民がこういう路頭

に迷うようなうその答弁をされたということが、はっきり私たちの手元には出てきております。

市長もさっき答弁されたとおり、私たちは公文書が来ましたから、公文書に基づいて審査したわ

けです、議会運営委員会は。公文書を疑って議会は運営できません。それだけのことです。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。１３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  提案者に質問をさせていただきます。 

 この懲罰というのは、基本的には、船越議員も言っておったように、理事者に対してのものは

基本的にはこれは値しないというのが一般的な認識です。しかし、その中において、この発言の

内容を、これは企業団に対して、この文章なんですけれど、この文面がはっきりとしなければと

いうのが、先ほど入江議員の弁明の中においては、私は発言をしていないというような話されま

したので、しかし、市長が米倉企業長に出されたこの文面の発言内容としては、入江議員が企業

団を訪問しと、入江議員がですね、というふうな話であって、また、入江さんはそれじゃないと

いう話をされますよね。議場では発言を正しくするためにテープなんかとっておりますけども、

そのテープの照合は当然されたと思うんですけども、その辺の照合をされたのか、されなかった

のかということ、大事なポイントですからですね。それが一つと。 

 先ほど言われるように、うそをついたらいかんとですよ。こういうふうな形が、うそかどうか

わかりませんけど、うそをついたらいけない。そして、先ほど言ってあるように、議員たる者が

うそをついたらいけないということですよ。先の本議会においては、市長はやめると言いながら、

３日後には取り消した。このような類を見ないうそもあるわけですよ。それで、先ほどのこれが

正しいのかどうかテープで確認をしていただきたいと思います。大事なポイントですから。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  まず、１点目の照合をしたかということですが、先ほどから私

が船越議員の反対論にも答弁したとおり、私たちは公文書をいただいております。公文書を疑っ

て議会運営委員会にしても、全ての議会は審議はできません。疑う公文書を誰が審議する人がお

りますか。議会ですよ。もう少し、小宮議員、そこを重視してください。 
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 それと、入江議員が企業団を訪問し直接企業長にお会いした。これはないというような話です

けども、本人は皆さんがお聞きのとおり、演壇で「私は企業団に４回、県に８回」というところ

で、手のジェスチャーというんですかね。それまでして言われたわけですから、全ての議員もみ

んな聞いてるし、もちろんテープも入ってますよ。その疑いはかけておりません。 

 それから、２点目の市長の発言は、やめるやめないは、私たちには一切関係ありませんので、

コメントはいたしません。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  ２番目については、関係ないことを言ったわけですが、そうい

うふうな、渕上議員も言っておられましたけれども、（発言する者あり）うそつきは何とかと言

いますが、そのような類もないうそもあったということを申し上げただけでございます。 

 それと、先ほどの企業長の話なんですが、というのは、普通の人ならいいけども、相手が企業

長癩癩大きい組織のトップなんですよ。そういう方に対しての議会での発言というのは、先ほど

基本的な問題も申しましたけども、それを省くことも可能かと思うんですよ。要するに、私が聞

いておった範囲では、医療政策課には本人が行ったという話はしておるように記憶しております。

しかし、この企業団については、私がというふうな発言はなかったような気がするんですね。 

 それで申し上げたいのは、テープで確認をすればその流れがはっきりとし、言われるように、

公文書というのは何人かが確認をして、そして活字としてうたって公の場に出るもんなんですよ。

だからテープでそういう発言があったと、こういうふうなですね、あったということであれば、

大きい組織に対するうそということですから、これは言われるように１３４条の懲罰の理由に値

するかと思いますけども、真意がはっきりしない状態では難しいかとは思いますが、テープで聞

く作業はすぐできますので、はっきりと確認されんと、懲罰ということですから、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  小宮議員ですけども、この前の一般質問は皆さん一緒にお聞き

してると思うんですよ。言われたことが、入江議員が「企業団を私は訪問した」と。「訪問をし、

直接企業長にお会いしたとき、企業長は対馬市長が政治的に発言をしているだけですから、信用

しないでください」。これは皆さんお聞きしたと思います。「信用しないで下さい」という言葉

まで言いました。また「企業団は迷惑をしている」という入江議員の発言も、皆さんお聞きのと

おりだと思います。その最後のほうに「潔くやめなさい」という締めくくりで終わったと思いま

す。 

 私たちは、先ほどから言いますように、議会運営を開くからには、このような、先ほど何回も

繰り返しますように、公文書を疑うことはしません。もちろんテープも確認はしておりませんけ
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ども、万が一これがうそということになれば大変なことになりますから、それはないと思います。

公文書ですから、信じて審議をいたしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  公文書で市長が米倉企業長に出しておられるんですよね。人間

というのは、言葉一文字でその表現が非常に変わったりするわけですよ。私がなぜ念を押すかと

いうと、議員の身分に対する懲罰ですから、その発言の趣意は、根拠というのはテープにあるわ

けですから、そのテープで確認をされたらどうですかと。確認をすることによって確立ができる

わけですから、その辺の作業はわずか５分か１０分でできるわけですから、その辺の作業をして

いただいて、後で議運を図るということですけれども、そういうふうな中においても（「それは

訂正しております」と呼ぶ者あり）、というお話のようにありましたから、その中においてもや

はり検証するべきだと思います。そして、それがうそだということは、これは議員としてあるま

じき行為ですよ。これでいいんじゃないですかね。１３４条で。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  もう一回。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  小宮議員が言われるように、人間の言葉というのは語尾で言葉

が命令文になったり、また依頼の言葉に変わることは私もわかります。そういう中、対馬市も言

葉やなくて文書で取り交わしておられます。長崎県病院企業団企業長、米倉、これ、ショウダイ

と読むんですかね。正しいに大きい、様、対馬市長、財部能成でいってます。発言内容が、入江

議員が、先ほど言ったように企業団を訪問したかと。私のさっきの答弁のとおりに文章でいって

おりますので、言葉とは違いますから聞き違い、言い違いは私はないと確信をいたしております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  企業団議員として私、この発言を非常に重大と思い、一般質問

が終わった後すぐ企業団側に、総務部長の安永氏に連絡とりました。 

 確かに、今おっしゃるとおり、入江議員は一度も企業団に出向いたことはないという事実を確

認いたしまして、私は入江議員に「あなたはどこからあの話が出たんですか」というふうなこと

を、実は問いかけました。それと議会の場で米倉企業長が迷惑だというふうな発言は一度もあっ

ておりません。ここで、どこから出た話ですか、これが。非常に大事な発言ですから。そうしま

すと、「山田県議から自分はその内情を全て聞き及んで、それをもとに発言しました」というこ

とを言われたもんですから、「あなた、なぜそのことを一般質問の場で、議場でそのことを言わ

んのですか」と、「皆さん、そう思っておりませんよ」と。「私もそう思っていませんよ」とい

うことがございました。この動議を出す前に、もう少しその辺の出もとを話し合いの中でチェッ
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クするべきであったかもしれんなというふうな今思いがしております。 

 ひっかかってくるのは、山田県議に企業長はそう言うたかもしれません。そこを私はあんまり

問いたくないんですけども、そこから出てきたような話ということで、今回に病院企業団の問題

については上がっております。 

 ですから、いろいろな調査があった場合には、その辺のことを含めて、非常に重大な発言にな

ってくるのは事実でございます。一応、参考にしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。 

午前10時48分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時49分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 お諮りします。懲罰の議決については、会議規則第１６１条の規定によって委員会への付託を

省略することができないとされています。本件については、７人で構成する懲罰特別委員会を設

置し、これに付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は懲罰特別委員会を設置し、これに付託する

ことに決定いたしました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。全員協議会を議員控室において開催しますので、お

集まりください。 

午前10時50分協議会 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 お諮りします。懲罰特別委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、配付

しております名簿のとおり指定したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。懲罰特別委員は名簿のとおり選任することに決定
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しました。 

 懲罰特別委員会の正副委員長互選のため、懲罰特別委員会を小会議室に招集いたします。 

 暫時休憩します。決まり次第再開します。 

午前11時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔懲罰特別委員会正副委員長互選〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時29分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 懲罰特別委員会の正副委員長が決定しましたので報告します。 

 委員長に上野洋次郎君、副委員長に大浦孝司君が選任されております。 

 これより懲罰特別委員会を開催願います。 

 暫時休憩します。合わせて昼食休憩とします。再開は後刻お伝えします。 

午前11時31分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時43分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 入江有紀君に対する懲罰の動議について、懲罰特別委員会の報告を求めます。懲罰特別委員長、

上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  懲罰特別委員会審査報告書。 

 本日、大部初幸議員ほか３名から入江有紀議員に対する懲罰動議が提出され、これに伴い、委

員会条例第７条第１項の規定により懲罰特別委員会が設置されたところであります。当委員会は

本日直ちに委員会を開催しましたので、その審査の内容について会議規則第１１０条の規定によ

り報告をいたします。 

 本件は、入江議員が平成２６年６月１２日の自身の一般質問中、事実と異なる不穏当発言を繰

り返し、議会の品位を失墜させたため、地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１６０条第

１項の規定に基づき、入江議員に対する懲罰を要求されたものであります。 

 今回の入江議員の言動は、議会の品位を欠くものであります。選挙で選ばれた議員の一言一句

は市民の意思であり、議員が行う質問は市民の声を代弁するものであります。自身の思い込みの

ままに、神聖な議場において数々の事実と異なる発言は到底許されるものではありません。議員

としての自覚に欠けるものです。 

 さらに、この発言により、長崎県病院企業団並びに医療政策課には大変な御迷惑をかけること
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になったと推測されます。 

 今回の入江議員の言動は、対馬市議会の名を大いに辱めるもので、会議規則第１５１条に定め

る品位の尊重に著しく違反しております。 

 よって、本委員会は入江議員に対し、別紙戒告文のとおり戒告処分とすることに決定しました。 

 以上で、懲罰特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件について、委員長報告は委員会起草による戒告文により入江有紀君に戒告の懲罰を科すこ

とです。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。入江有紀君に戒告の懲罰を科すことは可決されました。 

 入江有紀君の入場を求めます。 

〔３番 入江 有紀君 入場〕 

○議長（堀江 政武君）  ただいまの議決に基づいて、これから入江有紀君に懲罰の宣告を行いま

す。 

 入江有紀君に懲罰を科します。これから戒告文を朗読します。入江有紀君の起立を命じます。 

 戒告文。入江有紀議員は、６月１２日の会議において、対馬いづはら病院跡地利用について発

言中、事実と異なる不穏当な発言をし、議会の対面を汚したことは、議員の職分に鑑みまことに

遺憾である。したがって、地方自治法第１３５条第１項第１号の規定により戒告する。平成

２６年６月１９日、対馬市議会議長、堀江政武。 

 続きまして、入江有紀君から発言の申し出があっております。これを許可します。入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  私、入江有紀は、第２回定例会の一般質問において、あまりにも

対馬市民のことを思うがゆえに感情が高ぶって事実と異なる発言をし、対馬市民及び関係機関に

御迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 

 今後につきましては、このようなことがないよう十分に留意して、議員活動に邁進いたしたい

と思います。皆様の御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  これをもちまして、懲罰特別委員会は終結とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２．議案第５６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 本件は各常任委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の審査報告を求めます。総

務文教常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、総務文教常任委員会の審査報告並びに経過について

報告を申し上げます。 

 平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）、歳入は所管委員

会に係る歳入、歳出は２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１３款諸支出金について、その

審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 本委員会に係る歳入は、１０款地方交付税で、普通交付税の追加、１４款国庫支出金で、離島

活性化交付金及び社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加、１５款県支出金で、緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業交付金の追加、１８款繰入金で、振興基金繰入金の減が主な補正

であります。 

 歳出については、２款総務費で、ケーブルテレビ関連の修繕料追加、対馬国境花火大会開催事

業、マイナンバー制度対応システム整備事業等による増額であります。９款消防費では、災害用

備品として毛布を備蓄するための追加であります。１０款教育費では、学校の耐震補強工事、太

陽光発電設備設置工事が平成２５年度の補正予算に振り替わったため、今回減額するものです。 

 当委員会において、特に質疑、意見が集中した点について御報告申し上げます。 

 対馬国境花火大会開催事業については、昨年度の実証事業では対馬も釜山もあいにくの雨で、

釜山からは目視できなかった。また、対馬においても全体的に見えたのは鰐浦区域内に限定され

た。このような実証結果にもかかわらず、今年度本事業を実施することに一部異論が出されまし

た。 

 質疑の中で、開催場所について、多くの観光客並びに市民を集客でき、さまざまなイベントが

開催可能な場所に変更すべきではないかとの質疑に対し、台船からの打ち上げなので釜山にも近

く、また島内からも幅広く見え、イベント会場としての適地を実行委員会と協議しながら決定し

たい旨の回答がありました。 

 本事業は、いろんな意味で国境への関心が高まっているこの時期に、国境の島、対馬を国内外

にＰＲするため、離島活性化交付金を活用した事業であり、花火を打ち上げるだけでなく、愛Ｂ

リーグ対馬支部加盟団体とミニＢ癩１グランプリ同時開催、各種ツアーの呼び込み等が計画され

ています。 
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 本事業の開催により、情報を発信し、さまざまなメディアにより対馬の認知度を拡大しようと

するものであります。委員からも、長崎県離島振興協議会がメディアを利用し県内の国境離島を

全国に情報発信するキャンペーンが計画されているので、それらと連携し対馬の認知度を上げる

よう要望もありました。 

 また、本予算の中で、流入人口拡大のための各種イベントについても、さらに検討するように

との意見も出されました。 

 以上、議案第５６号につきましては、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

 なお、本議案の審査において、会議規則第１０８条の規定により少数意見の留保が行使され、

委員長経由で少数意見報告書が議長あてに提出されていることを申し添えます。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。議員各位の御賛同賜りますよう、よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条

の規定により本委員会に付託されました案件は、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補

正予算（第１号）、歳入は所管委員会に係る歳入、歳出は３款民生費の１議案のみです。その審

査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 まず、福祉課所管部分については、生活保護世帯に係る未熟児に対する未熟児養育医療費を生

活保護分から一般分に変更したことに伴う国費、県費の追加、及び消費税引き上げに際し所得の

低い方の負担を緩和するための臨時福祉給付金の経費追加に伴う国費の追加が主なものです。 

 次に、こども未来課所管部分については、消費税引き上げに際し、子育て世帯の負担を緩和す

るための、子育て世帯臨時特例給付金の振込手数料に係る給付事業費補助金の追加及び子育て支

援新制度システム改修に伴う安心こども基金事業補助金の増が主なものです。 

 続いて、保護課所管部分については、生活保護システム改修委託料の増が主なものです。 

 福祉課所管の臨時福祉給付金の市民への周知から給付までの流れに質疑が集中しました。市民

の皆様には、市報５月号に折り込まれましたこのリーフレットにより、子育て世帯臨時給付金と

ともに周知されています。また、対象者である住民税非課税世帯を絞り込みピンポイントでお知

らせすることはシステム上可能ですが、個人情報保護の観点から認められず、全世帯へ向け通知

せざるを得ないとのことです。対象者からの申請がなければ給付に至りませんので、担当課長よ

りケーブルテレビ等の活用を始め周知の徹底を図りたいとの説明がありました。なお、申請時期

は７月１日から９月３０日までとなっておりますので、対象の市民の皆様には申請をお忘れにな

らないよう御案内申し上げます。 
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 以上、本委員会に付託されました議案第５６号について、慎重に審査し採決した結果、賛成多

数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  次に、産業建設常任委員長、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  それでは、産業建設常任委員会の審査の経過と結果を報告いたし

ます。 

 平成２６年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託

されました案件は、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）、歳入は所

管委員会に係る歳入、歳出は６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費であります。その審査

の経過と結果を同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）の本委員会に係る歳入では、

１４款国庫支出金において、漁港整備事業補助金及び社会資本整備総合交付金の減額、１５款県

支出金において、森林整備加速化森林再生事業補助金、水産物供給基盤機能保全事業補助金、消

費者行政活性化補助金及び住宅性能向上リフォーム支援事業補助金の増額、２１款市債において、

漁港整備事業債及び港湾整備事業債の減額などが主な補正であります。 

 歳出の主な事業として、６款農林水産業費で、森林施業プランナー養成事業委託料、対馬しい

たけ後継者・選別作業員育成及び新商品開発事業委託料、しいたけ生産推進補助金、新需要創出

支援事業補助金及び塩浜漁港ほか５漁港整備に伴う測量調査、設計委託料などの増額、森林経営

計画策定推進事業委託料及び阿連漁港ほか４漁港整備工事の減額など、７款商工費で、長崎県か

ら消費者行政活性化補助金の交付決定に伴う財源内訳の変更及び韓国展望所双眼鏡購入による増

額など、８款土木費で、道路維持補修工事、上見坂線道路舗装補修工事及び住宅性能向上リフ

ォーム支援事業補助金の増額、久田日掛線道路改良工事及び比田勝港国際ターミナル建設工事の

減額などが主な補正であります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第５６号につきましては、慎重に審査し、採決の結果、

賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 次に、議案第５６号に対し、大浦孝司君ほか１名から配付のとおり、会議規則第１０８条第

２項の規定により少数意見報告書及び会議規則第１７条の規定により修正の動議が提出されてい

ます。したがって、これを議案第５６号とあわせて議題とします。 

 提出者の説明を求めます。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  少数意見の報告を行います。 
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 平成２６年６月１８日、対馬市議会議長、堀江政武様。総務文教常任委員、大浦孝司。賛成者、

小島德重。 

 少数意見報告書。平成２６年６月１３日の総務文教常任委員会において、留保した少数意見を

会議規則第１０８条第２項の規定により次のとおり報告いたします。 

 記。一つ、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）。 

 二つ、意見の要旨。議案第５６号、一般会計補正予算（第１号）のうち、総務文教常任委員会

に審査付託された案件中、２款総務費１項総務管理費７目企画費に係る２０１４対馬国境花火大

会１,９８０万３,０００円の予算計上については、次の理由により予算の修正を求めるものであ

ります。 

 まず、３月１日に行われた市制１０周年記念行事と並行して、１０月に釜山で開催される世界

花火大会と競演する目的で実証事業が行われました。 

 その内訳は、鰐浦より９００発の花火を打ち上げと同時に、５１０万円の予算が消化されたも

のであります。このポイントは、韓国側から花火が見えるかであります。このことについて、成

果報告は次のとおりであります。韓国側からは残念ながら確認できなかった。当日小雨が降り、

これにより見えなかったのではなかろうかと報告されています。しかし、晴天での確認もなされ

たわけでもありません。 

 なお、実証事業の予算要求説明では、本１０月には大型観光客船（日本丸級）を東京方面から

出港させ、各観光上陸地を経由し、世界花火大会（釜山）を目玉として企画する。その前日、対

馬（上対馬町）へ上陸、対馬側はイベントの開催または物産展を繰り広げ、夜花火を打ち上げる

内容でありました。６００人前後の国内観光客が見込める内容であり、私個人はこれを了としま

したが、今定例会の説明ではクルーズ船の計画はないとのことであります。 

 本計画の目的は、韓国観光客及び国内観光客の流入をさらに促進し、交流人口の拡大を図ると

されていますが、一昨年は、韓国からの観光客の流入は１５万人を超え、さらに昨年は１８万人

を突破しておりますが、その半数以上の客は日帰り客となっています。その中身を分析しますと、

平成２３年より釜山癩対馬間の国際航路に３つの船会社が参入したことが大きな要因と思われま

す。圧倒的に宿泊施設の少ない対馬の実情とアンバランスな形となっており、日帰り旅行プラン

を組まざるを得ないのであります。対馬観光の受け入れ施設については以前からの課題でありま

したが、いまだ前に進んでおらず、将来の展望は見えないところであります。特に北部対馬は宿

泊施設は少なく、せっかくの比田勝港より上陸後、大勢の観光客は大型バスにより厳原方面へ流

れているのが実情であります。 

 対馬島民から見れば、このたびの花火大会に対し今何をなすべきか、行政主導とはいかにある

べきかという批判の声も多数出ているようでございます。 
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 最後でありますが、このたびの計画に対する財源でありますが、国庫支出金９９０万１,０００円

は離島活性化交付金を充当する。残りは市債７９０万円、それと一般財源の２００万２,０００円

で、半分は国の金と強調していますが、私はこれは大きな考えの誤りであると思います。北部対

馬の振興は、対馬市としても最重要課題であることは承知しております。もっと実のあるプロジ

ェクトを進めることを指摘して、予算の修正を求めるものであります。 

 続きまして、予算に対する修正動議を読み上げます。 

 平成２６年６月１８日、対馬市議会議長、堀江政武様。提出者、対馬市議会議員、大浦孝司。

賛成者、対馬市議会議員、小島德重。 

 議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）に対する修正動議。上記の動

議を地方自治法第１１５条の３の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。別紙でござい

ますが、中身の概容を簡単に説明いたします。 

 第１表の、まず収入の部分でございますが、地方交付税、これが一般財源として２００万

２,０００円、これを減額するものでございます。赤い数字が差し引いた金額でございまして、

現計予算がこの金額になっております。 

 それから、国庫支出金、これが離島活性化交付金の９９０万１,０００円が現計予算から差し

引かれた金額がこのような金額でございます。 

 それと、市債、これは過疎債ということで説明を受けておりますが、７９０万の減額。そうし

ますと、歳入合計が１,９８０万３,０００円を差し引くというふうなことになります。 

 同時に歳出の項目ですが、総務管理費の金額総額１,９８０万３,０００円を現計予算から差し

引くというふうなことがこのような金額になります。 

 次に、第３表、地方債の修正につきましては、市債、これは過疎債ということで７９０万の減

額というふうな措置になります。 

 残り、修正に関する説明書の欄がございますが、先ほど申し上げましたとおりの金額がそのま

ま打ち出されております。 

 それと、３枚目の項目にちょっと入らせてもらいます。これは、歳出の細部の節の部分がござ

いますが、報償費の分野で２０万の削減、それから需用費の分で５６万の削減、それから役務費

で２７万６,０００円、委託料が１,８０７万２,０００円、使用料及び手数料が減額の６９万

５,０００円、合計１,９８０万３,０００円ということになっております。 

 お手元の資料がございませんが、修正に至った理由を申し述べます。少数意見の報告と重複し

ておる点もございますが、朗読いたします。 

 対馬市の人口推移と将来推計によりますと、本年５月３１日現在３万３,１９６人であります。

これが、１１年後の２０２５年は２万３,０９０人になります。さらに２６年後の２０４０年に
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は１万３,８８２人になる見込みであります。これは驚くべき数字の変化でありますが、島民と

してお互いにこのことを認識する必要があろうかと思います。 

 片や、国内の地方自治体は、この５０年後、約４分の１は破産に追い込まれ消滅するであろう

との報道番組を聞くところであります。 

 島の人口の推移は、統計学的に割り出したにしても、島に大きな変化がなければ、おおむねそ

の数値に近い結果になるものと予測されます。 

 ここで私が申し上げたいことは、今思い切った政策を打つ必要があろうかと思います。北部対

馬の振興策は、複数の宿泊施設を確保し観光の拠点を創設することにあります。若者が定住でき

る環境づくりが急がれているのであります。 

 釜山市は近代都市として成長を遂げております。人口４００万人を有しており、そして比田勝

港は極めてその優位な位置づけにあり、今後の対応次第ではさらに発展する見込みは十分あると

私は思っております。そのためには、官民の大型投資を促進させる早急な施策を実現させる行政

の役目が問われているところであります。 

 現在、韓国観光客は大勢押し寄せているものにもかかわらず、半数を超える人々は日帰りを余

儀なくされている実態。にもかかわらず、何も変わろうとしない対馬側の対応に私は落胆してい

るところであります。 

 花火を打ち上げることよりも、ただいま指摘した問題に全力を傾注することを申し上げ、修正

動議を行うものであります。議員の皆様の賛同についてよろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから各委員長報告、少数意見報告、修正案に対する一括質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これから討論、採決を行います。 

 まず、議案第５６号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第１号）の原案について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、修正案に対して討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 まず、本件に対する大浦孝司君ほか１名から提出されております修正案について、起立によっ

て採決します。本修正案について賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 



- 179 - 

○議長（堀江 政武君）  起立少数です。修正案は否決されました。 

 次に、原案について採決します。本件に対する各委員長の審査報告はいずれも可決であります。

本件は委員長の審査報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議員派遣について 

○議長（堀江 政武君）  日程第３、議員派遣についてを議題とします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配付しておりますとおり、長崎県市議会議長会主催の市議

会議員研修会出席のための議員派遣であります。 

 お諮りします。議員派遣につきましては、配付のとおり派遣することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、配付しておりますとおり派遣するこ

とに決定しました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において整理を要する

ものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって議長に委任願います。御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長より挨拶の申し出があっておりますので、これを受けます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会におきましては、６月１０日から１０日間にわたり慎重に御審議いただき、御礼を申

し上げます。 

 本定例会にて議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努め、速やかに対処

をしてまいります。 

 また、今定例会における議員皆様からの貴重な御意見につきましては、市政に反映させるべく

取り組んでまいる所存です。今後とも議員皆様の御指導、御協力よろしくお願い申し上げます。 

 次に、３件御報告を申し上げます。 
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 まず１件目ですが、平成２５年度対馬市一般会計補正予算の専決処分及び当該処置の不承認に

伴う措置について御報告させていただきます。 

 毎年、年度末になりますと、各種交付金、補助金、事務費、事業費が確定し、それにより緊急

に予算措置をする必要性が生じているところです。 

 しかしながら、年度末で議会を招集する時間的余裕がないため、従前に習い、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、予算の専決処分を行ってきました。平成２５年度対馬市一般会計

補正予算（第８号）についても、市政運営への影響を考慮し、やむなく２６年３月３１日に専決

処分を行いました。 

 専決処分につきましては、地方自治法第９６条の規定をはじめとする議会に属する権限を、同

法第１７９条第１項及び１８０条第１項の規定に基づく場合にのみ、長が代わって行使すること

を許容した例外的制度であります。 

 この専決処分の措置については、地方自治法の規定に基づき、平成２６年第２回定例会に承認

第１号として報告し承認を求めましたが、議員の皆様は御承知のとおり、不承認となりました。

この場合においては、予算執行上においては専決処分の効力に影響はございません。 

 しかし、平成２４年９月に地方自治法の一部改正があり、同法１７９条に新たに第４項として

「承認を求める議案が否決されたときには、普通公共団体の長は速やかに当該処置に関し必要と

認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない」との規定が追加されて

おります。このことは、不承認の結果については自治体の長が政治的責任を負い、専決処分の効

力そのものには影響はないと解しております。特に、４項中の必要と認める措置とは、特定の措

置に限定されるものではなく、長が議会や市民に対し専決処分の考え方について説明責任を果た

す観点から必要な対応を行うことも含まれることから、今回必要な措置として、専決処分の経緯

と不承認について市民の皆様に対馬市広告及び今月末に予定されている定例記者会見で御報告を

させていただきます。 

 不承認後の必要な措置については以上ですが、政治的責任の取り方については地上自治法にお

いて明文化されておりませんので、明らかになった時点にというふうに考えております。 

 今回の専決処分の不承認という結果を重く受けとめ、対馬市発展のために、これまで以上に粉

骨砕身努力していく所存であります。 

 ２件目は、朝鮮通信使のユネスコ記憶遺産登録推進事業についてでございます。 

 朝鮮通信使の関係資料をユネスコ記憶遺産に登録する事業につきましては、平成２６年３月定

例会において、平成２６年度当初予算に計上し説明しておりましたが、対馬市が中心的立場を担

っております朝鮮通信使縁地連絡協議会が、日本側の民間団体として計画に沿って進められてお

り、去る５月２１日に、朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産日本推進部会が５つの自治体により構成さ
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れ発足しております。来る６月２３日には、諮問機関である朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産日本学

術委員会を設立することとなっております。 

 今後は、韓国側の民間団体、釜山文化財団及びその推進委員会及び学術委員会と合同会議を開

催し、意思疎通を図りながら、２年後の平成２８年の３月にユネスコに申請できるよう事業を進

めていく予定となっております。 

 ３点目でございますが、昨年より本市は国内の１２の大学と連携し、実行委員会を組織し、持

続可能な社会づくりをビジョンに掲げ、島内各地域が抱えるさまざまな課題に対し、大学生や大

学教員の熱い思いやエネルギーをお借りし、地域、市民、大学、企業、行政が一体となり、調査

研究を推進しております。対馬の新たな価値創造と持続可能な産業創出を目指すため、７月以降

から１００名以上の学生が地域に入ってまいりますので、市民の皆様、議会議員の皆様の御理解

をよろしくお願いいたします。 

 以上、３件報告でございます。 

 最後になりますが、皆様の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げて、閉会の挨拶といたし

ます。ありがとうございました。 

 また、現在、国の方に申請をしている案件等がございます。それらが一つの方向が見えますと、

臨時議会等を７月になって開催のお願いをすることもあろうかと思いますので、その節はよろし

くお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 平成２６年の第２回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議いただきまして、ここに滞りな

く閉会の運びとなりました。議員各位はもとより、市長以下、市幹部の方々の御協力に対し、心

から御礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運営に生かさ

れることを期待いたします。 

 皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。平成２６年第２回対馬市議会定例会を閉会します。お疲れさまでした。 

午後３時30分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  旧 議 長 作元 義文 

                  新 議 長 堀江 政武 

                  副 議 長 山本 輝昭 

                  署名議員 大部 初幸 

                  署名議員 兵頭  栄 
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